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午前９時３０分 開議 

 

開議挨拶 

 

○委員長（山本賢一議員） 皆さんおはようございます。予算審査特別委員会２日目となってお

ります。昨日非常に長丁場となりましたけれども、今日も本日も非常に長くなるかなと思いま

すけれども、よろしくお願いしたいなと思います。昨日も申し上げましたけども、質問につい

てはですねコンパクトに、なるべく短めにですね、お願いしたいなと思います。答弁者の説明

の方から、一つでも多くですね、答弁を引き出していただいて、町民の皆さんに役に立つよう

な、そんなような予算委員会していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

開議宣告 

 

○委員長（山本賢一議員） 本日の会議を開きます。ただいまの出席委員は１０人であります。 

 

議案第２６号 令和７年度美瑛町一般会計予算について 

議案第２８号 令和７年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算について 

議案第２９号 令和７年度美瑛町水道事業会計予算について 

議案第３０号 令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予算について 

議案第３１号 令和７年度美瑛町水力発電事業会計予算について 

議案第３２号 令和７年度美瑛町立病院事業会計予算について 

 

○委員長（山本賢一議員） はじめに、商工観光交流課所管の予算内容について、商工観光交流

課長の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長 おはようございます。それでは商工観光交流課所管、令和７年度歳出予算

の概要についてご説明申し上げます。商工観光交流課所管の予算総額は、第２款総務費、第１

項総務管理費、第８目地域おこし協力隊事業費の一部、第５款労働費全款、第７款商工費中一

部事業を除く第１項商工費、第８款土木費、第４項都市計画費、第４目公園費の一部を合わせ

ると、前年度比９，１９８万３，０００円減の合計７億６，３９２万４，０００円を計上しま

した。 

それでは予算書に沿ってご説明いたしますが、説明欄の主な項目の説明とさせていただきま
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す。まず、予算書の４７頁から５０頁になります。第２款総務費、第１項総務管理費、第８目

地域おこし協力隊事業費中、４８頁、説明欄２、地域資源を生かした産業のまち、（３）商工業

承継支援事業、５０頁、説明欄（４）ＤＭＯ活動推進事業、（５）農泊ＤＸ推進事業、４、希望

に満ちた活気あるまち、（１）地域コミュニティ活動推進事業につきましては、各事業を担いま

す地域おこし協力隊に要する経費、合わせて３，２０６万２，０００円を計上しました。 

次に、１０１、１０２頁になります。第８款、ごめんなさい。失礼しました。第５款労働費、

第１項労働諸費につきましては、労働団体の育成、勤労者共済会等に対します負担金補助とし

て、前年比１４万２，０００円減の１８３万９，０００円を計上しました。 

次に、１１７、１１８頁になります。第７款商工費、第１項商工費につきましては、前年度

比１億６，１００万１，０００円減の６億９，６１９万２，０００円を計上しておりますが、

そのうち商工観光交流課所管事業としては、前年度比１億６，１７７万４，０００円減の６億

８，６９６万９，０００円を計上しました。 

第１項商工総務費につきましては、前年度比８３万４，０００円増の３９３万２，０００円

のうち、説明欄１、地域資源を生かした産業のまち、（１）企業振興促進審査事業及び（２）商

工業管理事業が、商工観光交流課所管事業であり、合わせて６万３，０００円を計上しました。

なお、説明欄２、安全で安心して暮らせるまち、（１）消費者行政推進事業につきましては住民

生活課所管となっております。 

次に、第２目商工業振興費につきましては、前年度比３，１４５万９，０００円増の２億 

９，０２３万円を計上しております。説明欄１、地域資源を生かした産業のまち、（３）商工業

指導育成支援事業につきましては、商工会の経営改善普及事業に係る補助として、前年度比 

３５６万３，０００円増の１，７８９万円を計上しました。増額の主な理由としては、事務局

長の退職に伴う人事異動により、道補助金単価が減額となり、町補助金が増額となるなど、給

与に係る町負担分の増加によるものです。 

説明欄（５）電子地域通貨運営事業につきましては、電子地域通貨Ｂｅコインの普及と利用

促進に要する経費として、前年度比２，０８９万８，０００円増の１億１，７８８万３，０００

円を計上しました。増額の主な理由としては、チャージポイントの増加に伴う原資負担金やシ

ステム利用料の改定に伴う増加によるものです。なお事業概要書は２１頁になります。 

次に、１１９、１２０頁になります。説明欄（７）電子地域通貨行政ポイント事業につきま

しては、商工観光交流課が所管する事業は、上から５行目、チャージ促進事業となります。本

事業は、通常チャージに対して１％の付与、チャージキャンペーンとして５％の付与など、Ｂｅ

コインのチャージを促進するもので、前年度比５９万８，０００円増の４２５万４，０００円

を計上しました。増額の主な理由としては、チャージ金額の増加に伴う不用ポイントの増加に

よるものです。 
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説明欄（８）中小企業者等経営力強化事業につきましては、中小企業等が新たな分野への進

出による事業拡大や雇用の安定化などに対して経費の一部を補助するもので、１，０００万円

を計上しました。なお、事業概要書は２２頁になります。 

説明欄（９）空き店舗等活用推進事業につきましては、空き店舗の活用を目的とした改修や、

所有者の転居に伴う移転費、残地物の廃棄費用に対し、経費の一部を補助するもので、３４９

万４，０００円を計上しました。なお、事業概要書は２３頁になります。 

次に、第３目観光費につきましては、前年度比１億７，８５３万１，０００円減の３億 

４，７５４万４，０００円を計上しました。説明欄（２）白金泉源事業特別会計繰出金は、建

設水道課所管の建設水道課の所管であり、また、１２４頁説明欄（１３）サイクルツーリズム

推進事業は、文化スポーツ課の所管であることから、商工観光交流課が所管する事業としては、

前年度比１億７，８４７万９，０００円減の３億４，２１９万円を計上しました。 

説明欄１、地域資源を生かした産業のまち、（４）広域観光推進事業につきましては、富良野

美瑛広域観光推進協議会、カムイミンタラＤＭＯ加盟による広域観光の振興に要する負担金と

して、前年度比９１万円減の２６６万２，０００円を計上しました。減額の主な理由としては、

花人街道連携協議会の解散に伴う負担金の皆減によるものです。 

次に、１２１、１２２頁になります。説明欄（７）観光センター管理運営事業につきまして

は、美瑛町観光センターの管理運営に要する経費として、前年度比３，５１５万円減の５２０

万円を計上しました。減額の主な理由としては施設改修及び備品購入の皆減によるものです。 

説明欄（９）保養センター管理運営事業につきましては、保養センターの管理運営に要する

経費として、前年度比６９万円増の９３６万８，０００円を計上しました。増額な主な理由と

しては、会計年度任用職員の単価上昇及び雪下ろし業務等の単価上昇によるものです。 

説明欄（１０）その他観光施設等管理事業につきましては、各観光関連施設の施設管理に要

する経費として、前年度比４１２万６，０００円減の３３１万５，０００円を計上しました。

減額の主な理由としては、セブンスターの木駐車場改修工事の皆減によるものです。 

説明欄（１１）観光振興対策事業につきましては、ライトアップ事業に要する経費に対する

補助金として、前年度比１７０万８，０００円減の２，５０８万８，０００円を計上しました。

減額の主な理由としては、フェイスブックを活用した情報発信事業の皆減によるものです。 

次に、１２３、１２４頁になります。説明欄１２、青い池管理運営事業につきましては、青

い池駐車場やトイレ、売店の管理運営に要する経費として、前年度比１億２，８１５万７，０００

円減の７，５４６万３，０００円を計上しました。減額の主な理由としては、トイレ新築工事、

駐車場歩道新設工事、階段融雪マット設置工事の皆減によるものです。今年度は町道美望ヶ原

ビルケ線の交通渋滞の緩和を図るため、駐車場の出入口を増設し、入出庫台数を増やす改修工

事を実施いたします。 
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説明欄（１５）観光地混雑状況可視化システム導入事業につきましては、前年度比５，２６９

万円増の５，７２０万円を計上しました。増額の主な理由としては、現在４か所に設置してい

る混雑検知カメラを８か所増設し、混雑状況をデジタルサイネージやスマートフォンを通じて

発信することで、観光地における混雑条件の状況の平準化を図るとともに、現在２か所に設置

している侵入検知カメラを３か所増設し、農地等への侵入防止を図るために要する経費の増加

によるものです。なお事業概要書は２４頁になります。 

説明欄（１７）オーバーツーリズム対策事業につきましては、オーバーツーリズム対策協議

会の開催に係るオブザーバーの招聘と人流データや公共交通の利用データを分析し、現状の課

題や移動需要、混雑時間等を把握し、効果的なオーバーツーリズム対策の立案に要する経費と

して７８２万８，０００円を計上しました。なお、事業概要書は２５頁になります。 

説明欄（１８）観光マスタープラン策定事業につきましては、観光マスタープランの改定に

向けた観光動態調査に要する経費として４４０万円を計上しました。 

次に、第４目交流促進費につきましては、前年度比１，６０９万４，０００円減の２５４万

８，０００円を計上いたしました。説明欄１、地域資源を生かした産業のまち、（１）交流促進

施設管理運営事業につきましては、ふれあい館ラヴニール及び道の駅びえい丘のくらの管理運

営に要する経費として、前年度比４６１万円減の２５４万８，０００円を計上いたしました。

減額の主な理由としては、施設を管理運営する物産公社の経営状況の改善に伴う指定管理料の

減額によるものです。 

次に、１２５、１２６頁になります。第５目ビルケの森費につきましては、前年度比１０２

万３，０００円増の１，６１８万２，０００円を計上しました。説明欄１、地域資源を生かし

た産業のまち、（１）ビルケの森管理事業につきましては、道の駅びえい白金ビルケを含めた白

金拠点施設の管理運営に要する経費として、前年度比８２４万４，０００円増の１，６１８万

２，０００円を計上しました。増額の主な理由としては、ビルケの森パークゴルフ場の跡地保

全に要する草刈り業務及び道の駅びえい白金ビルケに係る看板設置工事に要する経費の増加に

よるものです。 

次に、第６目交流推進費につきましては、前年度比３万５，０００円増の１，０９８万 

４，０００円を計上いたしました。説明欄２、希望に満ちた活気ある町、（１）交流推進事業に

つきましては、びえい桜まつり、びえい雪遊び広場の開催に対する補助金など、前年度比９万

４，０００円増の１７５万７，０００円を計上しました。増額の主な理由としては、美瑛桜ま

つりに係る夜桜ライトアップ機材の設置撤去費用の単価上昇によるものです。 

次に、第７目活性化交流施設費につきましては、前年度比２７万３，０００円増の２，４７７

万２，０００円を計上しました。説明欄１、希望に満ちた活気あるまち、（１）活性化交流施設

管理運営事業につきましては、活性化交流施設ビ・エールの管理運営に要する経費として、前
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年度比２７万３，０００円増の２，４７７万２，０００円を計上いたしました。増額の主な理

由としては、光熱費及び委託業務の単価上昇によるものです。 

次に、１４５、１４６頁になります。第８款土木費、第４項都市計画費、第１目公園費中、

１４６頁、説明欄１、地域資源を生かした産業のまち（１）千代田公園改修事業につきまして

は、拓真館を含む千代田公園に多くの観光バス、乗用車が訪れ、路上駐車が発生していること

から、駐車台数を増やす改修を行うとともに、利便性の向上を図る公衆トイレの改修に要する

経費として、４，３０５万４，０００円を計上しました。 

以上、商工観光交流課所管令和７年度歳出予算の概要を申し上げました。ご審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○委員長（山本賢一議員） それでは、予算書の４７頁から５２頁まで、第２款総務費、第１項

総務管理費、第８目地域おこし協力隊事業費中、説明欄２、地域資源を生かした産業のまち、

（３）商工業承継支援事業、（４）ＤＭＯ活動推進事業、（５）農泊ＤＸ推進事業及び４、希望

に満ちた活気あるまち、（１）地域コミュニティ活動推進事業についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番青田委員。 

○委員（青田知史議員） おはようございます。６番、青田でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。２款１項８目、頁数で言いますね。４８頁下の（３）番、商工業承継支援事業

について伺いたいと思います。こちら、商工業の承継、本当に大きなテーマでもありますし、

町のこれから本当に大事なテーマだと思ってます。それで国だとか道だとか、商工会とのつな

がりが必要になってくるかと思うんですけれども、この地域おこしの協力隊の方がですね、ど

のような活動をですね、視野に活動していくのか、令和７年度活動していくのかその概要につ

いてまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 今回お話ありました、地域おこし協力隊の方なんですが、廃業をしている、

廃業しました豆腐屋さんの復活を目指して、活動されているような状態になっております。現

状ですね成功している豆腐屋さん、各地にございますので、そういったところで経営の方法で

すとか、店づくりを参考にしながらですね、以前、事業を行っていた方からも、技術を学んで

いきながらですね、開業を目指して、活動を行っているという形になっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。余計なこと言って答弁をサポートしてね、議員がお

はようございますって言ったらね、おはようございます。そういうような私ね、先輩議員から
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ねちゃんとね、答弁、後でね質疑の前に、おはようございますとかって言ってあげたらいいよ。

そういう話があったもんだから。アドバイスというか、余計なことかもしれませんけどね。 

それで、今回のねお豆腐の方なんですけども、いろいろこうね、私も活動少しずつ見えてき

てるんですけども、やっぱり地域のね応援必要だと思います。彼なりには、例えば北海道中小

企業総合センターに相談に行ったりだとかやっぱいろいろそういうのつながりを持ってやろう

と思ってんだけども、やっぱその地域をどうやって巻き込んでやっていくかっていうあたりの

ね、助言だとかしっかり必要になってくるのかなと考えてますので、やっぱり既存の店舗とい

うかそういう工場を生かして、また、美瑛の特産品を生かしてすごいいいテーマで取り組んで

るかと思いますので、その辺りを町としてどのような応援がね、必要になってくるのかもし７

年度中のそういう応援の仕方というか、そういう、何ていうかな。予算になったとしても、こ

ういう形でやっていくんだとこういう形で応援したいんだというのが担当課としてあればです

ね、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 大変失礼いたしました。よろしくお願いいたします。本７年度ですね、予定

している中で、もちろん地域の方々と交流していくっていうところを進めていって、最終的に

開業を目指していくということなので、その中で豆腐というところで試作品といいますか、試

作メニューのほうをつくるタイミングがあると思います。その際に地域の方々にも、試作して、

試作品を食していただくといいますか、そういったイベントを企画したいというお話は伺って

おりまして、そういったところで私どものほうでも、手伝っていけたらなと思っております。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。これは地域おこし協力隊の目的としては、卒業後、

地域に住んでやっぱり起業するとなったらですね、これから例えば資金調達がいろいろ出てく

るかと思うんですよね。その辺り今後ですよね令和７年で難しいかと思うんだけど、卒業後、

やっぱり借入れに関しての、例えば利子補給だとか、いろんなことを考えてやっていくことで、

しっかりと定着して、地域のそういう事業所としてですね、何ていうかな、長きにわたって仕

事やってくれる。また、販路拡大して、規模が大きくなってそんなことも期待できるかなと思

いますので、その辺りの方向性というか、考え方があれば伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 開業後、開業時点の融資ですとか、そういった資金調達の面ですね、こちら
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のほう、企業支援事業のほうで、創業支援融資というものをやっておりまして、そちらのほう

が通常の金利よりもすごく低金利な形で利用できるので、ぜひ使える条件に合えばですね使っ

ていただきたいなと思っております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） はい、ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ２款１項８目地域おこし協力隊事業、５０頁の説明欄（４）ＤＭＯ活

動推進事業、こちらのほうについてお伺いをいたします。こちらは地域おこし協力隊の事業な

ので、ここで聞いていいかどうかちょっと、幅広げてしまってるかもしれませんけれども、予

算審査の資料にですね、事業内容ということで、ＤＭＯ事業のサポートという形で示されてお

りますけれども、この辺のところ見ていきますと、何か私の考えでは観光事業からの域から抜

けてないよなというような事業になっておりまして、本町が想定している丘のまちＤＭＯの仕

事ではないなあというような感じを持っております。ここに関わる人材が４名なのか５名なの

かちょっと資料からちょっと読み取れなかったんですけれども、予算においてはですね、令和

６年度の２倍以上の予算計上されております。それから、令和５年度の決算額と比較しますと

４倍以上になってるということで非常に大きな予算を組んでいるにもかかわらず、なかなかこ

の全貌は見えない。こんな感じを持っておりますので、その辺のところ何をやろうとしている

のか、その辺のところをトータルで、お考えを示していければなと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 おはようございます。よろしくお願いいたします。地域おこし協力隊

のＤＭＯ活動推進事業につきましては、事業概要書の資料にありますが、観光協会で４名予定

しております。現在継続して勤められてる方が３名、令和７年度から新規１名を予定して合計

４名の配置を予定しております。業務内容としましてはＤＭＯ事業のサポートとして体験プロ

グラムの開発など、ガイド認定プログラムとか、また、ガイドの研修などですね、また、観光

プロモーションやホームページ、そういう形での事業を行っております。また、地域おこし協

力隊ということもありまして、協力隊退任後の事業を見据えた活動もあわせて行っているとこ

ろでございます。ＤＭＯ活動としましては、ここにある業務内容もそうなんですけども、現在

観光協会で行っているＤＭＯ事業、地域の課題解決に向けての事業のほうにも、もちろん、地

域おこし協力隊の皆さんも関わっていただいて、いろんな事業、仕事をしていただいていると

ころです。はい、以上になります。すいません。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 
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○委員（八木幹男議員） ここのですね、ベースになるのは、やはりこの観光マスタープラン 

２０２０。ここではこんなこと書かれています。ＤＭＯとは何かというと、こっからスタート

になるんですけれども、地域の稼ぐ力を引き出すと、こういうことと、観光地域づくりのかじ

取り役を果たしてこういった仕事になってるかなという視点です。それから本町においては、

農業と観光の共存、暮らしと観光の融合、こういった形のもの、あるいは美瑛町ならではのミ

ッションを背負った活動が必要と書かれています。特に農家にも農家におかれましては、意見

によっては、観光客を要らないというご意見も出てきてます。したがってまた最近では町中の

町民のフラストレーションが増えてきている。こういったこともありますので、その辺のとこ

ろを含めた活動が必要ではないかなと思っておりますので、その辺の考えをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 今委員おっしゃられるとおり、地域の課題としてですね、現在はメデ

ィアでもいろいろ取上げられているところで、オーバーツーリズムという課題がありまして、

そちらにつきましても商工観光交流課はもとより、観光協会ともですね連携していろんな対策

をしているところです。喫緊の課題としてオーバーツーリズム対策でたくさんの観光客の方が

来て、また観光マナーの悪い方もいらっしゃって、地域住民の生活に支障が出ているという現

状がありますので、その課題解決に向けて観光協会、ＤＭＯに努める地域おこし協力隊も、連

携しまして、様々な対策を今実施しているというのが現状になります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木議員。 

○委員（八木幹男議員） 答弁頂きまして、やはりこのオーバーツーリズムの解消、こういった

ところも大きな課題かなと思いますけれども、要はここでですね、また、こないだの議会でや

りました意見交換会、このときに出た内容も含めてなんですけれども、やはりこの丘のまちび

えいＤＭＯの四つの戦略っていうのがありまして、ここで最も大事だと思うのは、町民の観光

に対する理解促進。こういった項目が一つ挙げる。四つのうちの一つ挙げられておりまして、

やはりこの辺のところかなと思っております。そのためには、やはりこのデータが集められて

ないよねっていう意見がありました。というのはですね、まずデータベース。データベースマ

ーケティング。マーケティングの仕組みと基本となるデータがそろってないんではないかと。

こういったことと、あるいはもう数年前になりますけれども、カスタマーリレーションシップ

マネージメント、ＣＲＭということでやっておりまして、ここはシステムを出来上がったんで

もう自前でできるよということで、外部発注をやめたと、こういった意見が結構ありますけれ

ども、やはりこの辺のデータベースをしっかり押さえる。こういったことが大事ではないかな

と思ってます。直近では意見交換の中で、バスが昼間に何台来ているのか、分かってるのかね
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と。あるいはレストランにお昼で昼食してるけれども、どのぐらいの人が行ってるんかねと。

こういったところをきっちり押さえてるかと厳しい質問ありました。そんなことで、このとこ

ろなかなか言いましたけれども、この辺のところの考えをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 委員おっしゃられるように町内訪れる観光客の方の動向ですね、デー

タ非常に大事だっていうのは重々理解はしているんですが、実際にそのデータを取るというこ

とになれば、予算も必要になってくるということもありまして、まだそこまでデータを実際に

収集できるところまではできてはいないんですが、年明けですね１月から２月にかけまして、

オーバーツーリズムの関係で、町民アンケートと、町外者、観光に来ていただいてる方に対し

てアンケートを実施しております。その中でもやはり美瑛町内でオーバーツーリズムが発生し

ているという意見が大多数ありまして、どういう観光地でですねどのような混雑があるかって

いうことを、たくさんの回答を頂きましたのでそのアンケートをもとに、これから実施して行

く予定になります。 

また、令和７年度予算のほうで、オーバーツーリズム対策事業としまして、先ほど髙島課長

から説明ありましたように、人流データと、公共交通のデータを収集、分析した上で、実際に

町内を観光客の方がどういう風に動向を動いているのかというのを調査、分析した上で今美瑛

町でですね、２次交通が不足しているという課題もありますので、そういうことも含めてこれ

からのオーバーツーリズム対策の立案に向けて実施する予定となっております。 

また、観光マスタープランがですね、現在の観光マスタープランが、２０２７までのものに

なりますので、次期のマスタープランをですね、令和９年度に策定する予定となっておりまし

て、その事前の動向調査としまして、今回観光マスタープラン策定事業のほうで調査の費用を

計上させていただいております。それによりまして来年令和８年の１月以降にですね、連携協

定を締結している北大の協力を頂きながら、調査を実施して美瑛町の現在のデータを収集して、

様々な対策に活用、またはマスタープランの策定に向けての調査を実施していく予定となって

おります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 一言だけ、やはりこの地域おこし協力隊の事業からちょっと逸脱して

しまいまして、ＤＭＯ本来の仕事を行ったほうに行って申し訳なかったんですけども、ＤＭＯ

の事業、大変期待している事業なので、そんなことをちょっと幅を広げています。そんな形で、

もう数年前ですけれどもＤＭＯって何やってるのっていう、事務局で言いますと、こういった

形できっちりこういったことをやってるよということで分かりやすく資料もつくってくれて



 

－ 15 － 

おりまして、やはりこのＤＭＯ本町にとっては非常に重要な部分だと思っておりますので、そ

の辺の基本をしっかり押さえていただいて、しっかりチェックしていただければなと思ってお

りますので、ちょっと幅を広げた質問になってしまいましたけどもその辺の最後に課長お願い

いたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○商工観光交流課長 今ＤＭＯ活動の部分だと思いますけども、ＤＭＯにつきましては観光にお

ける地域づくりということで、観光協会の中で中心にやっておりまして、ＤＭＯの戦略会議等

の中でですね、観光地づくりとしてどういうものが必要かと。今委員言われるようにですね、

いかに稼いでですね、いかに持続可能な観光にしてですね、町民の理解という部分でもですね、

オーバーツーリズムの部分でいかに理解して町民の方々に納得していただけるような対策を打

てるかというところも含めてですね、そういう意味でマナーとか、ルールの対策という部分も

含めてＤＭＯの中で検討しているわけですけども、我々としてもですね行政としてですねその

ＤＭＯの中で当然メンバーに入っておりますので、ＤＭＯの中の活動として今後とも、いろい

ろな事業者とともに、活動していくというのはもちろん実施していくんですけども、ここの地

域おこしについてはですね、その中でですね、中心となってというところまでは現状行ってお

りませんで、観光協会の職員というか、組織の中でＤＭＯ活動の一端である例えば体験事業だ

とか、マナー対策だとかっていうところに取り組んでおりますので、ＤＭＯ活動の全体という

ことになりますと、観光協会と町が中心になって今後ともですねそういうデータを活用しなが

ら、地域づくりを行っていきたいという風に考えてます。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ８目、（４）、ＤＭＯちょっと。八木委員が大分質問していただいたの

で、私ちょっと少しだけＳＮＳで発信をしてますよね。ここに書いてありますホームページと

か。これっていいことしか書いてないんですよね。要するに、オーバーツーリズムこんだけ言

ってるのに、こういうところ困ってる人が混んでてとか、そういうのは載っていない。やっぱ

りこの教えるべきじゃない町は。載せたくないんですよ。お聞きします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 今質問頂きました件につきまして、ＳＮＳなどでの情報発信につきま

しては、町としては、今現在起きてる課題ですね、それにつきましては、様々なメディアでも

周知されているということもありますし、町としてそういう正直なところネガティブな情報を
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町が主体となってという形では、あまりやるべきではないかなと考えてはおります。ただ、実

際に地域住民の方の生活の支障になっているという部分がありますので、その中でも観光客来

ていただいている観光客のマナーといいますか、美瑛町における観光のやってはいけないこと

とかそういうことがなかなか理解していただいてないのかなという部分もありますので、そう

いうところ美瑛町で観光する場合の注意など、そういうことに関していろんなＳＮＳもそうで

すけども、様々な方法で周知できるよう努めていきたいと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 理解してないから、そういうことが起きてくるんだと思うんですね。

だからやっぱり、うん。それって、ほかの人は、ほかの人って普通の人がＳＮＳで、発信して

るんですよね、いっぱいね。町内こんな混んでますよとかね、やっぱり問題点になってるって

担当は思っているなら、ここでやっぱりこういうことあるんですよ、皆さん気をつけマナーを

今、理解してもらうように発信するという話ですけども、こういうことがあるから、これは駄

目ですよっていうのは見せないと私は分からないと思うんですね。だから是非いいことも、も

ちろんうちの町はきれいですから、きれいなことはきちんと載せていただき、でも困ってます

よ町民がっていうのも、だから皆さんまだまだ守ってくださいねっていう。ＳＮＳは、かなり

外国人の人は見てます。ですから、是非そこは、ちょっとややこしいかなって私は思っていま

すので、その辺やっていただきたいと思いますけどいかがですか。しつこいですが。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 もちろん美瑛町で観光にこられるときはこういうことを気をつけて

くださいこういう問題がありますよっていうことも含めてですねＳＮＳなどで、周知は必要と

考えておりますので、観光協会とですねどのような内容で周知できるかも含めて、そのマナー

の周知について検討していきたいと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 頂きたいと思います。もう一つはですね、今年ですね、青空の街・あ

おぞらの街全国大会が始まり、やりますね。さっき課長が稼ぐっていうことも大事だなってい

う話なので、ここでいろいろ観光の体験プログラムとかありますから、こういうのを使って、

うちの今青い池だけですよね、観光として使ってるのは。ですからそういうのも、お天気に左

右はされますけれども、そういうのも一つの案かなと思うので、ちょっと、ご検討頂ければい

いなと。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 青空の街・あおぞらの街全国大会のですね、かつ、十勝岳ジオパーク

の全国大会も今年実施されるというところで、現在実施している体験プログラムのほうもです

ね、観光協会からもそのスノーシューとかそういうものが非常に好調という風なお話も聞いて

おりますので、その中で、実際に全国大会の実行委員の中でそのようなプログラムができるか

どうかも含めて検討してまいりたいと思います。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１０１頁及び１０２頁、第５款労働費、第１項労働諸費、第１目労働諸費に

ついての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。 

次に、予算書の１１７頁から１２０頁まで。第７款商工費、第１項商工費、第１目商工総務

費及び第２目、商工業振興費についての質疑を許します。ただし、第１目商工費、商工総務費

中、消費者行政推進事業を除きます。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） よろしくお願いいたします。７款１項２目のすいません。（７）、（９）

旧空き空き店舗等活用推進事業ですが、実際の今の空き店舗の数を教えてください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 よろしくお願いいたします。現在の空き家・空き店舗、空き店舗の数ですね、

こちらのほうですね。丸山通り、本通り合わせまして、１８を見ております。はい、以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） 答弁頂きました。実際にこの事業は、所有者の要望を聞かれた上での

事業になりますか。どれだけ声を集めたか知りたいんですけども。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 空き店舗のこちらの事業に関しましては、現状でですね、起業したい方々が、

商店街を見てですね、こちらの店舗空いてるんだけども使えないだろうかというお話ですとか、

あと、実際に商店街の事業者さんの方々にもですねお話を伺いまして、その中で、そういった
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補助があれば、実際に例えばなんですが、空き店舗兼住宅で２階に住んでいる状態で１階が空

いてるんだけどもっていうところを改修しまして、実際に１回貸出してみようかですとかそう

いったきっかけになるんじゃないかというところで今回検討させていただきました。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。７款１項２目商工業振興費、１２０頁、説明欄の

（９）、同じく今白石議員の質問にありました空き店舗等活用推進事業、こちらにつきまして

お伺いいたします。こちらにつきましては、店舗部分と住宅部分の機能の分離というこういう

説明がされておりましたので、この辺のところは支援が中心になるかなと思ってるんですけれ

ども、やはりこの事業を行うということになってくると、やはり外装ですとか、特にファサー

ド、外装、看板、この辺のところがやはりこの加工してくるところも出てくるのかなというこ

とを思ってまして、その辺のところは一定の基準は設けてないようなんですが、その辺のとこ

ろ特に本通地区においては景観上好ましくない状況も出てこない、出てかねない、出かねない

状況かと思いますので、その辺のところの考え方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 こちらの事業に関しましては、建物の所有者さんに対しての事業になります。

ですので、その機能分離として、例えば、１階が水回りが１階にしかないですとか、そういっ

たことがあった際に、２階に水回りを持っていくといったようなところに補助を出していきた

いという旨になります。看板ですとか、そういった１階に入られる方ですか新しく事業を行わ

れる方というのは、起業支援事業のほうで、実施させてもらえればなと思っております。以上

になります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 資源事業はトータルでどこで、トータルでどこで考えるかというもの

が絡んでくるかと思いますけれども、やはりこのこういった事業を展開するにはやはりこのま

ちづくりの視点というのは欠かせないなと、こんなことを思ってます。特に、本通りでは土地

区画整理事業、ここが行われたときに、まちづくりマニュアルと、こういったものがありまし

て、その中に、看板の設置の条件ですとか、三角屋根ですとか、そういった基準がしっかり設

けられておりまして、これが崩れか崩れかけない状況になってるんではないかなと危惧すると

ころであります。したがって一度町長に一般質問した際は、これは商工会の仕事だということ

で一蹴されてしまったんですけれども、いろいろ行政のほうで事業を組んでるわけですから、
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その辺のところのきっちり外装を含めたコントロールができる仕組みをつくっていくべきでは

ないかなと思ってますので、その辺の考え方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○商工観光交流課長 今の中心市街地部分の概数の部分ということで本通の区画整理事業であ

る一定のルールが決められていて、もうかなりの年数がたってきて、だんだん曖昧になってき

てるという部分。大変あるのかなと思いますけども、今回のこの事業につきましては、今、空

き店舗が現実に存在していてそれがイコール起業にすぐつながるっていうことを前提にしてい

るという部分ももちろんあるんですけども、非常に起業したいという方がいっぱい来られるん

ですけど箱が空いてないという、うちの場合なかなか空き店舗がないという現状がありまして、

起業したいという方いっぱいおられるので、今、少しでもそういうですね、物件を用意すると

いうかですね、少しでもそういう流動性を高めるというかそういう部分で、今までは起業する

方に中心にということだったんですけども、所有者の方に対する補助を動機づけという部分で、

補助をつくって流動化してみたらどうかということで、商工会と一緒になって始めた事業であ

りまして、そこの部分とそれから一体としてですね、起業の部分でですね、本通りのそういう

外装とかですね、その辺もちょっと、今、建設水道課なりでそういうこう本通りの区画整理事

業であったルールっていうのはそのまま引き継いでると思いますので、その辺も整理してです

ね、起業する際にですね、商工会と一緒になってこの辺は、話進めていくところですのでその

辺の確認も町のほうでやっていきたいと思います。 

○委員（八木幹男議員） 以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ７款１項２目商工業振興費の中の８番中小企業等経営力強化事業と、

それから９番の空き店舗等活用推進事業についてお伺いします。まず、中小企業と経営力強化

事業につきましては、中小企業等の支援ということで、新規事業への事業拡大だったですとか、

人材確保、それから雇用の安定化というところで、支援をするというところのようですけれど

も、ちょっと私の認識が違ってるかもしれないけど新規事業で町単独事業ということでよろし

いでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 こちらの中小企業等経営力強化事業ということで、こちらはですね、既存の

事業者さんが新たな分野に進出する際に、そういった補助を行うという形の部分になります。
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はい、以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 令和７年度新規の事業。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 失礼しました、はい。はい、失礼しました。こちら令和７年度新規の事業に

なります、はい。はい、以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 来年７年度新規のとってもいい事業なので、本当はもっと先は、前か

らやっていただければよかったのかなと思いますけども、新規事業で町単独事業ということで、

ちょっと考えられてるのかなと思います。こういった新規事業を行うに当たって、経過ですね。

どういった聞き取りをしたりどういった要望があったりしてこういった事業を実施されている

のかお伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 こちらですね、令和４年から令和６年度までですねＳＤＧｓ補助のほうをや

らせていただいておりました。で、それでＳＤＧｓのほうがですね、３年間経過しまして、そ

こで事業の見直しを行いまして、その中で、まぁ美瑛の現状に適した内容に変更するような形

で考えております。今、多くいらっしゃってる、観光客の皆さまに向けて、新規事業を行うよ

うな積極的に行うような事業ですとか、あとは合わせてですね、人材不足で営業日外をされて

いる事業者さんとかもございますので、そういったところ、積極的に事業展開を行う方々に対

して、支援を行いたいということで実施しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） まぁ町単独事業ということで起債事業でもあるんでしょうけど、中小

企業庁にもですね同種の事業があるようなんですけども、そういった事業との連携ですとか、

相乗効果ですとかそういったところは検討されておりますでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 こちらですね、商工会さんのほうとも話合いながらですね、実施させていた

だく事業になるんですけども、商工会さんのほうでですね、ほかの補助を使う中で、間に入る
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ような形のものを何かないかっていうところも考えまして、その中で決めた事業になっており

ます。以上になります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 分かりました。続きまして、空き店舗の活用推進事業についてお伺い

をいたします。空き店舗活用推進事業ということで、すごいいい事業だなと思っております。

もともと起業者に新規開店者に対する補助はあったんですけど、所有者に対する補助がなかっ

たということで、流動化が促進されるのかなという風に期待をしているんですけれども、商店

街地域における空き店舗というところで、空き店舗兼住宅の店舗部分と住宅部の機能の分離を

行う所有者ということで、事業買収に記載はされております。要綱ができているのかどうかち

ょっとわかんないですけども、商店街地域ってどこを指すのか、例えば一般住宅地で、その所

有者が店舗として１回貸出したいとか、そういったところも可能なのかどうなのかっていう、

その地域限定なのかっていうのをちょっとお聞きしたいと。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 こちらの空き店舗の対象地域ですね、こちらのほうですね、地域は限定する

ような形にして、したいと思っておりまして、地域に関しましては、起業支援事業のほうでも、

企業支援事業のほうが２万円プラス２００万円プラス１００万円の対象地域があると思うん

ですけども、同様の地域で実施したいなというような形、プラス１００万円の地域ですね。そ

ちらのほうで実施したいなと考えております。主に丸山通りと丸山通りに面した部分と本通り

に面した部分という形になります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） そうですね。丸山通り、本通りがメインだと思うんですけれども、起

業支援はほかの地域も対象にはなってとは思いますけれども、意外とこう何ていうんでしょう

住宅街で１回パン屋にしたようにするために借りたいだとか、そういったニーズも何かちょっ

とちらっと聞こえてくるんですけども、そういった場合についてはその地域に入らないので駄

目ということになろうかなというような考え方でよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 こちらですね、実際今回地域を絞って実施し、してみまして、どのような形

になるかというのが、実施していく中でですね、見えてくると思います。その中で改善してい

くところがあれば改善していけたらなと思っております。以上です。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 分かりました。徐々に進化していくということでよろしいかなと思い

ます。所有者の方にですね、より強くＰＲしていただいて、そういった流動化をですね、促進

されるようにですね、ＰＲを強化していきたい、頂きたいなと思います。よろしくお願いしま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○商工観光交流課長 この部分店空き店舗の活用推進事業につきましては、今回３４９万４，０００

円という金額を予算計上させていただいたわけなんですけども、非常に商工会のですね、対策

委員会をつくってですね商工会の方もちろん入っていただきましたし、商工会の事業者の方に

も入っていただいて、話を去年１年間かけてやってきたわけなんですけども、正直非常に難し

いねっていうのが第一印象というかですね、非常に我々商工会なり町がですねこれをやること

でちょっとここを言い方悪いですけど、地上げ屋みたいなですね追い出しかねないような状況

にもなりかねないっていうのもあってですね、決してそんなつもりではなくて、有効に活用し

たいという思いから、転居費用だとか例えば残地物の処分費っていう風な設定をしたんですけ

れども、貸していただければということなんですけども、この辺非常にちょっと所有者の方の

感情的な感情もありますし、いろいろ思い出があったりいろいろこう、そこの家にはこういう

ものが置いてあるんだとかって、いろいろ個人の方にもいろいろ事情も当然ありますので、ち

ょっとこの辺非常に難しいなっていう話なので、まずちょっと町としてですね、町なり商工会

なりがこういう活動こういう風に流動化をするんだっていう姿勢を示して、まずこういう制度

があるんだっていうことを周知してですね、その中でどういう反応があるかっていうところで

ですね、制度を変えていきたいなっていうところで今回の予算、正直改修については１件とか

転居については２件とかって非常に少ない件数なんですけども、まずはこの何ですかね物件の

要望が非常に高い丸山通りと、まず本通地区でこのような活動を一旦補助事業をやっていろい

ろな反応を見ながら、ちょっと必要なこれが全町に必要なのか、それともいろいろ郊外にもこ

ういう事業が展開していくことで、必要要望があるのかっていうのをちょっと調査しながらで

すね、一番怖いのは、結局廃墟になってしまうというか、廃墟になってそのまま誰も使われな

いで売られないで、そのままになってしまう。市街地部分も当然そうですし、景観のいいです

ねちょっと市街地の例えばカフェみたいなところとか、ペンションみたいなものをですね、売

られないでそのまま残ってしまって売買されないというのが非常に困る状況になりますのでそ

ういうことがなく、起きないようにですねまず、市街地部分でこういう補助事業をやってみよ

うという考えであります。以上です。 
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○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 空き店舗のことで伺います。私も丸山通りで、将来、空き店舗になる

可能性もあると思いますけどね。今の話聞いたら、空き店舗になったら困るってことで、私が

聞きたいのは、空き店舗なった場合補助率、限度額ありますよね。これはもし内装とかいろい

ろ業者は町内業者じゃなかったら出ないと。それだけちょっとお聞きします。よその業者でも

よろしい。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 こちらですね、基本的に町内の事業者に限定するような形で実施したいと思

います、はい。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。どうぞ。 

○委員（桑谷 覺議員） 業者だったら全然出ないっちゅうことなんですか。補助率、限度額、

それ。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 町外の事業者さんであれば出ないような形で実施したいと思っております。

はい、以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ７款１項２目商工業振興費、１の５、地域通貨運営事業ですけれども、

これ、計画書見ると、負担金が１億、負担金、チャージ想定額が、１億６３０万ぐらいなって

るんですけれど、今年度９，０００万ぐらいなんで、多分チャージ想定が１，６００万ぐらい

伸びるかなっていう多分予測されてるんだと思うんですけれど。事業自体見ると、チャージキ

ャンペーン５％キャンペーンぐらいしかあんまり変わってないんで、この１，６００万上積み

する伸び伸びるっていう何ていうかな、予測っていうのはどのようなところがあるんでしょう

か。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 Ｂｅコイン、電子地域通貨運営事業ですね、こちらのほう、本年度の現状を
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見込額で言いますとですね、さっき先日の２０％チャージキャンペーンを抜いた形のほうが分

かりやすいと思いますので、そういった形の見込額がですね今、９，６００万から９，７００

万ぐらいになるのではないかというところになっております、はい。こちらからは、次年度で

すね、１０％、上回るといいますか、そういう形で目標といいますか想定額を立てさせていた

だいて実施させていただいてます。月々月次といいますか、月の動きを見ていますと、少しず

つ増えてきている部分がございますので、そういったところで、次年度１０％

というところを目標設定としましてやらせてもらえればなと思っております。以上になります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 伸びた要因っていうものがあったのかっていうのもちょっと聞きたい

んですけど。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 こちらですね伸びる要因というところで、５％チャージキャンペーンをやっ

た後にですね、傾向として、使われる方が多くなっているのか、チャージされる量が少しずつ

多くなってきているような状態になっております。また町外の方に関しましても、昨年度と比

較して昨年町内の方もチャージされてたケースも実際あったんですがそういった方々と比較し

まして、本年度ですね、実際に町外の方にもチャージしてくださいというＰＲをさせてもらっ

たところですね、チャージ額が町外の方も伸びているという形になっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 例えば大型店で、これもう協力店やめるっていうところもあるという

風に聞いたんですけれども、もし協力協力店が増えたとか、そういったことが要因ではないっ

ていうことですか。それとも協力店って増えてるのか、減ってるのか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 加盟店舗の数になるんですが、現状大型店の方々のほうでやめるという話は

私のほうには伺っておりません。現状は増加傾向にあります。現在は２２５店舗ですかね、そ

ういった形になっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） これ今のこれに、こないだやった２０％キャンペーンっていうのが、

またやるとし、もしやるとしたらここにかぶさってくるっていう、ここに計上されるというこ
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とになってくるんですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 ですね、今回本年度で言いますと、先ほど申し上げました、９，６００万ほ

どというところと、チャージキャンペーン２０％チャージキャンペーンを実施したものの、原

資というものが合わせられまして、今年度のチャージ実績としましては、１億９，６００万程

度というような形になってきます。以上になります。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１１９頁から１２４頁まで。第３目観光費についての質疑を許します。ただし

説明欄１、地域資源を生かした産業のまち、（２）白金泉源事業特別会計繰出金及び（１３）サ

イクルツーリズム推進事業を除きます。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ７款１項３目、１－７、観光センター管理運営事業及び１１、観光振

興対策事業及び１２、青い池管理運営事業及び１５観光地混雑状況可視化システム導入事業及

びオーバーツーリズム対策事業についてお聞きします。まず、観光センター管理事業ですけど

も、これ、もう４月からはできるっていう風に見てもよろしいんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 観光センターにつきましては令和６年度に建物改修備品購入しまし

て、現在は観光協会に指定管理をしているところです。実際に今はですね観光協会のほうでな

かなか人員の配置ができなくて常駐はできてはいないんですけども、現在はスノーシューの受

付の体験メニューに関して観光センターのほうで実施しているところです。観光協会のほうで

も人員の常駐をしてあそこで事業をするということで今準備を進めているところですが、具体

的な日程については、まだちょっと観光協会からは確認はできておりません。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） いや、あそこにはもうお客さんいっぱい来てるし、いつまでも閉めて

おくのも、無駄になってしまうんで、なるべく早くあけてほしいのはあるんですけど、これ白

金温泉組合の事務所も入るんですよね、一緒に。てことはこれ、業務委託ってあくまでも観光

協会のみ、白金温泉組合には業務委託という形の金額ではないということなんですか。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 観光センターにつきましては、白金温泉組合も事務所が入りますが、

ここに計上されているものは観光協会での指定管理に係る指定管理料になりますので、基本的

には建物の管理については、観光協会が実施することになります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 白金温泉観光組合からは、間借り料を取るとかそんな形になるんです

かね。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 成瀬補佐。 

○商工観光交流課長補佐 一応そうです。白金温泉観光組合の事務所が入ってるんですけども、

そこでですね観光協会で実際に管理運営や観光協会になるので、その施設の使用料についても、

指定管理の収入となるんですけども、白金温泉観光組合から間借料をもらうという話は特には

聞いておりません。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 観光振興対策事業ですけどもこれ、ライトアップの件なんですけど、

ビルケの森のライトアップって去年結構問題を起こしてますよね。それでまた今年もやるって

いうのは、どこの業者さん。問題、問題があったんじゃないんでしょうかね。またやるっての

はどういうことなのか、お聞きします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 ビルケの森のライトアップにつきましては、青い池のライトアップ、

白ひげのライトアップとあわせまして、夜の冬季観光誘客ということで令和６年度から実施を

しているところですが、実際に機器の設置でですね問題があったということがありまして、そ

れは途中でこちらのほうで町のほうでお話をして、是正はされてるという認識ではおります。

こちらについてはあの誘客事業ということで青い池のライトアップとあわせまして、冬、冬季

間もですね来ていただくようにということで実施した事業で、令和６年度、１年目で実施して

いるところなんですけども、なかなか１年で成果が出るとは考えておりませんので、こちらの

ほうですね実際には内容については冬の観光芸術実行委員会の中で協議した中で決めていくこ

とにはなるかと思いますが、令和６年度のその問題を受けてですね、令和７年度については、

十分実行委員会の中でも協議して進めていきたいと考えております。以上です。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） これ、いや、ビルケライトアップ事業なんですけども、年々光の量も

上がってるし、今夜中２時までやっているっていう形になってますよねその期間も延びてるし、

時間も延びてるし、これあそこカーボンニュートラルの精神でいろいろとやってるんですけど、

電力的にこういったことで無駄に使ってるんじゃないかっていう、ちょっと矛盾した状況にな

ってるんじゃないんですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 ビルケの森と青い池のライトアップについては、通常は夜９時までの

ライトアップになります。夜２時まで実施するのは年末年始の３１日から１月３日までの間の

みとなっておりまして、通常は夜９時までの実施となっております。ライトアップということ

もありまして、電気の電気量が多いということはあるんですけども、基本的にライトアップで

使用してる電気は全てＬＥＤになりまして、極力電力量を抑えたような形で実施しているとこ

ろであります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 何かここ結構、歯止めがかかってきてないんじゃないかっていうとこ

ろがあってき、ちんと何か管理できてるのかっていう部分っていうのもちょっとお伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 歯止めがということは令和６年度の実施のときの問題のことかと思い

ますが、そちらにつきましても実行委員会の中で十分協議しまして、もちろん実際に設置する

業者も実行委員会の技術部会に入っておりますし、ほかの業者もですね入って実施実行委員会

の中で検討しているところでありますので、その辺りは十分に注意して内容を検討していきた

いと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） この青い池管理運営事業ですけども、これ、保守管理委託が今年度 

５５３万から１，０００万と倍近くなってるんですけど、例えばこれ、管理常駐の管理人２人

に増やすとか、そういったものがあったかな。どういった理由からでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 
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○商工観光交流課長補佐 青い池の管理運営につきましては、この管理をしていただいている業

者のほうで、令和７年度については青い池の駐車場また周辺の町道の交通渋滞対策としまして、

普通自動車の入り口と出口をそれぞれ１か所ずつ増設することを予算計上しております。それ

に伴いまして、その入り口とですね、出口に発券と精算の機械が設置されることに伴う増額に

なりまして管理人の人数については変わらない予定でございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 多分間口二つに増やしたら、結構交通誘導中での誘導が結構大変にな

ってくるっていうことがあるんで、やっぱり交通誘導員っていうのは少し忙しいときでも増や

したほうがまだいいんじゃないかという風には考えるんですけども、そこに誘導員増やすとか

そういうことは考えてないっていうことですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 令和７年度の当初予算の中では誘導員の増員は、入っておりません。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 入り口増やすだけで出口も増やすんでした。ごめんなさい。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 出口も１か所増やします。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員）４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 観光地混雑状況可視化システム導入事業ですけども、これ、この間、

一般質問でも言いましたけど、これおいても、やっぱり混むところは混む、入るところはいる

んですよ。だからあんまりこれ効果をどんな風に考えてるのか、もう１回。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 観光地混雑状況のカメラにつきましては、現在ですねたくさんの観光

客の方が美瑛町にいらしておりまして、特にセブンスターの木であったり青い池、また冬季に

はクリスマスツリーの木をですね特定の観光スポットに観光客の方が集中してしまうというこ

とで混雑が発生しております。これについて現状はですね観光地の混雑検知カメラの設置が、

町内４か所しかないということで、またそこもですね、青い池やクリスマスツリーの木など、
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混雑しているところの混雑状況を表示しているという形になっております。 

令和７年度に実施するものにつきましては、そのほかに７か所の観光スポットと、また青い

池のほうもですね、駐車場の渋滞は分かるんですが、そこに至るまでの交通渋滞が非常に発生

しているという状況を踏まえまして、青い池の駐車場に向かう町道にですね渋滞状況が分かる

カメラを設置するということで予算計上をしております。そこに、混雑状況が分かる観光スポ

ットが増えることで、現在混雑しているところを避けて、混雑のない、観光スポットに行って

いただくという選択肢が増えるというところで、観光客の方の行動変容に期待できるかなとは

考えております。またその観光地混雑状況マップのほうも、ある程度たくさんの方に見ていた

だいてるということもありますのでそれを見て混雑のないところを選択していっていただいて

るということもあるかとは考えております。また侵入検知カメラがですね現在クリスマスツリ

ーの木と青い池に設置されておりますが、そちらのほうも、侵入検知カメラを設置したという

ことで、実際に農地や青い形の中に侵入している件数は減少しているということで、効果はあ

ると考えまして、令和７年度には、そのほかにセブンスターの木、また、ケンとメリーの木、

新栄の丘展望公園の３か所に増設する形で予算を計上しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） カメラ設置してない前に、どれだけ侵入してるかっていうのははっき

りデータとしてはとれてないわけでしょう。だから減ったっていう言い方するのっていうのは

これはちょっと違うんじゃないかと思うんですけれども。でもさっきも言ったように、これを

今年の状況を見て、効果がどうだったのかっていうことを聞いてるんです。クリスマスツリー

の木やっぱり置いてもどれだけでも人来てましたよね。そういうところをおいても、その効果

がどんな風に考えているのか、置いたら本当に少なくなるのかっていったらもう今年成果が出

てるんじゃないでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 観光地の混雑検知カメラの設置につきましては、観光客が減っている

カメラを設置する前がどれぐらいかというデータは、実際にとってはおりませんので、それが

減っているかどうかっていうデータは正直なかなか体感でしか、減っているといいますか、町

内に訪れる観光客が増えているので、なかなか減少しているということは言えないかなと考え

ております。ただ、侵入検知カメラをつけてカメラをつける前にはですね、特に冬は青い池、

またクリスマスツリーの木の周辺の農地にはですね、侵入した足跡がついてました青い池につ

いては、ライトアップを実施して、冬季の間積雪の池のライトアップを実施していますが積雪

に人の足跡がついて、景色が非常にあまり美しくなくなったということがありましたが、カメ
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ラを設置してからは、青い池もクリスマスツリーの木も、特に冬は足跡で入った跡が分かりま

すので、そういう足跡が、ほとんどなくなったということで効果はあったと考えております。

混雑状況、混雑しているところの観光客の方を減らすというよりですね、町内にある数ある観

光スポットの混雑状況をお知らせしてそこに混雑しているところを避けて、観光を楽しんで頂

くという形で設置するものになりますので、なかなか１年ですぐに結果が出るものとは考えて

おりません。周知にも、時間がかかりますし、その効果が出るのも、少し時間は必要かと考え

ております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） こういうのがあっても、やっぱりブルーリバーして今年悲しい事件も

ありましたし、過去こういうのがあるっていうことに対して、それだったらもう少しこう監視

カメラがありますっていうような強いアピールみたいなものをしていって入らないようにって

いう風なことも、そういうアピールの仕方というのも必要なんじゃないんですかね。それとい

いですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 カメラにつきましては、基本的にそういうカメラを設置するところに

は、こういうカメラがありますっていう表示が義務づけられておりますので、その設置は現地

ではしております。またいろんなホームページとかですねそういうものでも、カメラが設置し

ているということは周知をしております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） オーバーツーリズム対策事業、どうも私これイメージがわかないんで

すけれど、人流データ、観光バスがどれだけ通ってます。レンタカーがどれだけ通ってます。

これを、これの流れを見ることで、何につながっていくんだろうっていうのが、観光マスター

プランをつくるための一つの文章に文章にしかならないのかなって、どうもそこが見えてこな

いんです。何になるんですか、大きく流れを見ることで。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 美瑛町に来られる観光客の方がどういう形で観光スポットを回ってい

るかで、今現在は主に自家用車やレンタカーで来られる方がそれぞれレンタカーなどで観光ス

ポットに行くというところで、実際にそこが車で混雑したり、交通渋滞が発生したりというこ

とがあります。令和５年度に中町の駐車場にパークアンドライドのための駐車場を整備しまし
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た。ただですね実際に美瑛町の観光スポットに行く、公共交通手段としましては、白金方面に

向かう道北バスや、市街地にあるタクシーぐらいというところで、夏であればレンタサイクル

とかはあるんですけども、そういう２次交通が不足しているという課題がありますので、その

美瑛町を回る観光客の方の人流データ、また公共交通機関の車両のデータを調査分析すること

で、美瑛町にとってどのような形の２次交通があればオーバーツーリズム対策につながるかと

いうための立案のための調査の費用となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） やっぱり何か見えないんですよね。これが、ここに、ここに、こうい

う風にバスがいっぱい来てます。ここに連絡がいっぱい来てます。っていうことを見ることで、

パークアンドライドにつなげていこうっていう話になるんですかねそれだったら。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 パークアンドライドの駐車場も活用していただいた上で、そういうレ

ンタカーとかですね自家用車でこられたときに、パークアンドライドの駐車場に車をとめてい

ただいて、そこからある程度、どのような形になるか分からないんですけども、観光スポット

をめぐる２次交通をですねどのようにしていったらいいかの検討をする材料ということでに

なります。以上です。 

○委員長（山本賢一議員）ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ７款１項４目、交通促進施設費の１２番と１７番についてお伺いしま

す。青い池管理。ごめんなさい。済みです。失礼しました。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 第１項３目、観光費。こちらのうちの１２４頁、説明欄（１８）、観

光マスタープラン策定事業、こちらのほうについてお伺いをいたします。この業務委託先はど

こになるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 こちらについては前回観光マスタープランを策定頂いた連携協定を

締結している、北大の観光の部門のになります、はい。以上です、はい。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） そうしましたらこれから検討に入るということでちょっと聞いていい

かどうか分かんないんですけれども、観光マスタープラン２０２０。先ほどもＤＭＯのところ

でお話ししたんですけれども、このところの理念は踏襲されるということで考えてよろしいか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 そちらについては次期観光マスタープランの内容については、本当に

これからまた調査をした上でという形になりますので、ただ恐らく、ＤＭＯということは継承

されていくのではないかと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） これからの流れでなかなか今言えないと思いますけれども、やはりこ

のＤＭＯの位置づけ。これは非常に重要になってくるかなと思っておりますので、その辺のと

ころと、もう一つはですね、結果を出てから結果というかある程度出来上がってから議会に報

告頂くんではなくて、経過をきっちり議会と連携とりながら、議会今こういう段階でっていう

ことで、しっかりとコミュニケーションとりながら、進めていただきたいなと思っております

ので、最後にその辺のところの考えをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○商工観光交流課長 観光マスタープランの部分なんですけども、今回の予算については観光動

態調査を１月から３月ということなので令和８年の１月から３月までとって、来年また４月か

ら１２月の分を、さらに令和８年度予算をとって、令和９年度で何て言うんすかね。ちょっと

形まではっきり決めてないんですけども、いろいろな観光事業者の方皆さん集まっていただい

てディスカッションして、計画を一個一個見直していく。２０２０に作った頃とですねもう今

状況変わってますので、そういう意味で、地域課題どういうものがあるかというのはもう一回

洗い出しから始まると思います。そういう中でですね、当然どういう課題があるのかっていう

のを議員の皆さんにも当然、参画していただいていろいろ提案頂いたり、計画としてこういう

方向性で進めますと、今、八木委員言われるように、ＤＭＯというのは、今の観光の中で核に

なるものだと思いますし、当然我々どう稼ぐかということがずっと課題にありまして、結果こ

んなに観光客してるのに、何でこれしか稼げないんだっていう非常にお答え頂いておりますの

で、その辺もですね一から見直していくという意味でもですね、今回の計画については、次の

改訂版ということなんで、より広く、自治基本条例もありますし、皆さんの意見を聞きつつ、



 

－ 33 － 

進捗状況も議会に皆さんにご報告させていただきながらまた意見を頂きながらという一つ一

つ、時間をかけながら、令和７、８、９中にはつくっていきたいという風に考えてますので、

よろしくお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） すいません。京屋委員、先ほどの質問なんですけども、何もう一度

お願いしますか。 

○委員（京屋愛子議員） それでは、７款１項３目の１２番と１７番について。青い池のトイレ

ですけれども、完成しました。ここで、ここはまたただなのかなと私は思っています。できれ

ば協賛金という形で、取っていただくとか、いいんじゃないかと思うんですね。やはり、これ

だけ水道も使うし、トイレットペーパーもいるし、多分これ相当掃除をしなきゃいけないです

よね。ですから、富士山は３００円取ってますよね。必ず、前に持ってきてくださいっていう

ことで、そこにお金を外国はもう本当当たり前にトイレがお金取られ、ほかのところでとって

ない。富士山ぐらいなので、またここで、いろいろ取上げられるかもしれませんけど、やはり

ここは協賛金として、取って、取るって言い方、入れていただく。そういう考えはいかがでし

ょう。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 現状青いトイレ青い池の駐車場のトイレについては無料となってお

ります。委員おっしゃるとおり、おっしゃるようにですね外国の観光地では費用負担がかかる

というのは当たり前になっているというところで、いろんな方からですねそういうご意見も頂

いております。その中で町としても施策を考えていく中で、そのような考えも含めて検討して

いくべきだろうとは考えておりますが、現状ではですね青い池の駐車場のトイレ、有料にどの

ようにできるかも含めて今後検討が必要かなとは考えております。実際現在ですね議会のほう

でも駐車場利用税の議論をしていただいてるということもありますし、そうなるとそれが導入

されれば、そこの実際の駐車場の利用料の金額も上がるということもありますし、実際に完全

に有料にしてしまった場合、そこを使わないで周辺で排泄するということも実際考えられるか

なということはありますので、様々な可能性を検討してどのような形ができるかということも

含めまして検討して、ここに限らずですね、いろんなところでどういう形でできるかを検討し

ていきたいと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） そこはしっかり考えていただき、検討して検討して進めていただきた

いかなと思います。かなり難しいことだと思いますけれども、やらないといけないのかなとい
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う風に思ってます。それで次に、オーバーツーリズム対策事業のオブザーバーの選定。 

○委員長（山本賢一議員） 京屋委員、今の答弁、今の答弁もういいですか。 

○委員（京屋愛子議員） いいです。 

○委員長（山本賢一議員） いいですか。続けてください。 

○委員（京屋愛子議員） オーバーツーリズム対策について。このオブザーバーですけれども、

どういう風な選定をしていますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 オブザーバーにつきましてはこれまでもずっと美瑛町の観光に関わ

っていただいた北海道大学の石黒先生をはい、予定しております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） よろしくお願いします。同じく観光費で、（１１）と（１５）につい

て伺います。観光振興対策事業は、恐らくライトアップ事業ですが、恐らく観光客の滞在時間

を増やすという目的でライトアップを始めたと思うんですが、これによって宿泊が伸びたとい

う実績はありますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 こちらのライトアップ事業につきましては令和６年度から白金ビル

ケも含めまして、青い池等で実施しているところです。ただこれを実施したことで宿泊が伸び

たかどうかというデータはとってはいないのが現状です。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） 白石です。是非これは調べていただきたいです。そうでないと、効果

が分からない。全く分からないです。是非やっていただきたいと思いますがどうですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○商工観光交流課長 ライトアップのですね、この実施によってですねどれだけの宿泊客が伸び

ているのかというところで、その前後という比較という数値は正直ないんですけども、白金、

この冬の観光芸術実行委員会なんか当然白金温泉の観光組合の方も入っていただいて、温泉の

中、温泉の宿泊のホテルの状況としては、やはりこれがあることでですね、やっぱり冬に美瑛

に来ていただける方増えたという風には聞いてます。当然、ここ冬にですね今後宿泊すればで
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すね、夜のコンテンツとしてホテルの方がですね送迎してライトアップを見に来てくれたりと

かっていうことも実際にやっております。ですのでここをですね青い池のライトアップをビル

ケのほうに増やすと、ビルケのほうでも実施しようという声もですね、実際には白金温泉の観

光組合のほうから上がってきた話でありまして、町のほうとしても、冬の観光振興という部分

には大いに寄与していただいてるという風な声を頂いておりますので、私は、実際の数字はど

うかっていうのは、それはホテルに聞かなければ分かりませんけれども、温泉区、白金温泉と

しては大変ありがたい事業という風に我々の方には聞いてます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） すいません。次の質問に行きます。１５番の混雑状況可視化カメラで

すけども、観光協会とかあと商工観光課にモニターが置いてあって、確か数分置きですかね状

況が送信されてくるようなんですが、それを見、それを見ているトータルの時間ってかなりの

時間数になると思うんです。これを、８か所増やすとなると、これのモニターの管理だけでか

なりの所要時間必要だと思うんですが、監視カメラが費用対効果が悪いという町民の声が非常

に多いんですが、職員の時間時間使う時間ですね、これも。だから、費用対効果に入ると思う

ので、この増やすということに対してどのようにお考えなんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 混雑状況の検知カメラにつきましては、増やすということですねもち

ろんカメラという機能から関係機関で監視ができるということもありますが、一番の目的とし

てはそのカメラで混雑状況を判定して、それを混雑状況マップに反映するというところが一番

の目的になります。それによって混雑していない観光地をお知らせして、そちら混雑、目的地

が混雑しているときはそちらにまず立ち寄ってもらって混雑してないときに来ていただくとい

う選択肢を増やすということと、あとはカメラという性質なので、見ることはできるんですけ

ども、実際に侵入検知カメラもつけますので、そういう侵入検知があるところについては、カ

メラが反応すれば、その画像をとったものを送信してくれるのでその送信したときに、侵入し

たところが分かるっていうのと、現地で音声によって警告できるということがあります。なの

でカメラを増やすというところで、今目的、目的の観光スポットが混雑しているとこ、ときに、

ほかに町内の観光スポットに行く選択肢を増やすというところで、一応一番の目的としては、

混雑状況をお知らせするということになります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） 白石です。そのざっくりでいいんですけど、その職員が担当の職員が



 

－ 36 － 

どれくらいの所要時間それ使ってるのか。大まかには、計算できますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 カメラの画像については、職員がずっとそこを見ているわけではない

ので、はい。実際にどれぐらいになるのかというのはちょっとなかなか難しいかなとは思いま

すが、ただ観光スポットでですね例えば、こういう風になってるよとか、電話で連絡を受けた

ときに、その状況がまずはカメラで確認とかができるっていうところの利点はあるかなとは考

えています。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番でございます。２問お願いします。７款１項３目、１２０頁の広

域観光推進事業と、１２４頁の天人峡地区公園整備事業負担金について伺います。広域観光推

進事業、こちら富良野美瑛も大事です。旭川連携中枢のほうで見たらＤＭＯも大事だと思って

ます。それでもっと町やれることあったんじゃないかなと思ってるのがアシアナ航空、昨年１２

月に飛んできました。旭川市長頑張って地域振興部長も頑張って誘致してということでですね、

それで美瑛のほうはすごくインバウンドで過去随分増えてます。 

それで、美瑛町としてもう一つあるのがユニバーサルマースですよね。そういうような形で、

いろいろこう、全日空だとか旭川観光コンベンション協会だとかっていうことでいろんなつな

がりを持ってく必要があるんですけれども、美瑛町として例えばアシアナの関係でですね、何

か一つでも、例えばその観光客に対して、できることがあったんじゃないのかなって昨年１２

月のですね、観光協会にやってもらってもいいかもしれないし、町単独でもいいんだけれども、

やっぱりその観光マナーの啓発であるとか、美瑛町に来たらこんなことができますよとかそん

なこともね、やっぱりつながっていく、負担金だとか協賛金というかそういう交付金っていう

か、補助金出すだけじゃなくてそういうこともできたんじゃないかなと思いますけど、その辺

りお考えを伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 委員おっしゃるとおり現在インバウンドが大変増えているというとこ

ろと、今、美瑛町での観光マナーの周知、これがですねなかなかたくさんのインバウンドの方

いらっしゃるんですけども、団体のツアーで来られる方や、最近ではレンタカーで少人数で来

られる方も増えているということで、そういう方々にどういう風に周知できるかっていうとこ

ろは、町も、観光協会も、非常に苦慮しているところです。で、実際にアシアナ航空で何かで
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きたっていうこともあったかもしれないんですが、なかなかそこまではできていなかったとい

うのが現状なんですけども、ただ現在昨年、一昨年ぐらいから韓国の方が増えているというと

ころで、観光協会のほうでですね北海道運輸局と連携しまして、韓国の総領事間を通じて韓国

の現地のツアー会社のほうにですね美瑛町での観光マナーについて、周知を行ったという経緯

はあります。ただ、それが韓国現地のほうで、どこまで周知できたかっていうのはなかなか、

難しいところかなという風には考えておりますので、そういう美瑛町での観光マナーの周知、

どのようにできるかということはこれからもいろんな方向で模索していく必要があるなと考え

ております。またユニバーサルマースにつきましては、現在月１回オンラインで定例会議やっ

ておりますのでそこにですね、美瑛町としても参加させていただいて、実際今旭川市のほうで、

トイレマップとかがですね、始まったり旭川市のほうでユニバーサルマースの取組、実際、ホ

ームページ上で始まったりもしておりますので、その内容を勉強しながら、今後検討していき

たいと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 要はつながり持ってほしいんですよ。アシアナ航空だったら千歳行っ

たらアシアナありますから。旭川市役所地域振興部に言って、アシアナの担当者紹介しないで

オーバーツーリズム困ってるからこんなことできないかと思ってるんだって、是非ね言ってい

ただけたらと思います。そしてね、私も言ったけどね、全日空行ったらいいんですよ、全日空

行って美瑛町ではこういう課題もあるけれども、こんなことをね、やっぱり汐留の全日空のあ

そこ本社行ってきたらいいんですよ。やっぱりいろいろ動いて、やっぱりね模索するも大事だ

けどもしっかり動いて、結果を出していただきたいなというふうに思ってます。改めて伺いた

いと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 もちろんいろいろといろんな情報収集をした上で、こちらからですね

つながりを持って、いろんな可能性を含めてどのように周知できるかは、はい。実施していき

たいと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ユニバーサルマースのほうはね、今オブザーバー参加みたいな形だけ

れども、やっぱりしっかりとね、旭川コンベンションセンターのほう、コンベンション、旭川

観光コンベンション協会のほうに、ちょっとご挨拶行ってね、しっかりと一緒にやっていくよ

うなことで、令和７年度できそうですか。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 それも含めて、検討していきたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 青田委員。 

○委員（青田知史議員） 質問を変えます。それで次は天人峡の関係なんですけれども、この 

５，５００万。財源ちょっとどうなのか忘れたんですけどもね、令和７年度で決着つくという

かしっかりと完了するのか、今現状どんな風になって令和７年でどのような事業が行われて完

了するのかその辺り、概要を説明頂ければと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 現在昨年度ですね今年度にかけて建物のほうの撤去はほぼ終了してお

ります。そこの跡地についてきれいに整備するという形で予定をしております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 持ち出し、町の持ち出しいくらになるかだけ、最後伺って終わり。伺

いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○商工観光交流課長 持ち出しについては、ないということで、はい。はい、よろしくお願いし

ます。 

○委員長（山本賢一議員）ほかにありませんか。 

（「なし」の声） 

皆さん聞きたいです。休憩とりますか。それともこのままいってよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

大丈夫か。いいですか。この行きます。 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１２３頁から１２６頁まで。第４目交流促進施設費から第７目活性化交流施

設費までについての質疑を許します。質疑はございませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ７款１項５目ビルケの森、ビルケの森１－１ビルケの森管理事業及び

７款１項７目１、１希望に満ちた活性化交流施設管理運営事業について伺います。まずビルケ
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の森管理事業、以前聞いたときにまだこの後どうするかっていうのは決まってないというおっ

しゃってましたけれども、まだこの後どうするかっていう計画みたいなものってのはまだでき

てないんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 すいません。ビルケの森のパークゴルフ場の跡地のことかと、はい。

思いますが、そちらについてはまだ跡地利用については検討中となります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 多分検討されてどんなにかこうプロポーザルか何かでもやり方あると

思うんですけども、どのようなやり方でどのように決めていこうという風に考えているってい

うその道筋はあるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○商工観光交流課長 跡地についてはですね今プロポーザルでやるというよりもさらにその前段

というかですね、いろいろな声はかけていただいておりまして、その声かけていただいて、て

いる事業者にですねこの広さとか、木の状況とかですね、立地とかいろいろありますので、そ

の辺でどういう活用ができるのかっていうのを提案頂いてるという状況でして、今後ですね町

としてちょっともちろん近隣のですね、道の駅もありますし、白金温泉組合っていうか白金温

泉もありますので、あの白金地区の全体の構想の中でどういうものが町としてふさわしいのか

っていうちょっと方向性がまだ定まってないという状況になってますので、町としての状況の

方向性を定めてですね、その上で、当然プロポーザルという形になるのか、もしくはサウンデ

ィングみたいな形で提案頂いて、っていう形になるのか、町としての今方向性を定めていると

いうか、そういう段階ですので今後は当然、町がですね公共施設として何かをするというのは、

かなり難しいという風に考えておりまして、民間の力を活用したもので、美瑛町らしく集客で

きるもので、稼げるものみたいな形でちょっと検討していきたいという風に考えてます。以上

です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） なるべく早く、もったいないんで、なるべく早くやっていただければ

と。計画出してもらえればと思うんですけど、次これ次移ります。活性化交流事業ですけども、

これ、事業内容見たら結構警備とか保守とか、エレベーター保守とか、本当に保守管理になる

ことが多い保守管理になることなのかなと思うんですけれども、指定管理というのはこれ今ま
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でどおりの指定管理先なのか、それともまた新しく指定管理を受ける、受けさせるのか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 こちらの活性化交流施設の指定管理ですね、こちらのほうは、今までどおり

の指定管理先にお願いするような形になっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） これはあくまでも保守管理のための指定管理ということで、この運営

に関するもの、例えば１階ギャラリーの運営とかそういうものに関してはまた別のところがや

るっていう形になっていくんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 商工・労働係長。 

○商工・労働係長 こちらの指定管理ですね、１階のギャラリーの受付ですとか、そういった業

務も含まれておりますので、実際に１階のギャラリーにつきましては、年に１回ですね、１年

分を募集をかけて、利用者さんを募集して、実際にスケジュールをしていくというような形の

運営をしております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員）４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 活性化協会補助事業から全部なくなってくるんで、でも１階ではスケ

ジュールいっぱい出てるのでですね。この利用について、利用についてはどのような運用の利

用運用をされていこうということから考えてらっしゃるのか。お願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○商工観光交流課長 この予算としてはですね今指定管理当然今活性化協会ということで議決を

頂いて、議会に議決を頂いてということで、当然予算も活性化協会という指定管理ということ

前提なんですけども、今後ちょっと協会自体のがどうなっていくのかっていうのはちょっとう

ちの課ではないので、はっきりしたことは言えませんけども、その協会自体がどうなるかに合

わせてですね、今後、指定管理事業者を変えなければいけないのか、指定管理者、管理事業が

できなければ、どうするのか直営ということになるのか分からないですけども、今後はそうい

う検討になっていくと思います。以上です。いいですか。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 
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○委員（保田 仁議員） ５番、保田です。それでは７款１項５目ビルケの森費、１２６頁、（１）

ビルケの森管理事業について。先ほど課長のほうからも、事業の内容説明を頂いたんですけど

も、事業の内容について、業務委託、それから、工事請負費の内容についてご説明をお願いい

たします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 参事。 

○商工観光交流課参事 ビルケの森管理事業の業務委託料と工事請負費についてですが、まず業

務委託料につきましては、パークゴルフ場の管理、運営事業というのがこの中にあったんです

けれども、こちら、パークゴルフ場の芝刈り、草刈りにつきましては今年度も継続するんです

が、ビルケの森管理事業の業務委託料に計上しているものです。工事請負費につきましては、

ビルケの森、道の駅のビルケの森の看板がですね、奥まったところに小さい看板があるんです

けれども、これの視認性が非常に悪くてですね、道の駅を通り過ぎてしまう方たくさんいらっ

しゃいます。そこでですね、道道に大きな１０メートルの高さの看板を設置するための工事請

負費となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 看板移設設置ということの工事請負費だと、ということですけども景

観条例ですとか景観に関する各種取決めというのの理由との整合性というんですか、そういっ

たものを考慮されているとは思うんですけどそこら辺はどういう風に考えていますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 参事。 

○商工観光交流課参事 看板の場所ですとか、デザインにつきましては景観審議会等も関係して

くると思いますが、関係機関に相談の上決定したいと思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 高さ１０メートルって、それが多分限界値ですかね。それより高くて

も大丈夫でしたっけ。そこら辺お願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 参事。 

○商工観光交流課参事 もう１０メートル高さなくても、構造計算が必要な高さになります。も

っと高いものももちろん可能なんですが、少し高くなるだけでものすごく工事費も高くなると

いう風に聞いております。参考にした道の駅に立っている看板がどのくらいの大きさがあるの

かというところを確認しまして１０メートルというサイズが一番多かったということから、１０
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メートルの看板を計画するものです。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 景観条例上１０メートルでも全然大丈夫。ということでよかったです

か。 

○委員長（山本賢一議員） 休憩します。それではですね１１時半まで休憩します。 

休憩宣言（午前１１時２０分） 

再開宣言（午前１１時３０分） 

○委員長（山本賢一議員）休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

答弁から求めます。 

（「はい」の声） 

参事。 

○商工観光交流課参事 先ほどのご質問頂きました、景観審議会にかける基準なんですけれども、

看板につきまして、高さ１０メートル以上ですと、景観審議会にかけなければならないという

ことになっております。今計画している看板の高さ、ちょうど１０メートルのものを計画して

いるわけですけれども、景観審議会のほうで協議の上建設したいと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 分かりました、はい。そしたらですねビルケの森パークゴルフ場の芝

刈りなんですけど、あれ３６ホールですか。ホール数結構あると思うんですけど前面の芝フェ

アウェイの芝刈りをするということでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 パークゴルフ場についてはその敷地内の芝刈りにはなりますが、パー

クゴルフ場としては活用はしないので、本当に伸び過ぎないように草を定期的にかかると、い

うような草刈りになります。以上です。 

○委員長（山本賢一議員）ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。よろしくお願いします。７款１項、４目交

流促進施設費、１２４頁のですね交流促進施設管理運営事業について伺います。先ほど担当課

長さんのほうのご説明で経営状況の改善に伴って４６０万の減額になったということで、それ

で今年度、令和７年度の予算となったということで伺いました。第三セクターと経営健全化方
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針に基づく何状況だっけとりゃ取組状況、令和５年の、要は、厳しい時代が物産公社あってで

すね。それで、今回、こういうような補助額も少なくなったとなっているんですけれども、令

和５年度で、経営上のリスクがなくなったという風に取り組み状況のね、資料には書いてまし

て。令和２年からですかね、本当に厳しい状況続いたんですけれども、今回取組、リスクがな

くなった要は債務超過がゼロになったっていうことで理解してるんですけれども、これ本当に

いい事例というか、単にね人によっては人数増えたから収益が上がったんだという風なことを

言う人はいるんだけれども、私は決して違うと思うんですよね。やるべきことをしっかりやっ

て、それで今現在があるんだと、そういう風なことでね、あえてここで聞かせてもらってるん

ですけれども、この取組の状況の中でですねやっぱりこういろんなこと取り組まれたかと思う

んですけど、何をもってですねやっぱりこう改善になったのか、よく三セクなんかはですね、

何かいろんな町でやってるんだけど、やっぱりうまくいかなくてこの報告っていうかね、取組

するとなっても、結局破綻してですね、うまくいかないことが多いんだけども、ある意味これ

全国に向けての成功事例じゃないかなと思ってるんですけど、どのようなことをね取り組んで

現在ね、こういう風に改善されたのか。ちょっとその辺りお伺いまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 参事。 

○商工観光交流課参事 有限会社美瑛物産公社の経営改善のための取組なんですけれども、なか

なか簡単に一言で言うことはできないんですけれども、特にですね昨年たくさんのことを行っ

たんですけれども、店舗の陳列表記を全部変えるですとか、照明を変えるですとか、また従業

員の給与も上げましたし、労働条件の改善等も図っております。１番大きく変わったのは職員

のマインドが変わったのかなという風に思っております。当然頑張ってくれた社員にはですね

それ、それに見合った評価を行うという、それによってですね好循環ができてきたというのが

大きなところなのかなと思っております。細かい部分では当然商品の価格設定を変えたりです

とか取扱い商品を変えたりですとか、また新たな商品を投入したという部分もございますが、

今申し上げましたように従業員のマインドの部分が大きいと考えております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員）ほかに質疑ございませんか。 

（「はい」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１４５頁及び１４６頁、第８款土木費、第４項都市計画費、第１目公園費中

千代田公園改修事業についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠です。８款４項１目千代田公園改修事業。これ、一般質問
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でも言ったんですけれど、千代田公園改修するよりも、上の藍の里のあそこの間口広げたほう

がコストもかからないし、多くの車が多くのバス、観光バス停められるんです。何で４，３００

万をかけるよりも全然安上がりで済むのに、何でそっちのほうを選ばなかったのかっていうの

をちょっと。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 この千代田公園の駐車場改修につきましては、実際にバスが入り切れ

なくて路上駐車があるっていうところで、令和６年度補正でですね真ん中あたりの植栽と歩道

を撤去しまして造成工事を行っております。この冬はですねその部分にもバス駐車して、路上

駐車は少なくはなっているんですけども、やはり入りきらないというところがありますので、

こちらについては、造成した部分も含めて整備して、バスの駐車台数を増やすという形で考え

ております。結の杜のほうの駐車場の間口を広げるというところも、検討はしたんですけども、

実際あそこはですね入り口が一つしかなくて中の駐車場もですね、バスが回転するにはなかな

か、あまり広さがないということもありますし、冬になれば除雪の雪もありますので、その除

雪もですね今現在は結の杜さんが管理しているということもありましてなかなか、そこまで広

く除雪が難しいということもありまして、千代田公園の駐車場を改修するという形で予算計上

しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 一般質問で出したんですけど、令和６年に改修した今のところ、あそ

こを今使えてないですよ、除雪が入れないって言って行き雪山になっていて、積まれているか

らそこにまた渋滞ができているという風に、たしか私一般質問で言ったんですけど、これ使え

てないです。あそこ砂利にしてるから除雪が入れないって言って、雪山になってます。だから

そういう工事をやってるのはどうなのかっていうことを一般質問で言ったんですけれど、見て

現場見てらっしゃらないのかなっていうのもあるんですけれど。除雪がかかるというのは、結

局新しく改修したところも除雪は結局必要なわけでしょ。同じですよね上にしちゃって、あそ

こ今無理してでも入れてもらってるバスがいるけど、中に入ったらもう全然楽っていう風な話

をしているそうです、バスの運転士さんは。だから今、本当に間口入り口の間口なんです。あ

そこ結構広さあるから中は結構広さあるから、うちほんとに間口広げるだけで４，３００万か

からないんです。だからこっちのほうが有効なんじゃないですかって地元の地元からの藍の杜

さんとか、拓真館さんからも要望がたしか、要望出したって言ってたから、それ話だけど一向

にやってくれないんだよねっていう話をしてたりしてるんで、やっぱりこれ予算、ちょっと今

厳しいっていうときに、やっぱり少しでも有効な使い方をしてもらいたいんで、間口のほうに
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変えるっていう選択肢はもう１回ないんですかっていうことを。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 その駐車場の間口を広げるという話も含めて、建設水道課の技術のほ

うともお話をしまして、結果的には千代田公園の改修という形で予算計上をしておりますので、

一応この形で進めたいと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 水道課さんの工事でやったから、ほら今年、今年度やったところ無駄

にしてるんですよね。無駄に車駐車場とめられなくて、雪山になってて、結局何のためお金つ

くったのって令和６年度はなってるわけですよね。それだったら、やっぱりこれ間口、本当に

何で間口を広げるっていうことができないのかっていうのその理由を教えてください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○商工観光交流課長 今のご質問ですけども、そもそもですね、まずこの駐車場の改修を行うと

いうのは、昨年の冬のオーバーツーリズムの現状から状況と今のこの６年度の改修に至ったわ

けですけども、当然、ちょっと今の委員のご質問でちょっと分からない点何点あったんですけ

ども、我々としても拓真館と当然協議もしましたし結の杜さんとも協議し、どういう状況であ

るかという話も重ねた上でこういう選択肢に至ったというところがまず一つと、それから千代

田公園のほうの、まず改修６年度でやった部分についてはですね、あそこには植栽っていうか

木。大きい木があってですね、ベンチみたいなのがあって歩道があって大きく植栽を取られて

いたので、非常に入り口が狭かったんですよね。それを一旦取ってですね、次年度以降ですね、

要は補助事業を活用して駐車場を整備するということを前提にですね、そこの令和７年度に補

助事業を活用するので令和６年度については、そこの植栽部分だけをとってすりつけを行って

ですね、間口を若干広めてですね、全くしないよりも、少しでもバスがとめられるようにとい

う改修をしました。当然その植栽をとればですね下は砂利になるのは分かってましたんで、そ

の砂利になった部分に除雪車を入れるってことはできないってことは分かってましたので、そ

こは当然雪山になることは前提ですけども、間口を広げることによってバスが入るようになっ

たことは、我々も何度も今年の冬行ってますので間違いなく広げられたと思います。それから

なぜ結の杜のほうの間口広げないんだということについてはですね、ただ窓口間口を広げれば

いいという問題ではなくてですね、そもそもあそこにはですね、街灯もあれば歩道もあるわけ

ですよね。間口広げるということは、街灯から歩道から全部移設してですね、間口をつくって

いかなきゃいけない。もともとは乗用車の、あそこは乗用車の駐車場としてつくられているの
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でバスの間口の広さがないので、かなりの間口を広げなきゃいけないという部分と、間口が１

か所しかありませんので、当然交差するようにするとなるとかなりの間口が広がるというその

工事費の兼ね合いを深めて込めて言っているという話です。この４，３００万全てが駐車場が

ないかというとそうではない。４，３００万という、トイレも含めての話なので、トイレはト

イレで全く関係ない、改修事業としての予算計上になってますから、当然その費用対効果とで

すね、今の状況を踏まえてこの予算計上になったと。それから除雪どっちも同じだろうという

話ありましたけれども、そうではなくてですね、結の杜を除雪するのは今ゆ森さんにお願いし

てますけども、公共でやれということになったときに、そこの除雪路線に入っているその重機

の問題もあってですね、何でもかんでもじゃあタイヤショベルでできるだろうってそういうこ

とではないんですよね。当然委託してる除雪業者との調整もありまして、タイヤショベル１年

を通じてそこでやれるかって言ったらそんな簡単な話ではないので、当然路線としての除雪を

やってますので、そこをですね、千代田公園の間口を広げて、駐車場を大きくしたときにどの

ような除雪が可能なのか、それとも結の杜の間口を広げたときにできる除雪と、そういうのを

比較してですね、どちらが有効に駐車場活用できるかというところを踏まえて今回の予算計上

になったということで、ご理解頂ければと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 言っていることがどんどん違ってきてるんで、おかしいなって。さっ

き、冬は冬も駐車場してくるバス止めてますってさっき出ましたよね。いや、課長になると話

がまた変わってくるっていうのも、なんかな。それに、令和６年度のときはここに何で停めま

すっていう話をされてましたよね。今間口広げるだけってそんな話じゃなかったはずですよ。

だからこれ言ってるんで、やっぱりここはもう一度考え直すべきじゃないんでしょうかね。も

う１回考え直すというか、考え方はないのかっていうのがございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○商工観光交流課長 今、間口を広げた千代田公園の駐車場のほうも昨年よりはバスが多く停ま

っているというのは現実、事実であります。これを間口広げたほうが良いという話は結の杜さ

んにも確認しましたし前田さんにも確認して、地域の方とそれから町とそれからうちの町の技

術者と確認した上でのこの予算計上になってるということで、ご理解頂ければと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） それでもトイレも整備あるんですけども、トイレやった後、相変わら

ず、あと管理は拓真館がやるっていう話になるんですかね、あそこかなり大変だっていう話も
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私聞いてるんで、この後管理のほうはどうなるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○商工観光交流課長補佐 現状あそこのトイレは拓真館にやっていただいておりますので、改修

後も、拓真館との協議にはなるかとは思いますが、同様な形になるかと思います。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なし。ではこれで商工観光交流課所管の歳出に関する審査を終わります。 

暫時休憩します。ありがとうございました。 

午後１時まで休憩といたします。 

休憩宣言（午前１１時４５分） 

（商工観光交流課説説明員 退出） 

（文化スポーツ課説明員 入室） 

再開宣言（午後 １時００分） 

○委員長（山本賢一議員） 文化スポーツ課の皆さんよろしくお願いいたします。 

休憩前に引き続き委員会を再開します。 

次に、文化スポーツ課所管の予算内容について、文化スポーツ課長の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

文化スポーツ課長。 

○文化スポーツ課長 よろしくお願いいたします。それでは、令和７年度の文化スポーツ課所管

の歳出予算につきまして、その概要をご説明申し上げます。予算の概要は、主に社会教育や芸

術文化、スポーツに関する事業。並びに所管施設の維持管理に要する費用でございます。 

それでは、予算書に沿ってご説明をさせていただきます。初めに、予算書の４７頁、４８頁

になります。第２款総務費、第１項総務管理費、第８目地域おこし協力隊事業費のうち、文化

スポーツ課所管といたしまして、説明欄１の（１）のスポーツ活動推進事業では、スポーツ教

室などのスポーツ振興を図る業務を担う地域おこし協力隊に関わる経費５１８万４，０００円。

また、４９頁、５０頁になりますが、説明欄３の（１）のジオパーク活動推進事業では、十勝

岳ジオパークの普及啓発と交流促進を図る業務を担う、地域おこし協力隊に関わる経費５２０

万円を計上いたしました。 

次に、予算書の１２３頁、１２４頁になります。第７款商工費、第１項商工費、第３目観光

費のうち文化スポーツ課所管の説明欄１の（１３）サイクルツーリズム推進事業では、エコス

ポーツとしてのサイクリングの普及促進といたしまして、サイクルスタンプラリーの実施に係

る補助金として１３０万円を計上いたしました。 
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次に、予算書の１２７頁、１２８頁になります。第７款商工費、第２項文化スポーツ振興費

になります。文化スポーツ振興費総額は、前年度比１億６，８０２万６，０００円増の３億 

６，６６９万３，０００円の計上となりました。はじめに、第１目文化振興総務費は、はたち

の集いに関わる式典や記念品等の費用。社会教育団体への補助金。また、説明欄１の（３）地

域の芸術環境づくり助成事業では、芸術文化のまちづくりに向けて、新たな芸術文化に触れる

機会の確保、活動支援を進めていく中の一つとして、町民参加型の朗読劇の創作。公演やワー

クショップなどを行う事業の開催に係る補助金として、前年度比１，０１３万８，０００円減

の９０７万２，０００円を計上いたしました。減額の主な要因は、文化芸術活動事業の実施に

係る補助金分の減によるものです。 

次に、第２目生涯学習推進費は、文化スポーツに伴う全国大会出場費用に関わる補助金や、

説明欄１の（２）人づくり育成事業といたしまして、小学６年生と中学２、３年生を対象とい

たしました地域学習などを行う、少年少女道外研修に係る費用、また旭、旧旭小学校の地域人

材育成研修交流センターの適切な維持管理にかかる経費として、前年度比８万５，０００円増

の１，２２１万６，０００円を計上いたしました。増額の主な要因は、説明欄２の（１）地域

人材育成研修施設管理運営事業における、光熱水費等の増によるものです。 

次に、予算書の１２９頁、１３０頁になります。第３目の町民センター費は、町民センター

の適正な維持管理運営を行う経費として、前年度比１７１万８，０００円減の２，２５９万 

７，０００円を計上いたしました。減額の主な要因は、説明欄１の（１）町民センター管理運

営事業における町民センター備品購入費の減によるものです。 

次に、第４目郷土学館費は、郷土学館の適正な維持管理運営を行う経費、郷土の歴史、文化、

自然についての各種美瑛学講座の実施に係る費用。また文化財審議会及び文化財保護管理に必

要な費用、また、上富良野町と連携した十勝岳ジオパークの普及発展を進めていく経費として、

前年度比１，０５４万円増の２，６０１万７，０００円を計上しました。主な増額要因につき

ましては、説明欄１の（３）文化財管理事業につきまして、令和７年度から文化財保護に関す

る事務の所管を教育委員会から町長部局に移管することに伴います事業費計上科目の移動によ

ります増。 

また、１３２頁になりますが、説明欄２の（１）十勝岳ジオパーク推進事業におきまして、

令和７年９月に美瑛町上富良野町で開催を予定しております、日本ジオパーク全国大会十勝岳

大会に係る費用の計上によります。補助金の増によるものです。 

次に、第５目自然の家費は、二股地区、自然の家の施設の適切な維持管理運営を行う経費と

いたしまして、前年度比３２万７，０００円減の５９万３，０００円を計上いたしました。減

額の主な要因は前年度計上しておりました水道給水ポンプ修繕料分の減によるものです。 

次に、第６目保健体育総務費は、町内のスポーツ団体、スポーツ少年団で組織しますスポー
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ツ協会への補助金や各種スポーツ教室の開催に伴う経費として、前年度比２０３万６，０００

円減の２４２万８，０００円を計上いたしました。減額の主な要因は、昨年度計上しておりま

したスキー場リフト助成事業におけるスキーリフト券の購入費用に対する助成金につきまして、

令和７年度は、電子地域通貨行政ポイント、Ｂｅコインでの付与に移行することによります。

事業費計上科目の移動に伴う減額によるものです。 

次に、第７目保健体育施設費は、町民プールの適正な管理運営を行うための施設管理委託料

や、野球場をはじめ、１３６頁上段までの各事業になりますが、所管する各スポーツ施設の適

正な管理運営に伴う経費、また、新規事業では、新たな種目のスポーツに触れる機会の提供と

いたしまして、スケートボード遊具の設置に伴う費用、既存施設の維持設備の更新といたしま

しては、野球場の改修費用、経年劣化に伴うスポーツセンターの暖房設備をガスボイラーに更

新改修する費用、スポーツセンターの照明設備をＬＥＤ照明に更新する費用といたしまして、

前年度比１億６，８５６万３，０００円増の２億６，１２８万３，０００円を計上いたしまし

た。増額の主な要因につきましては、スポーツセンターのボイラー改修及びＬＥＤ照明への更

新費用の計上によるものです。 

次に、１３５頁、１３６頁になります。第８目イベント推進費は、スポーツイベント業務に

係る会計年度任用職員に係る費用や、スポーツイベント実施に関わる各組織実行委員会への補

助金といたしまして、前年度比３０５万７，０００円増の３，２４８万７，０００円を計上い

たしました。増額の主な要因は、スポーツイベント業務に係る会計年度任用職員の報酬単価及

び手当額の増と、スポーツイベント実施内容の見直しや変更によります補助金額の増によるも

のです。 

次に、１６７頁、１６８頁になります。第１０款教育費、第４項社会教育費のうち、文化ス

ポーツ課所管の予算は、第３目図書館費を除く部分となります。はじめに、第１目社会教育総

務費は、社会教育委員に伴う報酬などの経費として、前年度比８万５，０００円増の６１万 

５，０００円を計上いたしました。増額の主な要因につきましては、説明欄１の（１）社会教

育総務管理事業といたしまして、５年ごとに策定をいたします社会教育中期計画策定に伴う会

議の開催費用の計上によるものです。 

次に、第２目公民館費は、会計年度任用職員に関わる費用、すずらん大学をはじめ、各種公

民館事業に伴う経費、各公民館分館活動に関わる掲示補助金として、前年度比１２９万６，０００

円の１，２８６万６，０００円を計上いたしました。増額の内容につきましては、説明欄１の

（１）公民館事業につきまして、会計年度任用職員２名の報酬単価及び手当額の増によるもの

です。以上、文化スポーツ課所管の歳出予算の概要のご説明とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（山本賢一議員） それでは、予算書の４７頁から５２頁ページまで、第２款総務費、
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第１項総務管理費、第８目地域おこし協力隊事業中説明欄１、笑顔あふれる育ちと学びのまち、

（１）スポーツ活動支援推進事業及び３、自然と共生し生活基盤が充実したまち、（１）ジオ

パーク活動推進事業についての質疑を許します。質疑のある方。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１１９頁から１２４頁まで。第７款商工費、第１項商工費、第３目観光費中、

説明欄（１３）サイクルツーリズム推進事業についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） それでは７款１項３目観光費のサイクルツーリズム推進事業の中で、

予算額１３０万ということですが、昨年から１００万以上となってます。減額の理由をお聞か

せください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 補助金が減額した理由としましては、昨年は、サイクルスタンプラリ

ーの予算として２００万円、スノーサイクルフェスティバルの予算として５０万円を計上して

いましたが、スノーサイクルフェスティバルにつきましては、町民の参加が少ないこと、事務

局の負担が大きいため、令和６年度で終了したことで、まずこれで５０万円減額となりました。

なお、サイクルスタンプラリーについては、事業内容をいろいろ精査し、なるべく費用を抑え

るように取り組むことで、前年比は２００万円の予算要求をしていましたが、今年度は１３０

万の予算で取り組む、としましたので、これに伴い７０万円の減額となりました。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） スノーサイクルフェスティバル、参加人員が少ないというところなん

ですけども、実際実績的にはどれぐらい、何年やってどれぐらいの実績だったのかお聞かせく

ださい。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 サイクルフェスティバルに関しましては、過去４回やっております。

直近では令和６年は申込み者が６２名で、そのうち町民の参加割合は３名でした。その前は申

込書は７０名で、町民の参加者は１人もいませんでした。で、コロナ期間中１度開催していな

い期間がありまして、それより前にも実施していましたが、参加人数としては令和５年、６年

とほぼ同数となっております。以上です。 
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○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１２７頁及び１２８頁、第２項文化スポーツ振興費、第１目文化振興総務費

及び第２目生涯学習推進費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。よろしくお願いいたします。７、ごめんな

さい。７じゃないな。７款２項１目文化振興総務費、頁１２８頁、笑顔あふれる育ちと学びの

まちの、（１）はたちの集い事業について伺います。たまさか、今年ですね、家族がというか

娘が２０歳参加させてもらって、非常にいいイベントだったなという風に私がというよりは本

当にこう子どもたち、同級生含めて何かこういう風にね、よかったということで伺ってました。

それ報償の（７）番、報償物って書いてあって６６万なんですけども、報償というかね、記念

品がすごくよかったって言ってるんですよね。そして今年というか、今年じゃないね、来年７

年度、来年のはたちの集いのそういう贈答品というのか、そういう配付する報償物。これはど

んな予定してるのかですね、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 はたちの集いのお配りしている記念品につきましては、令和６年度は、白金ビ

ルケ店の限定のタンブラーをお渡ししたところなんですけども、次年度につきましては同じも

のがいいのか、はたまた美瑛町らしいですね記念になるようなものを実行委員会の中でお話し

して進めていきたいと考えておりまして、予算計上の段階では同じもので予定しております。

以上でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 頂きました。それで、今回もね実行委員会組織やっていろいろと楽し

くやってるんですけど、ちょっと気になったのがですね、美瑛小学校の子だとか美瑛東小学校

の校によってちょっと先生が来たりとかなかったとかっていうのがあったり、美瑛中学校の携

わってきてあれなんだけど、美馬牛中学校のほうっていうのやっぱり参加人数が少ないところ

もあって、何となくそのこう何ていうかね、分かれちゃったりだとかっていう一体感というこ

とでいったら、もう少し改善の工夫がちょっと必要なのかなっていう風にちょっと、子どもた

ち一生懸命やったんですけど、そんな印象を受け止めたんですけど。やっぱりこう、より多く

の方に来ていただいて、仕事だとかいろいろあるかと思うんですが、より多くの方に来ていた
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だいてなおかつ、もっとこうなんですかね、バーッと盛り上がるような工夫みたいなのは、実

行委員会に任せるんだけども、町としてどのような考えでいらっしゃるのか伺いたいと思いま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 委員おっしゃるとおりですね、確かに美瑛中学校と美馬牛中学校、なかなかで

すね中学校が違うと集まったときにも、一体感生まれにくいなというのは担当としても感じて

いるところであります。その催しの中でですね、動画の作成とかいろんなアドバイスを頂きな

がら実行委員会で進めていく中で、本当だったら実行委員の中に、美瑛中の方もいて美馬牛中

の方もいるというのがやっぱり１番いいとは思うんですけども、なかなか希望で実行に募って

る部分もありまして難しいというのが現状であります。その分ですね、当日楽しめるような、

今年で言いますと、受付のところにですね大型のバルーンを設置させていただいて少し花を添

えてみたりですね、そういう催しをやってみたり、あとは祝賀会の中でですね、全員がごちゃ 

混ぜになるような少しおしゃべりできるような場の提供っていうのを我々事務局のほうからも提

案させていただいてやっている状態でございます。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

７番、白石議員。 

○委員（白石久代議員） すいません、同じ項目の文化振興に関する（３）の地域の芸術環境づ

くり助成事業ですが、この歳出の中の旅費というのが、かなり金額かかるんです。これはどこ

から、誰を呼んで来てもらうための旅費か教えてください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 こちらの事業につきましては、地域に根差した芸術文化の発展ですとか、コミ

ュニティの活性化を目指しまして、星をテーマにした、町民参加型のアートプロジェクトとし

て新事業として取り組むものでございまして、旅費につきましては、想定の中ではですね、出

演頂ける講師の謝金の部分に係る旅費ということで、札幌に在住の方ですとか、東京から来て

いただく方っていうのを想定しております。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） ７番です。毎回外から人を引っ張ってきて、これが芸術だよっていう

何か、ちょっと何か上から目線に感じるのは私だけかもしれないんですけど、その朗読とかダ

ンスとかはこれが芸術だよって言われると、とてもそこに違和感を感じるんですけど、もっと
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町内にもいい人材たくさんいらっしゃるので、町内人材の活用をお願いしたいと思うんですが、

いかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 町内で活躍されてる方の人材を生かしていくというのは、全くそのとおりだと

私も思っておりまして、今回ですね、あくまでも町民参加型のアートプロジェクトということ

で、今後につきましては町内で活躍されてる方と、町外で活躍されてる方をつなげるような仕

組みづくりというのも検討していきたいと思っておりますので、どうぞご理解、ご協力のほど

よろしくお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） ７番です。去年たしか６月ぐらいじゃなかったです、何かイベントが

あったのが。町民の方が、忙しくてこの時期やめてほしいっていう意見があったんでそれはい

かがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 去年実施させていただいた美瑛フェスティバルの内容かと思います。そちらに

つきましては実際にですね６月に開催しまして、農業者の方がなかなか参加できなかったとい

う反省点も生かしながらですね、あとは入場収入ですか、そちらの部分で想定よりもかなり下

回った部分もございまして、内容は新たにしまして、全く別物の事業ということで今回組ませ

ていただいております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 同じくですね、７款２項１目文化振興総務費の１２８頁、（３）地域

の芸術環境づくり助成事業ということで、一覧表の６頁に実行委員会これは、朗読劇だとか各

種イベントの実行委員会とありますけれども、この実行委員会の構成というかどんな風になっ

てるか、お聞かせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 実行委員会の想定してるメンバーですけども、委員長に町長のほうを備え担っ

ていただきまして、あとは関係課の課長ですとか、あとはですね実際に美瑛町のほうで活躍さ

れていただいている地域企業の活性人の方にお願いする予定となっております。そのほか、出
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演頂ける方にも、実行委員会の打診を進めていくというところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 既存の実行委員会としては芸術文化推進事業実行委員会でしたっけ。

そういう実行委員会、これは文連ですとか、その他各種団体っていうんでしょうかね。そうい

った方の実行委員会が、過去１０年以上を実行委員会としてはあると思うんですけども、そち

らとの何かこう兼ね合いって言うんでしょうかね、別にそちらでもいいのかなと思ったりはす

るんですけども、そこら辺の違いというか、連携だとかそこら辺ちょっとお聞かせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 私もですね当初、文化連盟さんですとか芸術文化の実行委員会あるものですか

らそちらのほうにも話をもちろんさせていただいた中で、役員の中ではですね、いろんな形の

芸術文化があっていいというお話を頂きまして、何も全てを文化連盟ですとか、芸文が担って

いくというものではなくて、いろんな形でやっていくっていうのがいいんじゃないかというお

話も頂きまして、このような形で実行委員会のほう計画してる状態でございます。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ２項１目の１の３地域の芸術環境づくり助成事業。これ、今年度の文

化芸術創造拠点推進事業、これの流れと同じものっていう形にあるものは違うとしても流れと

しては同じ流れということで考えてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 全く別の事業にはなっているんですけども、実際にメンバーに入っていただく

方には、去年の美瑛フェスティバルに出ていただいた方も入っておりまして、流れというのは

同じような形でさせていただいてて、違うところは、より町民参加型に特化しているというと

ころでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） これまた同じような形で、町内あちこち例えばフリーロードを使うと

か、町民が使うとかそんな形でいろいろやっていくっていう形になるんだ、なるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 
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○文化振興係長 一応昨年の美瑛フェスティバルと大きく違うというところが、事務局のほうが

我々文化スポーツ課のほうでさしていただくということで、基本的には１２月の音楽、朗読劇、

こちらを開催するための準備を進めていくというのが多くてですね、フリーロードでの劇です

とかダンス講演というのは今のところ予定しておりません。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） これやるときにですね、職員さんの負担にこれ、今回もちょっとあれ

なんだっけ。超過勤務、超過勤務の状況を見たんです。超勤状況もあったんですけど、文化ス

ポーツって物すごい超過勤務飛び出てるんです。去年も言ったんですけれども、これところで

振り回されないようにしないんですかって言ったら、こちらのほうは大丈夫ですって言うんだ

ったんですけど。今年の課長さんとかも実行に入ってるってことは、結構町も町の職員も結構

負担が増えるっていう形になるんですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 職員の負担の部分については、なかなか申し上げにくい部分もあるんですけど

も、我々文化スポーツ課の仕事の中では、１人に偏るような仕事というのはほとんどないよう

にしてる部分がありますので、上司も部下も係長職も分配しながら進めてる部分がありますの

で、ご心配頂いてる点は本当にうれしくてですねありがたいんですけども、なるべくは業務負

担かからないように考えているっていうのが、担当ベースでのお答えとなります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 前回はこの推進事業のときは、町は町の職員はあんまり入れないって

いう形で入ってなかったですよね。でも今回は準備とかそういうのに全部入ってくるっていう

形になるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 そのとおりです。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１２９頁から１３２頁まで。第３目町民センター費から第５目自然の家費ま

でについての質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「はい」の声） 
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４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ２款２項４目郷土学館費、１－３文化財管理事業。これ教育委員会か

ら移ったというのは、もう非常に私まだいまだに納得いってないんですけれども、この審議会

２人しかいないですよね。これ増員っていうか、増やすっていうことは、増やすということは

今考えてないんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 業務係長。 

○業務係長 この文化財審議委員会の委員定数のことなんですけれども、現状２名ということに

なっておりますが、今月の広報にも、今審議員の募集が掲載されているところでございます。

特に２人に絞っているというわけではございませんので、今後の応募状況によって、増減して

いくものと考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 審議委員のほかにも今、美瑛町一生懸命やってる郷土資料研究会とい

う非常によろしいところもあるんで、こういうところの人が方々をなるべく入れていったほう

が、歴史勉強されてるのでよろしいのかなという風に思うんですけれども、この郷土資料研究

会の関係ってのはどんな風にこの中では考えてらっしゃるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 業務係長。 

○業務係長（荒明慎久君） 現状公募委員という形になっておりますけれども、学識経験者とい

うものも、この委員の中には、含まれていくのかなと考えておりますので、委員の応募状況に

よってよるところもございますが、郷土資料保存会の会議の方にも学識経験者ということで、

今後入っていただくことで検討していきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１３１頁から１３６頁まで。第６目保健体育総務費及び第７目保健体育施設

費についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） ２番、桑谷です。１３１頁、７款２項７目保健体育施設費、説明の１、

町民プール管理運営事業費４，０００万、それと６番、パークゴルフ場管理運営事業について

質問します。この町民、町民プール管理事業４０００万。これは言ってますけど、年間の入り
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込み人数は何人ぐらい利用してますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 令和５年度の利用人数につきましては、１万５，４５７名となります。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 多い月もありますし、少ない月もあると思うんですけど、多い月で何

人ぐらいで、少ない月で何人で、私言いたいの一般だけね。学生、小学生、中学生そういう団

体抜かしての人数をちょっと教えてほしいんですけど。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 多い月につきましては、８月が１，０００、７月が，９７３人、１

番少ないのが、１１月で８４０人となります。これはプール事業に参加された方が、含まれて

おりまして、プール事業につきまして、人数はちょっとこちらのほうで正確な数字は押さえて

いないんですが、教育委員会でプール事業参加者の月を２か月ごとで、ちょっと数字、聞き取

りしているものですが７月で一応概算では、ふの事業の参加者除いた数としましては、１，７３０

名ほどとなります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） あそこは９時から夜９時間ですよね。私も土日以外に午前中行きまし

たけど、一旦私１人だと２人、本当に１人か２人しかいないんです、ずっとね。だから、まあ

時間９時からなんてね、土日は別にしても、そういう時間帯も考えてそれから、例えば青年の

家ね。白金の大雪青年の家もさ、もう休館つくってるんですよね。もうやっぱり光熱費とかろ

いろ考えて、光熱費やいろいろ人件費かかりますからね。このプールの４，０００万もいいん

ですけどね。少しね年間ずっとやっぱり多い月とか少ないつけあると思いますし、やはり考え

て朝９時からっていうのはね、朝９時からね、プール行く人あんまりないと思いますけどね。

だから、時間的にいろいろと１時から始めるとかさいろいろ考えてこれからそういうことを考

えたらいかがかなと思いますけどいかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 ご質問ありました事項について、まず今、営業時間としましては、午

前１０時から午後９時まで営業しております。営業時間の短縮等につきましては、まず、現状
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でプールの設立時に、経費を年間で７０００万以内にするということで取り進めているので、

今後人件費とか燃料費とか増加した場合は、今ご指摘ありましたとおり、営業時間の短縮とか、

営業期間の縮小を含めて、ちょっと見直して、経費を上げないような形で取り進めようと考え

ております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） よろしくお願いします。次、６番のパークゴルフ場管理運営事業につ

いてお伺いします。予算で１，８００なんぼでございますけど、２か所だと思いますけど、例

えば丸山橋が何ぼで、みどり橋が何ぼってそれは分かりますか、大体。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 佐藤補佐。 

○文化スポーツ課長補佐（佐藤 大君） そうですね、保守管理につきましてですが、丸山橋の

ほうが１，０７８万８，０００円、みどり橋のほうが７０３万２，０００円となります。以上

です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 丸山のほうが多いと思いますけどね。丸山でやってる人に聞くと、少

し物足りないというよく言うんですよね。本当、ホールが少ないからね。私言いたいのは、丸

山からみどり橋までまた５００メーターぐらいしかないと思うんですけどね、協議会にもっと

あるかもしらんけど。そういう設計みたいなねコンサルに言ってつなげるように、丸山橋から

緑橋それもちょっと橋つけてずーっと言って、そういう設計つけたら、そういう専門家みたい

なのいいますからね。つければ途中で人工芝でもつくってもらってやってずっと流れやれば、

町民を丸山とみどり橋一緒にやれば喜ぶと思いますんで、その点もちょっと今度の予算案考え

ていただきたいと思いますんで、どうですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○文化スポーツ課長 丸山橋と緑橋方向つなげてみてはっていう話以前にもちょっとお話を頂い

た部分もございまして、実際可能かどうかっていうのも一度ちょっと検討してみた経過はござ

います。敷地の部分の斜面になってる部分ですとか、河川敷敷地になっていない部分ですとか

っていう部分もありまして、やはりちょっと現実的にですね実際につなげるとなったら、かな

り結構距離は、あるんですよね。そこを通路にするとなるとですね、なかなか費用的なもんま

たその斜面の今地形的なものとかも含めて、実際問題はちょっとなかなか難しいのかなという

風に今は考えてございます。以上です。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 難しくて今、ＡＩでもＡＩでも使ってね。くわーととやってね。ちょ

っと走れねえわちょっとぱっとやってドローンでも飛ばして、こっち側すーっとやって、少し

その辺の専門家にやってもらえば良かったできないことはないと思います。今のね技術をね、

それぞれ考えて、いろいろ考えていただいて結構でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○文化スポーツ課長 この部分につきましてもこれからのパークゴルフ場の利用の人数による利

用者の部分を含めまして、費用対効果も含めて、この通路をつくるのがいいのかどうかという

部分も含めて、考えていきたいという風に思ってます。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） １３６頁の２款１項７目、スポーツセンターＬＥＤ化についてお伺い

します。これは全、全館ＬＥＤ化にするということですね。かなり電気代もＬＥＤ化すれば安

くなるんでしょうか。その辺説明していただけますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 スポーツセンターのＬＥＤ化事業につきましては、スポーツセンター

の武道館については既にＬＥＤ化が終わっておりますので、武道館以外の全てをＬＥＤ化する

予定となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） それではかなり時間かかると思うんですよね。あそこ、かなり天井高

いですし、どのくらいの期間が休館になるか分かりますか。予定としては。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 工事の期間につきましては、４月中旬に入札を予定して最終的な工期

は１２月頃までと考えております。まず入札の後本契約をし、それからＬＥＤの器具をメーカ

ーに発注するんですが、発注から納品まで３か月から４か月ぐらいかかる予定です。なので、

納品としましては、夏場ぐらいになるんですが、９月にスポーツイベントとかでスポーツセン

ターを利用することが多いので９月の工事は避け、１０月から１２月の間で、約１か月ぐらい
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の期間をかけて工事をする予定ですが、どうしても今先ほどご指摘頂きましたとおり、天井の

高い場所につきましては、足場を組むとかの作業で、時間が必要になりますので、ちょっと作

業としては１か月程度かかる想定でおります。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかにございませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ５番、保田です。７款２項７目保健体育施設費、１３４頁、（８）ス

ケートボード遊具設置事業（まちづくり提案事業）についてお伺いをいたします。まちづくり

提案事業ということで、町民の要望がものすごい多かったというようなことで、設置予算を組

んだということで、好ましいことだとは思うんですけれども、この競技人口というんですかね、

利用人口、それから利用人口の構成年齢ですとか、そういったものが把握できていれば、お知

らせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 今ご質問のありました、ことにつきまして、利用人口等につきまして

は、正確な人数というのは把握できてないんですが、近年スケートボードにつきましてはオリ

ンピックで日本人がメダリスト取るなど、目覚ましい活躍をしており、注目を浴びていること。

あと、旭川でもスポーツのスケートボードの教室があるんですが、それに参加されてる方も多

く、美瑛からも旭川の永山等にあるスケートボード場に利用されてる方がいるので、一定数の

需要はあると思うんですが、まずはスケートボードを始めるきっかけづくりとして初心者向け

のものを設置する想定となってまして、対象年齢とつきましては、幅広い年齢を考えているん

ですが、主に最初は小学生とかでもできる、小学生とかの想定も考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ５番、保田です。小学生もご利用されるということで、設置場所って

いうのはどこを想定しているかお伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 設置場所につきましては、スポーツセンターの現在の駐車場となって

いる場所の一部に設置することを想定しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 小学生からスポーツセンターの駐車場ということで、危険な場合も出
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てくるのかなという風に思ってます。例えばですね建設水道課なんかでも、遊具施設ですね、

遊具施設、動く遊具ですとか、それから危険と予想される遊具っていうのを撤去したり固定化

したりっていうのをずっと進めてまして、このスケートボードの施設なんかもですね、小学生

が利用するということで、事故ですとか、そういったことも予想されるんですけどもそこら辺

の危険防止の対策についてはどのように考えでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 今ご質問のありました危険対策については、注意書きの看板等をスケ

ートボードを会場に設営することで、事故防止に努められるよう取組たいと考えております。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） あんまり危険のないような簡単な施設なのかなという風な予想はして

るんですけども、ほかの町でもですね、同じようなものを付けたりし、設置したりしてると思

いますので、そういったところの危険防止対策ですとか、看板だけでひょっとしたらいいのか

もしれないですけど、看板だけではちょっと防げないようなこともあると思いますんで、そこ

ら辺はですね、先進設置の都市、自治体のですね差を参考にしながら、防止に努めていただき

たいなと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○文化スポーツ課長 こちらのスケートボードの安全管理につきましては、はい。今佐藤補佐の

ほうでお話しさせていただきました、注意書きの部分を含めて、いろんな町の先進事例もあり

ますので、その辺参考にしまして、安全管理のほうは行っていきたいという風には思っており

ますけれども、あまり過度にですね、安全をっていう形も、想定はしていない部分がございま

す。実はもともと今丸山の場所でっていうことを想定したんですけど、その以前はですねふれ

あい運動広場のテニスコートの地面。もう今アスファルトより若干柔らかい地面があるんです

けども、そこのほうが安全性が地面が柔らかいんじゃないかということで安全性が高いんじゃ

ないかということで、そこを一旦ちょっと検討していた経過がございます。実際にスケートボ

ードをやられてる方に、お話を聞いたり実際にそこに滑っていただいたっていうした経過もご

ざいまして、やはり遊具と遊具の間を滑走するというような部分での遊び方っていうのがどう

しても必要だという部分で、やはりそのある程度硬い地面ではないと、何ていうかね滑ったり

するっていう部分で、満足できる部分でない部分があるという風なこともお聞きしております。

そのような経過がありましてなるべくその費用をかけない部分で、アスファルトがもう既に整



 

－ 62 － 

備されているところで、何かスモールスタートということで、整備をしてみようという形で、

このまちづくり提案のものを実際に事業化したというような経過がございます。その点も含め

まして、安全管理のほうは、いろいろ考えた上で行っていきたいという風に思ってございます。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 万全にしてていただきたいと思いますけど、その遊具の中の中でです

ね、滑走する部分ではですね、安全だとしてもそれで飽き足らずですねいろんな場所でですね、

そういった場所を見つけてですね、やる場合もございますんで交通安全上も危険ありますので、

そこら辺も考えながらですね、ＰＲですとか、そういったものに努めていただきたいと思いま

す。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○文化スポーツ課長 そのような形でルールを設けた上で、ここの部分がスケートボードのスペ

ースですよと。この中で遊んでいてくださいというような形で進めたいなという風に思ってお

ります。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ７目、９番スケートボード遊具設置事業、まちづくり提案、これ私必

要ですかっていう風に思うんです。まちづくり提案って何件あったんでしょうか。 

○委員長（山本賢一議員） 休憩します。 

休憩宣言（午後１時４３分） 

再開宣言（午後１時４４分） 

○委員長（山本賢一議員） 再開します。 

（「はい」の声） 

課長。 

○文化スポーツ課長 町全庁全体のまちづくりの提案ということですから、私のほうで捉えてい

るのが全部で２６件という形で捉えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員）４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員）４番、興梠です。これさっきも出たけど、私もちょっと２６件、パーク

ゴルフ場を広げてほしいっていう人のほうが圧倒的に多いんです。だからそういう人たちの声
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よりも、スケートボードのほうを大事にするって、これはどんな感じ、どういう。どうもこの

私やってる理由っていうか経緯が、何かよく納得いかないっていうか、おかしいんです。だか

ら他の他の事業を差しおいてまでこれをやるんだっていう、まちづくりは多分ほかにもいろい

ろあったと思うんですけれども、ほかの事業差しおいてまでスケートボードが必要とする理由

っていうのをちょっともう１回お願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○文化スポーツ課長 まずパークゴルフ場を差しおいて、スケートボードという形でもございま

すが、決してパークゴルフ場を軽視しているということではございません。これまでご説明さ

せていただいたとおり、パークゴルフ場の効果的な運営という形で集約をしていきますという

形です。決してパークゴルフ場を、ができる場所がなくなっているという部分ではございませ

んので、その辺のご理解は頂きたいと思っております。 

それからまちづくり提案の部分につきましては、それぞれいろんなまちづくりの提案を頂い

た中で、実現が可能な部分、可能でない部分というのがそれぞれ提案、検討した上で、これは

できるのではないかとという形で、今回実現したという形でございますので、その都度、この

件数、提案の件数につきまして、私のほうで全てこういう形でという形で把握してることはご

ざいませんけれども、その中の一つとして、このご提案を事業化したというような形でござい

ます。以上。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 文化スポーツ課の事業としてですね、少年団のスポーツ少年団などの

育成もあると思うんですけれども、スポーツ少年団もすごく人が少なくなっているところで、

こんな風に新しい違うものを入れてこっちに人がとられるようなことがあるっていうのも、も

っと違う既存のスポーツっていうものを大事にしていくっていう風にとっていくのが、今優先

的なのかなという風に思うんですけど、既存のスポーツじゃなく新しいものを入れるっていう

ことの理由、もう１回お願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○文化スポーツ課長 もちろん既存のスポーツももちろん重要だと思いますけども、私たち文化

スポーツ課の仕事といたしましては文化スポーツに触れ合う機会の提供。そのきっかけづくり

というのも非常に重要だという風に思っておりますので、これまで次、公に遊べるスペースが

なかったというスケートボードをやれる場所をっていう形のまちづくり提案もございましたの

で、このたびこれを事業化しているというような形でございます。以上です。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） さっき安全性もありましたけど確かにこれ危険性もあるんですけど、

音も結構出ますよね。この辺近隣住民の方っていうの理解というのは得られてるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○文化スポーツ課長 まだ周辺の町内会に何か具体的にお話をしているとかいうようなことはご

ざいません。ただできるだけ配慮をするという形で、実際このスケートボードの遊具っていう

のは、これまで既存の施設でいきますと金属製の遊具ですとか、木製の遊具というのが、ほぼ、

そのような形が一般的でございました。実際に遊んでいる間にはですね、まああの音が発生す

るという部分がございます。それらを考慮して、なるべく、そこの支障にならないような場所、

いうような形で最初はふれあい運動広場も検討していたという形です。それ以外のという部分

でございますが、子どもたちの居場所づくりという側面もございますので、車でしか行けない

ような辺ぴな場所にあっても、これは遊べる人がやっぱり少なくなるんではないかと。住宅に

あんまり近過ぎ過ぎても駄目だし、離れ過ぎても駄目だというような形で、どの場所がいいだ

ろうかというような形で、それであれば、今アスファルトの整備がされているスポーツセンタ

ーの隣の少し奥まったスペース。あそこであれば、住宅の方からも、ある程度一定程度離れて

おりますし、そこで実際スモールスタートして準備やってみたらどうだとする部分もございま

すし、実際の遊具でございますが、今回、導入しようとする遊具はこちら記載してございます

が、樹脂製の遊具を設置すると。これは金属製ですとか木製のものに比べてかなり音が抑制で

きるという部分も含めて、この樹脂製の遊具を選定しているというような形でございます。以

上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） それはいいかもしんないけど、橋は、歩くのはコンクリート。硬いコ

ンクリートの上ですから、それにここに行くまでに皆さん乗っていったりする子どもたちも、

やっぱりいるんじゃないんですかね。そうなると交通安全の問題も出てくるんで、やっぱりも

う少し何かこう注意喚起みたいなものっていうのを先にしといて、こういうのをやっていかな

いと、事故起きてからでは遅いので、この辺の注意看板立てるって言ってるけど、その前の啓

発活動みたいなものっていうのが必要となってくるんじゃないでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○文化スポーツ課長 こちらにつきましては今のところスケジュール的にはこの遊具の納品と
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いう部分も含めて、秋口になるという想定なんですけども、これからそのスペースというスケ

ートボードスペース以外のところではそこを使う、何ていうか滑走しないようにというような

ルールづくりも含めて、これから周知をしていきたいという風に考えてございます。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１３５頁及び１３６頁。第８目イベント推進費についての質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） ７款２項８目イベント推進事業費の（４）サイクルスポーツ事業なん

ですけれども、令和６年度まで美瑛センチュリーライド事業ということで事業を進めて、きた

ところですけれども、令和７年度は新規としてサイクルスポーツという事業名となっています

ので、この事業内容についてご説明をお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 ご質問のありましたサイクルスポーツ事業の事業内容についてなんで

すが、センチュリーライドは、もともと、１００マイル。キロ数にして１６０キロを走る大会

として、名づけられまして、美瑛町でも、２日間をかけて１６０キロを走る大会を開催してい

ましたが、近年は１日開催で長くても距離が１００キロの大会を開催していたため、センチュ

リーライドという名前の名称と実態がちょっと異なるということがあり、ちょっと今年度をも

って大会の名称を変えて開催することとしました。あとそのほかには、近年自転車のセンチュ

リーライド大会はロードバイクと、普段使いの自転車じゃなく専用の自転車を使って参加され

る方がほとんどなんです。そのため、なかなか初心者の方が参加しにくいというところもあり

ましたので、ちょっとその辺りも、初心者の方も参加しやすいような大会にするようちょっと

今、見直しをしているところであります。事業内容の説明としては以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。では、今までは、専門性っていうか、自転車に特

化、スポーツとしてやってる人たちだけど、今これからは、初心者向けの方たちが参加しやす

いような事業としてやっていくということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 
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○文化スポーツ課長補佐 ちょっと私の説明が不十分だったかもしれませんが、専門的に自転車

されをされる方が参加しつつ、初心者の方も自転車を始めるきっかけづくりの一つになるよう

なことをちょっと考えていきたいと思って、と考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。すいません。具体的にどういうことをなさるのか、

教えてほしいんですけれども。結局今まで１００キロだとかって、自分でキロ数決めて走って

いましたよね。それが今回令和７年度では、どういう走り方をする事業になっていくかってい

うところ。具体的にどういう風なことをやっていくのかを教えていただけないでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 まだちょっと事業内容について、全体が固まっていないところもある

んですが、令和６年度につきましては、距離については１００キロのコースと４０キロのコー

ス２コースを考えたんですが、令和７年については、まだ正式決定ではないんですが、長い距

離で８０キロ。短い距離ですと、３０キロぐらいに短縮した形で、開催を考えております。あ

とそのほかについてはちょっとまだ正式にはまだちょっと決まってないとこもあるんですが、

自転車の初心者向けの講習会みたいなの開催もちょっと検討しているところでございます。以

上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ８目、今サイクルスポーツ事業。ある程度、説明あったんで、補足で

すけれども、これ宮様とヘルシーとセンチュリーって今まで３大スポーツ、美瑛の３大スポー

ツイベントという風に言われてやってたんですけれども、何か確かに今、ヘルシーマラソンも

ちょっとかなり縮小してって、今度センチュリーライドもなくなるってことで、この大会でエ

コスポーツの委員長がもうセンチュリーはできないかもねっていう挨拶されてたんで、こうな

るのかなと思ってたんですけれども、前回が４００人規模の大会になったんです。今回は何人

規模ぐらいの大会にしていこうという風に考えていますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 定員について、事業規模についてですが、一応定員としましては前回

と同じ５００人を想定しております。以上です。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ５００人規模ということで、ほかでやっぱりほらエイドとかの、エイ

ドというか、ほかの方々、婦人親交会とかそういった方々、商工会とかそういう方が協力して

ますよね。ああいうのも今回、次回以降も引き継いでいくような形になるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○文化スポーツ課長補佐 そうですね、エイドステーションつきましても、引き続き昨年と継続

した形での開催を想定しております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１６７頁及び１６８頁、第１０款教育費、第４項社会教育費、第１目社会教

育総務費及び第２目公民館費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） お願いいたします。１０款４項２目の公民館費の（２）分館活動事業

ですが、この分館活動というのは、分館ごとに均等割りなのか、それとも活動の申請があって

交付されるものなのか教えてください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 こちらの文化の交付金につきましては、戸数割というのを使ってる部分があり

まして、実際に旭分館から俵真布分館までの中で何個の戸数があるかというのに対してかけて

いる部分と、あと分館長ですとか、分館主事さんというのを置いておりますので、そちらの方

に行動費として、定額で出してる部分という計算になります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） すいません。分館っていくつあるのか教えてください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 文化振興係長。 

○文化振興係長 １２分館ありまして、旭、北瑛、美田、五稜、二股、西美、美馬牛、美沢、美

進、宇莫別、明徳、俵真布となっております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 
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質疑なしと認め、これで文化スポーツ課所管の歳出に関する審査を終わります。 

暫時休憩します。 

文化スポーツ課の皆さんご苦労さまでした。 

休憩宣言（午後１時５７分） 

（文化スポーツ課説明員 退室） 

（教育委員会管理課・図書館説明員 入室） 

再開宣言（午後２時１０分） 

○委員長（山本賢一議員） 教育委員会管理課、図書館の皆さんよろしくお願いいたします。 

休憩前に引き続き委員会を再開します。 

次に、教育委員会管理課及び図書館所管の予算内容について、管理課長及び図書館長の説明

を求めます。 

（「はい」の声） 

管理課長。 

○教育委員会管理課長 令和７年度の予算審査に当たりまして、教育委員会管理課所管の予算の

概要についてご説明申し上げます。予算書は１５１頁から１６６頁になります。令和７年度の

教育費総額は前年度比１億３，７７４万５，０００円増の６億５，６１４万４，０００円とな

り、そのうち、管理課所管の予算総額は前年度比１億２，２８９万６，０００円増の６億２９

４万６，０００円となりました。 

それでは予算書に沿ってご説明いたしますが、説明欄の主な項目の説明とさせていただきま

す。予算書の１５１頁、１５２頁になります。第１０款教育費、第１項教育総務費、第１目教

育委員会費、前年度比１６万６，０００円減の１９１万６，０００円を計上しました。説明欄

（１）教育委員会管理運営事業ですが、教育委員４人の報酬・旅費などを計上しました。 

次に、第２目事務局費です。前年度比１，５４９万円増の１億１，２０７万５，０００円を

計上しました。説明欄（１）英語指導助手ＡＬＴ管理事業では３人分の外国人英語指導助手の

報酬、職員手当、旅費、負担金など、前年度比１２３万８，０００円増の１，３０５万５，０００

円を計上しました。主な増額の要因は、町単費で任用している英語指導助手２人分の勤勉手当

支給に伴う職員手当の増と、ＪＥＴプログラムで任用している英語指導助手が８月から新しい

方に変わることに伴う旅費や負担金の増によるものです。 

説明欄（２）教育支援員管理事業では、各学校に対する経営の指導や不登校傾向の子どもや

その保護者の相談等に当たっている学校教育管理監１人及び支援が必要な児童生徒の学習面生

活面に配慮した教育活動を行うために、各校に配置しております、教育支援１５人分の報酬、

職員手当など、前年度比９３０万２，０００円増の４，３４３万４，０００円を計上しました。

主な増額の要因は、教育支援員を１人追加したこと及び勤勉手当支給に伴う報酬と職員手当の
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増によるものです。 

次に、予算書の１５３頁、１５４頁になります。説明欄（６）教職員研修事業ですが、令和

６年度まで事業がありました校内研修事業と統合しました。本事業では、教育委員会が主催し

て実施する教職員研修会に要する講師謝礼や講師旅費及び各学校に対する交付金など、９３万

３，０００円を計上しました。 

説明欄（７）教育委員会事務局管理事業では、スクールカウンセラー及びスクールソーシャ

ルワーカー、ＩＣＴ支援員といった、会計年度任用職員の報酬、職員手当、共済費及び各種団

体負担金など、前年度比７１１万６，０００円増の４，４９３万１，０００円を計上しました。

主な増加の要因は、勤勉手当支給に伴う職員手当の増と共済費の増によるものです。 

説明欄（１０）部活動地域展開事業は、国の方針に基づき、令和６年度までの部活動地域移

行支援事業の名称を変更したもので、部活動検討委員会委員に要する報酬や費用弁償など、前

年度比４万円減の１６万２，０００円を計上しました。 

説明欄（１１）各種団体補助事業は、令和６年度まで事業がありました教育推進協議会事業、

生徒指導連絡協議会支援事業及び町町教育研究会等支援事業の３事業を統合したもので、各団

体に対する補助金２３５万８，０００円を計上しました。 

説明欄（１２）美瑛中学校開校５０周年記念補助事業は、美瑛中学校が開校５０周年を迎え

るに当たり、実行委員会が記念事業として、式典の開催や記念誌の発行などを計画しているこ

とから、一部経費を補助するもので、補助金１０６万円を計上しました。なお、本件につきま

しては、従来の地域振興奨励補助制度を用いて補助を行うものです。 

次に、予算書の１５５頁、１５６頁になります。第３目学校給食費です。前年度比１，６９７

万８，０００円増の１億２，２１５万５，０００円を計上しました。説明欄（１）学校給食管

理運営事業では、給食の運営に必要な調理員の報酬や職員手当、消耗品費や備品購入費、燃料

費及び学校給食無償化に係る交付金などを計上しました。主な税増加の要因は、給食調理員の

報酬単価の増と、勤勉手当支給に伴う職員手当の増及び学校給食無償化交付金の増によるもの

です。 

次に、第４目教育住宅管理費です。前年度比２万２，０００円増の３８３万９，０００円を

計上しました。説明欄（１）教員住宅維持管理事業では、各教員住宅の修繕料など維持管理に

係る経費を計上しました。なお、管理戸数は２７戸になります。 

次に、第５目通学自動車運行費です。前年度比２，０５３万１，０００円増の８，２２２万

１，０００円を計上しました。説明欄（１）スクールバス運行事業では、バス運転技術員の報

酬や職員手当及びスクールバスに要する消耗品代、燃料代、修繕料など、前年度比１，４２３

万１，０００円増の７，５９２万１，０００円を計上しました。主な増加の要因は、バス運転

技術員の報酬単価の増と、勤勉手当支給に伴う職員手当の増及び共済費の増によるものです。 
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説明欄（２）バスセンター改修事業では、現状バスセンターのトイレが水洗式でないことか

ら、これを廃止し、新たに男性用水洗トイレと女性用水洗トイレを新設する工事費、６３０万

円を計上しました。 

次に、予算書の１５７頁、１５８頁になります。第６目学童保育費です。前年度比２３７万

９，０００円増の１，０６９万９，０００円を計上しました。説明欄（１）学童保育管理運営

事業では、美瑛東小学校の児童を対象とした学童保育運営に要する指導員の報酬や職員手当及

び施設に要する消耗品代などを計上しました。主な増加の要因は、指導員の報酬単価の増と勤

勉手当支給に伴う職員手当の増によるものです。 

次に、予算書の１５９頁、１６０頁になります。第２項小学校費、第１目学校管理費です。

前年度比７１７万６，０００円増の１億１，７８７万５，０００円を計上しました。説明欄（１）

小学校管理運営事業では、小学校に配置しております事務生及び公務補に要する報酬や職員手

当及び各学校の消耗品代、光熱水費、修繕料、各種委託料、校務用パソコンに係る賃借料など

といった各経費など、前年度前年度比９７９万８，０００円増の１億１，５４０万８，０００

円を計上しました。主な増加の要因は、事務生及び公務補の報酬単価の増と勤勉手当支給に伴

う職員手当の増、先生が使用する校務支援システムのライセンスの更新、校務用パソコンの更

新に伴う賃借料の増によるものです。 

次に、第２目教育振興費です。前年度比３，６８３万３，０００円増の５，３７５万４，０００

円を計上しました。説明欄（１）小学校情報教育推進事業では、ＧＩＧＡスクールネットワー

ク回線に要する通信通信費、ｅラーニングなど、各種来ライセンスに要する使用料及び賃借料

及びＧＩＧＡスクール情報端末の更新に要する備品購入費など、前年度比３，３２７万４，０００

円増の３，７２２万４，０００円を計上しました。主な増加の要因は、ＧＩＧＡスクール情報

端末の更新に要する備品購入費の増によるものです。 

次に、予算書の１６１頁、１６２頁になります。説明欄（２）小学校支援教育推進事業です

が、令和６年度まで事業がありました、小学校通級指導推進事業と統合しました。本事業では、

ことばの教室とそだちの教室に要する表も消耗品費や備品購入費及び支援学級に要する消耗品、

支援学級に在籍する児童の保護者の経済的負担を軽減する特別支援教育就学奨励費に要する扶

助費など３５３万７，０００円を計上しました。 

説明欄（３）小学校教材用品整備事業では、各学校の教材に要する需用費や備品購入費など、

前年度比２４５万円増の６１１万１，０００円を計上しました。主な増加の要因は、指導者用

デジタル教科書に要するライセンス使用料の追加によるものです。 

説明欄（５）小学校多様な学び推進事業ですが、令和６年度まで事業がありました小学校キ

ャリア教育推進事業、総合的な学習の時間交付金、食育推進事業及びスキー授業推進事業の４

事業を統合したものです。本事業では、これまで実施してきましたキャリア教育、総合的な学
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習の時間、食育推進、スキー事業推進の４事業に要する講師謝礼、消耗品代及び各学校に対す

る交付金など、１９２万３，０００円を計上しました。 

説明欄（９）小学校図書室システム化事業では、美瑛小学校及び東小学校に導入しておりま

す図書館システムに要する委託料とソフトウエアライセンスに係る使用料として、前年度比７１

万９，０００円増の９５万６，０００円を計上しました。主な増加の要因は、当該システムに

要するパソコンなどを新たに更新することによるものです。 

次に、予算書の１６３頁、１６４頁になります。第３項中学校費、第１目学校管理費です。

前年度比２８６万７，０００円増の６，０３２万５，０００円を計上しました。説明欄（２）

中学校施設改修事業では、美瑛中学校の街灯設置及び美馬牛中学校の給水ポンプユニットの交

換に係る工事請負費として、前年度比１６７万６，０００円増の３０７万６，０００円を計上

しました。 

次に、第２目教育振興費です。前年度比２，０７８万６，０００円増の３，８０８万７，０００

円を計上しました。説明欄（１）中学校情報教育推進事業では、ＧＩＧＡスクールネットワー

ク回線に要する通信費、ｅラーニングと各種ライセンスに要する使用料及び賃借料及びＧＩＧＡ

スクール情報端末の更新に要する備品購入費など、前年度比２，１０７万３，０００円増の 

２，３５５万５，０００円を計上しました。主な増加の原因は、小学校費と同様で、ＧＩＧＡ

スクール情報端末の更新に要する備品購入費の増によるものです。 

説明欄（３）中学校支援教育推進事業ですが、小学校費と同様に、令和６年度まで事業があ

りました通級指導推進事業と統合しました。本事業では、すだちの教室に要する消耗品費及び

支援学級に要する消耗品、備品購入費、支援学級に在籍する生徒の保護者の経済的負担を軽減

する特別支援教育奨学奨励費に要する扶助費など２２７万７，０００円を計上しました。 

次に、予算書の１６５頁、１６６頁になります。説明欄（４）中学校多様な学び推進事業で

すが、令和６年度まで事業がありました。キャリア教育推進事業、総合的な学習の時間交付金、

及び付事業推進事業の３事業を統合したものです。本事業ではこれまで実施してきました、キ

ャリア教育、総合的な学習の時間、スキー授業推進の３事業に要する講師謝礼、消耗品代及び

各学校に対する交付金など、３１５万円を計上しました。 

説明欄（９）部活動促進事業は、部活動の活動費と、中学校体育連盟及び吹奏楽連盟が主催

する全道大会等出場を見越した交付金として、令和６年度同様、１，６６８万円を計上しまし

た。 

以上で、教育委員会管理課所管の予算概要について説明を終わります。なお、今回予算策定

に当たり全体の見直しを図り、性質が似ている事業についていくつか統合した旨、説明させて

いただきましたが、これによりまして、取りやめた事業内容はございません。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 図書館長。 

○図書館長 引き続き、教育委員会図書館所管の令和７年度予算に係る事業概要を説明いたしま

す。予算書は１６９、１７０頁となります。第１０款教育費、第４項社会教育費、第３目図書

館費です。前年度に比較し１，３４６万８，０００円増の３，９７１万７，０００円を計上い

たしました。 

説明欄につきましては主なもののみ読み上げさせていただきます。説明欄（１）図書館管理

運営事業は、協議会委員と会計年度任用職員の報酬、共済費、手当などほか、消耗品施設の管

理に要する費用や、読書活動の推進と図書館の利用を促進する事業に係る経費等を計上してお

ります。 

（２）図書購入事業は、一般書から、視聴覚資料雑誌などの購入費を計上しております。 

（３）図書管理事業は、図書館の貸出し返却に係る電算システムの保守委託料を計上してお

ります。 

（７）図書システム更新事業は、令和元年度に導入した図書館と市街地小中学校３校の資料

管理、貸出 

返却等に使用するシステムのサポートが切れるため、システム及び機器の更新を行う費用を

計上しております。 

以上となります。どうぞご審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（山本賢一議員） それでは、予算書の１５１頁から１５４頁まで。第１０款教育費、

第１項教育総務費、第１目教育委員会費及び第２目事務局費についての質疑を許します。質疑

ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１５５頁及び１５６頁、第３目学級、学校給食費及び第４目教員住宅管理費

についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１５５頁から１５８頁まで。第５目通学自動車運行費及び第６目学童保育費

についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） ２番、桑谷です。１５５頁の、１０款１項５目通学自動車運行費につ

いて。説明欄１、スクールバス運行事業費について、予算で７，５００万ぐらいで、前年度は、



 

－ 73 － 

６，０００万ぐらいだったんですけど、さっき説明もありましたけど、もう一度増員の説明を

ちょっとお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 次長。 

○スクールバスセンター次長 まず、昨年度より、大幅に上がりました人件費のほうの報酬と手

当、こちらのほうが１，３００万程度上がっております。そして、バスセンターの改修事業の

トイレ工事に６３０万を計上しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） このバスセンター元はもう国鉄バスのね、国鉄バス、学校にそういう

中でありましては、私言いたいのはもう、スクールバスね、スクールバスの運行に今町がやっ

てますけどね。どうですか。民営化にやる方法を考えたらいかがかなと思ってますよ。美瑛町

の地元にも受皿ありますしね。これ７，０００万、８，０００万、だんだんなってくる。もう

民間に委託して、少し経費も安くなると思うんですけど、その辺民間委託する考えはあるかな

いか、ちょっとお聞きします。難しい問題だと思いますけど、よろしくお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 次長。 

○スクールバスセンター次長 その件に関して今後ちょっと検討していくことかなと思ってお

ります。以上となります。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１５９頁及び１６０頁。第２項小学校費、第１目学校管理費についての質疑

を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） １款２項１目小学校管理費、１の１小学校施設改修事業。９０万ちょ

っとのものですけれど改修工事、どんなものがあるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 総務係長。 

○総務係長 小学校施設改修事業の改修工事費につきましては、美瑛小学校におけるですね、学

校施設のガス配管の老朽化に伴いまして、その配管をですね、更新する工事となっております。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 美瑛小だと、今あそこの用具倉庫のところが雨漏りがひどくてひどく

てって去年私言われてですね、そういうところも少しいろいろ中に入れてるもんが全部びしょ

ぬれになっちゃうっていうような話も聞いてるんで、そういうところも少しずつ見ていってい

ただければと思うんですけれども。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 総務係長。 

○総務係長 そちらにつきましては、この説明欄で言います（２）の小学校管理運営事業の中の

ですね、修繕料等の執行状況を確認しながらですね、適宜必要か所を修繕していきたいと考え

ております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。よろしくお願いいたします。１０款２項２

目教育振興費、（５）番の奨学。 

○委員長（山本賢一議員） 青田委員。１目です。 

○委員（青田知史議員） 飛ばしたね。次お願いします。 

○委員長（山本賢一議員） よろしくお願いします。 

ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１５９頁から１６２頁まで。第２目教育振興費についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） おはようございます。よろしくお願いします。１０款２項２目教育振

興費、説明欄（５）番の小学校多様な学び推進事業と、１０款３項２目、中学校の同じですね

多様化、学びの学び推進事業とあわせてちょっと伺いたいんですけれども、それぞれ四つの事

業と三つの事業、合わさって、それで、名称が変わったというとらえていいのか、た。だやは

り多様なという風な言葉をですねつけた理由っていうのがあるものなのかまずちょっと伺いた

いと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 学務係長。 

○学務係長 それでは小学校多様な学び推進事業と中学校多様な学び推進事業の統合について
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ですが、内容の今までやっていた事業については変わらず実施しております。キャリア教育及

びふるさと学習、スキー学習のリフト代、総合的な学習の時間の交付金を支給しております。

それに合わせてですね、現代社会で多様な人材の確保が重要となっておりますので、異なる文

化や教育職力やスキルを持つ人々が協力できることで複雑な課題に対応できるということを

目標に、こちら統合して推進していきたいと考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。多様なって言葉って捉えがすごく難しくて幅広くな

るかと思うんですよね。あれ、ジェンダーであるだとか、その辺り昨今やっぱりなかなかです

ね、多様性、多様性っていうと、どんどん広がりを持たせてしまうようなそんな印象を私実は

持ってましてね、多様なというところでやっぱり令和７年度において、中身は変わらないとし

てもですねやっぱり多様性という言葉について、これも子どもたちにはどう伝えるかっていう

とこは、もしかしたら学校教育の多様性についてですね、逆にどのような捉えをされているの

か、ちょっと、大まかな話になるんですけれどもね、多様性学校教育でどのような教育してい

くのか、その辺りについて、今後の対応という言葉でちょっと伺いたいと思いますが。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 学務係長。 

○学務係長 多様な学びということで、教育現場での多様な学びが今後不可欠だと教育委員会と

しても受けております。受け止めておりまして、その部分については、総合的な学習の時間で

あったり、ふるさと学習、キャリア教育で、そういった多様な学習を推進していきたいと考え

ております。多様な人材として社会に貢献できるような指導とかをですね、先生とともに進め

ていきたいと思います。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。本当はまとも中学校のほうで聞けばいいかせっかく

だからでしたんでね、ここで聞くんですけれども。であればねやっぱ中学校においても、食育

っていうやっぱり食べることってか、生きることっていう風な私思い持ってます。いろんなこ

とも読んでもね。そうなってきた中学校においてもですね、やっぱり食育ってのが必要なんじ

ゃないかな。まして美瑛ってやっぱその食材をね、いろいろあって、それをどう食べていくか。

やっぱ経済的な事情だとかでなかなかこう食べることに対してですね、いろいろ格差が出てい

るようなそんなような世の中になってきてるんで、中学校においても多様な教育ということで、

多様な学びということであればですね、ぜひね、食育のほうも中学校に心がけるとかちょっと

気にとめておいてもらうようなことが必要なんじゃないかなと思うんですけどその辺りの考え
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を伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○教育委員会管理課長 そうですね。中学校の中で食育の事業がまずなかったということなんで

すけども、私もそのとおりだと思います。小学校、食育教育としまして小学校のほうでは、今

までもずっと実施してきていた経過があると思います。中学校もですね決してしなかったわけ

ではないという風に私は認識しております。毎日の給食であったりですね、社会科とか道徳と

かいろんな時間でですねそういった教育に触れるということはあったという風に私は思ってお

ります。ただ、そういったこともですね我々教育委員会としても常に忘れないようにですね、

今後もちょっと先生方とお話合いをしながら進めていければなという風に思っております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１６３頁及び１６４頁。第３項中学校費、第１目学校管理費についての質疑

を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１６３頁から１６６頁までの第２目教育振興費について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 確認させていただきたいんですけども、１０款３項２目１６６頁の中

学校多様な学び推進事業なんですけど、これキャリア教育、総合的な学習時間、スキー教室、

この三つを統合したって言ってんですけど、去年の予算から見ると、この三つで４，６００万

ぐらい４，７００万ぐらいあるんで、やっぱり６，６００万減額になってることになるんです。

なるのかなっていうごめんなさい、ごめんなさい。４７０、４７０万ぐらいなってるんで、こ

れ１５０万ぐらい減額になってるっていうことになってるんですけれども、これコスト減が何

か影響するということでもないっていうことですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 学務係長。 

○学務係長 中学校多様な推進事業の昨年度からの減額の内容につきましては、ふるさと。すい

ません。キャリア教育の講師をですね、今、美瑛町の森林組合さんと美瑛町長の講話、旭川開

発建設部っていう、お金のかからないところに、金額は発生しないところにお願いしている部

分がありまして、その分が減額しているなっているところと、あと修学旅行の交通費をここの
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科目から支出しておりまして、そちらがですね、学校の協力のもと、宿泊費を抑えていたりと

か、学校のほうでも、交通費とかのほうも抑えるような努力をしていただき、こういった減額

となっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○教育委員会管理課長 修学旅行と言ったんですが宿泊研修になります。２年生のキャリア教育

の宿泊研修事業のをちょっと見直したというところでございます。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） コスト削減の努力されてるのは確かに評価しますけれども、ちょっと

お金のかからない講師っていうのも確かにそれもいいんですけれど、お金をかけてきちんとし

た講師を呼ぶっていうのもやっぱり子どもさんたちには、役に立つことかなと思うんで、あん

まりこう、きつきつにこう削減、削減っていうことは別にあんまり教育で言われないと思うん

で、それなりにお金はかけてもいいっていうとおかしいですけれども、あんまりこうコストば

っかり意識しないで教育っていうものをきちんと考えてやっていければと思うんですけれど

も。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○教育委員会管理課長 説明の仕方が悪かったのかなという風に思います。お金のかからないと

いうのはちょっと乱暴だったかなという風に思いますけども、その時その時に適したですね、

講師のほうをお願いして、今後やっていきたいという風に考えております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ３款３項２目教育振興費、説明欄、笑顔であふれる育ちと学びのまち

の（１）の中学校情報教育推進事業と（３）中学校支援教育推進事業２点について伺います。

まず１点目中学校情報教育推進事業。これ小学校のほうも絡んで一緒な話にしますけれども、

要はＧＩＧＡスクールのところでいろいろ端末をですね、いろいろ調達、選定して調達してい

く。その中で旭川市のほうでですね、調達した、選定した機種についてちょっとやっぱりこう

あれいいんじゃないかこれ駄目じゃないのかって逆に、選んだことに対して、それはちょっと

議会で問題なったりそんな事案があったかと思うんですよね。要は中国製のそういうのを選ん

だことによって、なかなかこうこれ使い勝手悪いぞだとか、そういうことがね、ちょっと議会

で問題になった、そんなの聞いたことありましてね、今回また大きなお金で端末入れることに
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なりますけれども、どのようなものをですね、入れる予定でいるのか、機種の選定、当然契約

はこれからになるかと思いますけども、その選定についてですねまずどのような考えでいらっ

しゃるのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 学務係長。 

○学務係長 こちらＧＩＧＡ端末の機種についてですが、こちらですね、北海道の共同調達とい

うものを活用して、今回、ＧＩＧＡ端末の購入を進めております。こちらの活用することで、

補助金が３分の２支給されます。こちらの共同調達はですね、北海道が業者さんを入札によっ

て決めていただいて、あと国からもですね文科省のほうから、最低基準とか、そういったスペ

ックであったり、フィルタリングの最低基準を守り、守るようにということで、基礎基準を設

けて、それにのっとった状態で北海道のほうで、業者の業者と機種のほう選定しております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。続いて質問を追加をして、支援教育推進事業につい

て伺います。特別支援教育就学奨励費についてなんですけれども、こちらのほうですね、厳し

い財源の中でやっぱりやりくりしてということなんで、やっぱりご家庭でもいろんなご苦労あ

りながらやってるかと思いますので、本当必要なものはしっかり十分にですね、きちんとそう

いう奨励費のほうで賄うようなことですね、支援のほうをしていただきたいなと考えているん

ですけれども、現状小学校もそうですし、中学校もそうなんですけれども、そのご家庭のリア

クションといいますかね、これの奨励費出して、それに対してどのようなですね、感想、例え

ば、いやもう少し増やしてもらったらありがたいんだけれどもとか、何かいろいろそういう何

か感想なり何かそういう何か、逆に要望なり、そういうのがあるものかなとか、どのような反

応があるのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 支援係長。 

○支援係長 今年度の実績でいきますと、大体９０名ほどの申請を頂いているところなんですが、

学用品費ですとか、修学旅行ですとか、あるいはスキーを、こういったものに対しての補助、

助成を行っているところです。特にですね、今のところは教育委員会のほうに対して金額を上

げてほしいとかそういった声は今は頂いていないという状況です。 

（「はい」の声） 

○学務係長（水野太喜君） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。これちょっと前年度のほうとの予算の比較ですねし

てないんですけども、やっぱりその物価高騰だということであれなんすけど、これ、今年度と、
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ごめんなさい。来年度、令和７年度で、１人当たりのあれでカウントすると、その差額という

かそういうのは、増えてるのか。ほぼ同水準なのか、その辺りのところ分かれば教えてくださ

い。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 支援係長。 

○支援係長 毎年春頃にですね、こちらの特別支援の奨励費ですけども、２分の１は国のほうか

ら補助がございまして、毎年金額が改定するものもございます。予算的な部分でお話をさせて

いただきますと、ほぼ今年度と同じ金額を計上させていただきます。ただ、今年度につきまし

ても、こちら奨励費予算が不足しまして、補正をさせていただいたという経緯もございますが、

状況としましてはですね、その年によっても、やはりスキー用具とかは３年に１回の補助とい

うことになってますので、全く申請が少ない年もあれば、申請が偏ってですね、多くなるとい

うところもございますので、その年その年によって必要に応じてですね、補正をさせていただ

くような状況でございます。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１６９頁及び１７０頁、第４項社会教育費、第３目図書館費についての質疑

を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田です。よろしくお願いいたします。１０款４項３目図書館

費、（１）図書館管理運営事業について伺います。管理運営事業というよりは、図書館本当にい

ろいろ頑張っていらっしゃるなと印象持ってますけども、特に夜間のですね延長で利用される

方も最近増えてきているのかなと。職員の方のですね、負担が多くなってるんじゃないのかな

というような勤務時間のシフトの調整がいろいろ難しいとこあるんじゃないかなと思うんです

けれども、夜間の延長でですね、どれぐらいの方が、その延長されてる時間帯にこられて、そ

の辺り、まず伺いたいと思います。どのような利用になっている伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 館長。 

○図書館長 毎週水曜日がですね１時間夜間延長させていただいてるんですけども、６時から１

時間延長した閉館７時までの季節によって、例えば農作業の関係があって秋口をちょっと取ら

れないとかありますが、実感としては大体２０名程度の方がですねご利用頂けるんではないか

と思います。シフト、先ほどご心配頂いた職員の負担についてですが、基本的には私が対応実
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はしておりまして、通常のここに今日２名ほかに職員おりますけども、その職より私は１時間

遅れてですね登庁して１時間遅く帰るという風になっておりますので、新たな費用の負担とか

ございませんし、特に肉体的ななんでしょう。疲労とかそういうのも特にはございませんでよ

り多くの方にですね延長することによって、使っていただければ、図書館として訪問かと考え

ております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。それとあわせてなんですけども図書館、やっぱり地

域の方にも支えられてるんすけど、いろいろこう本のですね、図書購入費のほうで聞きたいの

かもしれないですけどもね。寄附だとかやっぱそういうのが本当に年々増えてってるっていう

そのような印象を持っています。その辺りですね資料等あればですね、どのようなものがどれ

ぐらい寄附で、そして実際図書館でね、利用されてるのか、どの辺、その辺りの寄附の状況に

ついて伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 館長。 

○図書館長 寄附に関しまして今年はまだ年度途中でございますので、概数値になりますけども、 

今年は本や漫画、ＤＶＤ等もございますけど、合わせて４，３６６件、６冊といいましょうか、

頂いております。ちなみに、去年はといいますと２，９９０ですから大幅な増ということにな

ろうかと思います。ただ、さらに更に遡りますと、令和４年度は７，０００という風に年によ

ってですね何といいましょうか。変動がかなり激しい部分はございますが、先ほど青田委員が

おっしゃられましたようにホームページでその後広く募集をしている関係もあるのでしょう

が、道外から比較的大口でですね毎年頂いてることもございまして、その方はですね今年、毎

年たくさん頂いてる方で、令和６年度でいきますと１６冊頂いております。で、さらに遡ると、

昨年は２６冊、さらに一昨年は、１０６冊とちょっと数が減っているかのようには見えますけ

ども、総数でいきますと昨日までに１５２冊、１５２件といいましょうか。頂いておりまして、

本当にちょっと野暮な話でございますが、金額をちょっと当然本の裏に金額載ってますので、

それを指していきますと今までの累計で、３２万６，０００円と、もう非常にありがたいご寄

附頂いておりまして、あとそのほかには、これはちょっと個人名といいましょうか、ｍｍなど

言っても差し支えないかと思いますけども、美瑛町出身の漫画家の今芋畑サリーさんという女

性の方がいらっしゃるんですけども、その方のお母様からですね昨年は２０９冊ですか。その

先生の著作物をですね頂いたりですね。あと町内の大口の方からも、１００冊単位で頂くなど

ですね、管内にホームページで募集する以外にもですね管内にも、ご寄附を受けておりますと

いう方で、形でですねＰＲしておりますので、それが徐々に浸透していってですね多くの方に
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ですね、支えられているのではないかという風に考えております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） 僕も図書館費ですけども、これ、前に聞いて、去年だったか聞いたと

きに、かなり蔵書が増えていて、古本市なんかで出しててもなかなか減らないっていう話もさ

れてたんですけども、これ、そのうち書庫の増設みたいなものっていうのもそろそろ考えてい

らっしゃるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 図書係長。 

○図書係長 今のところですが、増設については考えておりません。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ある程度まだ余裕があるっていう形でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 図書係長。 

○図書係長 閉架書庫については、まだ余裕がある状態ですので、中途中途を配置すべきものは

廃棄したりもしますので、確保できなくなった状況が発生し次第、そういったことを考えるべ

きかなと思っております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで教育委員会管理課及び図書館所管の歳出に関する審査を終わります。 

暫時休憩します。管理課・図書館の皆さんご苦労さまでした。 

休憩宣言（午後２時５０分） 

（教育委員会管理課・図書館説明員 退室） 

（建設水道課説明員 入室） 

再開宣言（午後２時５２分） 

○委員長（山本賢一議員） 建設水道課の皆さんよろしくお願いいたします。 

休憩、休憩前に引き続き委員会を再開します。 

次に、建設水道課所管の予算内容について、建設水道課長及び水道整備室長の説明を求めま

す。 

（「はい」の声） 

建設水道課長。 
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○建設水道課長 よろしくお願いします。令和７年度建設水道課所管の予算につきまして、その

概要をご説明申し上げます。初めに、建設水道課所管の予算をご説明させていただきましてそ

の後、水道整備室所管の予算につきましてご説明いたします。 

それでは、予算書に沿ってご説明させていただきます。初めに、予算書９５頁になります。

第４款衛生費、第１項保健衛生費、第６目環境衛生費のうち、説明欄（２）の合併処理浄化槽

設置整備事業につきまして、浄化槽設置費補助金です。説明欄（３）の浄化槽保守管理協議会

補助事業につきましては、浄化槽保守管理協議会の補助金となっております。（２）（３）の小

事業予算総額は前年度比９１万４，０００円増の２，２９５万６，０００円の計上となりまし

た。 

次に、１０９頁、予算書１０９頁になります。第６款農林水産業費、第２項耕地費、第２目

農道整備費になります。説明欄（１）農道管理事業につきましては、土地改良事業団体連合会

と積算システム保守管理に係る負担金で前年度同額の２８万円を計上いたしました。 

次に、予算書の１３７頁になります。第８款土木費です。土木費のうち、予算書の１４７頁、

住民生活課所管の第５項住宅費を除き、建設水道課所管の土木費総額は、前年度比３億４，４１４

万５，０００円減の１０億３，１３１万２，０００円を計上しました。減額の主な要因といた

しましては、町道３線の村山線、町道新星線、町道美沢１８線改良舗装、事業の整備事業完了

に伴う減額となっております。  

それでははじめに、予算書の１３７頁、第１項土木管理費、第１目土木総務費になります。

土木総務費では、前年度比９９４万７，０００円増の４，１３６万９，０００円を計上いたし

ました。増額の主な要因は、会計年度任用職員に係る人件費の増及び説明欄（７）におきまし

てこれまで、紙媒体で管理してきた道路や橋梁、都市計画に関する資料につきましてデジタル

技術を活用した管理システム地図情報システム導入事業の新規計上によるものです。なお説明

欄（３）住宅リフォーム等助成事業の詳細につきましては、事業概要書３０頁になります。 

次に、予算書の１３９頁、第２項道路橋梁費、第１目道路維持修繕費であります。説明欄（１）

及び（２）の事業につきまして町道の維持修繕に要する委託料や、修繕工事費等を計上しまし

て、街路樹整備といたしましては引き続き、既存街路樹の剪定などの維持管理及び植栽等に係

る経費を計上しました。丸山通り線道路長寿命化事業が令和６年度で事業完了したことにより

まして、前年度予算額より２，３３８万３，０００円減の１億５９４万９，０００円を計上し

ました。 

次に、第２目道路新設改良費になります。令和６年度３路線事業完了による前年度比５億 

１，１５０万４，０００円減の２億２，９４２万１，０００円を計上いたしました。説明欄（２）

から（７）までの道路改良舗装事業のうち、新規事業といたしまして、（５）新区画第１支線、

（６）第２号幹線、（７）美沢１２線の３路線に係る新規改良舗装事業を計上しました。なお、
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説明欄（２）及び（４）から（７）の事業の詳細につきましては、事業概要書の３１頁から３５

頁になります。 

次に、予算書１４１頁、第３目橋梁維持修繕費になります。説明欄（１）橋梁維持修繕事業

では、橋梁の舗装段差すりつけ及び橋梁の定期点検５強の修繕工事に係る予算を計上しました。 

次に、第４目除雪対策費になります。説明欄（１）除雪対策事業では、車道４０５路線、歩

道５２路線、公共施設８４か所の除排雪等に係る経費、説明欄（２）流雪溝維持管理事業では

流雪溝の維持管理に係る経費、新規事業といたしまして、（３）雪寒建設機械整備事業におきま

して、ロータリー除雪車の更新に係る予算を計上しております。 

次に、第５目交通安全施設費になります。説明欄（１）交通安全施設整備事業では、焼き砂

購入や防護柵、道路区画線などの補修に係る経費を計上し、（２）街路灯管理事業では、公設街

路灯の電気料や修繕に係る経費経費、また、（３）街路灯ＬＥＤ化事業では、防犯協会で実施す

る街路灯のＬＥＤ化事業に対する補助金を引き続き計上しました。以上、第２項道路橋梁費の

総額は前年度比４億２，３０２万７，０００円減の７億８，７０５万２，０００円となりまし

た。 

次に、予算書の１４３頁、第３項河川費、第１目河川費になります。説明欄（１）河川管理

事業では樋門樋管操作管理に係る報償や稼働か所整理の修繕費、白金流路工管理に係る経費な

どを計上し、前年度比２４万５，０００円増の４５３万８，０００円を計上しました。 

次に、予算書の１４５頁、第４項都市計画費になります。第４項都市計画費、第１目公園費

は、説明欄１の（１）千代田公園改修事業を含めた総額といたしまして、前年度比５，０３３

万円増の１億５，５３５万３，０００円を計上しました。第１目公園費につきまして、説明欄

２の（１）につきましては、街区公園等の維持管理に要する経費を経費を計上し、（２）におき

ましては、公園施設遊具の長寿命化点検に係る経費、（３）におきましては、本通等のポケット

スペースの維持管理に要する経費を計上しました。新規事業になります。（４）くるみ公園改修

事業では遊具の更新に係る経費を計上しております。事業の詳細につきましては事業概要書３７

頁になります。第２目街路事業費では、継続事業の旭町３・４丁目６号線道路改良舗装事業、

新規事業として花園１丁目２番線道路改良舗装事業を計上しました。事業の詳細につきまして

は事業概要書３８頁から３９頁になります。 

次に、予算書の１７７頁、第１３款災害復旧費、第１項公共土木施設災害復旧費になります。

予算概要は、科目設定及び北海道災害復旧促進協会負担金になります。 

以上で水道整備室所管分を除く建設水道課所管令和７年度予算の概要になります。ご審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 水道整備室長。 
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○水道整備室長 続きまして、水道整備室所管の令和７年度予算につきましてご説明を申し上げ

ます。はじめに一般会計予算でございます。予算書は１１１頁になります。第６款農林水産業

費、第２項耕地費、第３目基幹水利施設管理費です。基幹水利施設管理費では前年度比、１４７

万５，０００円増の３，１３４万９，０００円を計上しました。内訳は、白金ダム等の基幹水

利施設管理に伴う地、職員の人件費、施設の保守、調査点検整備委託料及び修繕料等の費用と

なっております。増額の主な要因は、配置職員の変更に伴う人件費の増、３年ごとに実施する

堤体変異間測量に伴う委託料の増によるものでございます。一般会計予算については以上でご

ざいます。 

続きまして白金泉源、水道、公共下水道、水力発電の４事業会計予算につきまして、ご説明

申し上げます。はじめに白金泉源事業特別会計予算についてご説明いたします。 

予算書は２０３頁から２１９頁になります。令和７年度歳入歳出予算の総額はそれぞれ前年

度比、７１万円増の２，０４３万円を計上しました。はじめに歳入についてご説明いたします。 

予算書は２０９頁になります。第１款分担費及び負担金は、前年度比４，０００円増の 

５，０００円を計上しました。 

第２款泉源使用料は、前年度比４５万７，０００円増の１，６３６万８，０００円を計上し

ました。増額の主な要因は、前年度実施の低温対策バイパス工事によりイオンが安定したこと

によるものでございます。 

第３款繰入金は、前年度比２４万９，０００円増の４０５万５，０００円を計上しました。 

第４款繰越金及び第５款諸収入は前年同額でそれぞれ１，０００円を計上しました。 

次に、歳出についてご説明いたします。予算書は２１１頁になります。第１款総務費は、前

年度比５８万５０００円減の４４７万９，０００円を計上しました。減額の主な要因は、配置

職員の変更に伴う人件費の減によるものでございます。 

第２款泉源施設費は前年度比１２９万５，０００円増の１，５８９万５，０００円を計上し

ました。増額の主な要因は、各泉源栓のポンプ作動に関わる電気料及びポンプの購入に係る備

品購入費の増によるものでございます。 

次に、予算書の２１３頁になります。第３款公債費５，０００円、第４款基金積立金１，０００

円、第５款予備費５万円はそれぞれ前年度同額を計上しました。以上が白金泉源事業特別会計

予算の内容でございます。 

次に、水道事業会計予算についてご説明いたします。予算書は２２０頁から２５０頁になり

ます。令和７年度の水道事業会計は、業務の予定量として給水戸数４，３２９戸に対して、年

間総給水量１００万立方メートルの給水を予定しており、主な建設改良事業としては、配水管

布設替工事、配水池接合井に係る水位調整弁の更新工事及び水系の新設工事を予定しておりま

す。 
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それでは、収益的収入及び支出からご説明いたします。予算書は２２６頁になります。収入、

第１款水道事業収益では、前年度比８７４万４，０００円増の３億１，４２１万８，０００円

を計上しました。第１項営業収益では、水道使用料、給水装置工事等手数料、量水器売払い代

を計上し、前年度比２１０万２，０００円増の２億３，８３０万８，０００円を計上しました。

第２項営業外収益は前年度比６６４万２，０００円増の７，５９０万７，０００円を計上しま

した。増額の主な要因は、下水道料金徴収事務負担金の増によるものでございます。第３項特

別利益は前年同額の３，０００円を計上しました。 

次に、支出でございます。予算書は２２７頁になります。支出。第１款水道事業費用は、前

年度比８７４万４，０００円増の３億１，４２１万８，０００円を計上しました。第１項営業

費用は前年度比９２０万９，０００円増の３億１，２１２万２，０００円を計上しました。第

１目原水及び浄水費は、浄水場に関わる維持管理費等で前年度比４６万７，０００円減の 

４，８６０万８，０００円を計上しました。 

次に、２２８頁になります。第２目配水及び給水費は前年度比３２０万６，０００円増の 

４，５９４万５，０００円を計上しました。増額の主な要因は、配水池の機械清掃に係る委託

料、量水器の単価上昇に伴う取り替え及び材料費の増によるものでございます。 

次に、２２９頁になります。第３目葬係費は前年度比５４０万４，０００円増の５，５７７

万６，０００円を計上しました。増額の主な要因は、検針徴収システムの移行業務の委託料等

の増によるものでございます。 

次に、２３０頁になります。第４目減価償却費は前年度比１０６万６，０００円増の１億 

６，１３８万６，０００円を計上しました。 

次に、２３１頁になります。第５目資産減耗費は、前年同額の４０万７，０００円を計上し

ました。第２項営業外費用は、起債償還利子等を計上し、前年度比４６万５，０００円減の 

１５８万７，０００円を計上しました。第３項特別損失９，０００円、第４項予備費５０万円

はそれぞれ前年同額を計上しました。 

次に、資本的収入及び支出についてご説明いたします。予算書は２３２頁になります。収入、

第１款資本的収入は、前年度比１億１６４万３，０００円増の１億４，７７６万２，０００円

を計上しました。第１項企業債は１億７０万円増額の１億２，１００万円を計上しました。増

額の主な要因は、配水管布設後、布設替工事に係る水道事業債の増によるものです。第２項一

般会計補助金は前年度比６４万３，０００円増の２，１５１万１，０００円を計上しました。

第３項負担金は、前年度比３０万円増の５２５万円を計上し、第４項固定資産売却代金は前年

同額の１０００円を計上しました。 

次に、予算書の２３３頁になります。支出第１款資本的支出は、前年度比８，６１６万 

２，０００円減の２億４万５，０００円を計上しました。第１項建設改良費は前年度比８，２３２
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万３，０００円減の１億６，３６１万８，０００円を計上しました。減額の主な要因は、本町

地区浄水場耐震診断業務及び工事請負費の減によるものでございます。第２項固定資産購入費

は、前年度比２２万円増の１４４万９，０００円を計上しました。第３項企業債償還金は、前

年度比４０５万９，０００円減の３，４９７万８，０００円を計上しました。 

以上が、水道事業会計予算の内容です。 

次に、公共下水道事業会計予算についてご説明いたします。予算書は２５１頁から２８３頁

になります。令和７年度の公共下水道事業会計は、処理戸数３，２５２戸に対して年間送水年

間総処理水量６０万立方メートルの処理水量を予定しており、主な建設改良工事として公共桝

の新設及び、未普及区域への下水道新設工事等を予定しております。 

それでは収益的収入及び支出から説明します。予算書は２５７頁になります。収入、第１款

下水道事業収益では、８３８万円減の４億４，４７０万４，０００円を計上しました。第１項

営業収益は、前年度比３５６万４，０００円増の１億３，１１６万７，０００円を計上しまし

た。増額の主な理由は、下水道使用料及び雨水処理負担金の増によるものでございます。 

第２項営業外収益は、前年度比１，１９４万４，０００円減の３億１，３５３万４，０００

円を計上しました。減額の主な要因は、一般会計補助金及び社会資本整備総合交付金等の減に

よるものによるものです。 

第３項特別利益は、前年同額の３，０００円を計上しました。次に支出でございます。予算

書は２５９頁になります。第１款下水道事業費用は前年度比８３８万円減の４億４，４７０万

４，０００円を計上しました。第１項営業費用は前年度比５０２万５，０００円減の４億 

３，３１６万７，０００円を計上しました。第１目管渠費は前年度比２２万１，０００円増の

６３４万６，０００円を計上しました。第２目処理場費は前年度比４３５万２，０００円減の

７，３０４万４，０００円を計上しました。減額の主な要因は、下水処理場汚泥脱水機の点検

整備業務完了による委託料の減によるものでございます。 

第３目コンポストヤード費は前年度比１３４万４，０００円減の２，９４０万３，０００円

を計上しました。減額の主な要因は、電気料及び薬品費の調整による減によるものです。 

第四つ目、総係費は前年度比１４８万３，０００円増の６，９６９万６，０００円を計上し

ました。増額の主な要因は、水道事業会計徴収等事務負担金の増によるものです。 

第５目減価償却費は１０３万３，０００円減の２億５，４０４万８，０００円を計上しまし

た。 

第６目資産減耗費は前年度同額の６３万円を計上しました。第２項営業外費用は３３５万 

５，０００円減の１１０２万９０００円を計上しました。減額の主な要因は、企業債償還利子

の減などによるものです。 

第３項特別損失８，０００円、第４項予備費５０万円はそれぞれ前年同額を計上しました。 
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次に、資本的収入及び支出の収入についてご説明いたします。予算書は２６５頁になります。

第１款資本的収入は、前年度比７３２万７，０００円増の１，２６１万４，０００円を計上し

ました。増額の主な要因は、補助対象事業の増に伴う企業債、国庫補助金の増によるものです。

第１項企業債は新設科目で５１０万円を受け、５１０万円を計上しました。未普及区域への下

水道新設工事に伴う、下水道事業債の計上です。 

第２項他会計補助金は、前年度比７０万円増の５９８万６，０００円を計上しました。 

第３項国庫補助金は、新設科目で１４３万円を計上しました。普及区域への下水道新設工事

に伴う社会資本整備総合交付金の計上です。 

第４項負担金は、新設科目で９万７，０００円を計上しました。未普及区域への下水道整備

に伴う受益者負担金の計上です。第５項固定資産売却代金は、科目設定で前年同額の１，０００

円を計上しました。 

次に、支出になります。予算書の２６６頁になります。第１款資本的支出は前年度比１００、

失礼しました。１，８０７万７，０００円増の１億２，６４１万円を計上しました。第１項建

設改良費は、２，５３４万７，０００円増の３，１３４万円を計上しました。増額の主な要因

は、道道十勝岳温泉美瑛線無電柱化事業に伴う下水道管路移設実施設計に関わる委託料及び下

水道新設工事に係る工事請負費の増によるものです。 

第２項固定資産購入費は、新設科目で１７１万８，０００円を計上しました。下水処理場に

て必要な機器類の更新によるものです。 

第３項企業債償還金は、前年度比８９０、８万８，０００円減の９，３３５万２，０００円

を計上しました。以上が公共下水道事業会計予算の内容です。 

続いて、水力発電事業会計予算についてご説明申し上げます。予算書は２８４頁から３０７

頁になります。令和７年度の水力発電事業会計は最大出力９００ＫＷｈ、発電期間は令和７年

４月１日から令和８年３月３１日のうちかんがい期間の１９０日間を予定しております。 

それでは収益的収入及び支出の収入から説明いたします。予算書は２８９頁になります。収

入、第１款電気事業収益では、前年度比６５２万６，０００円減の６，０２４万２，０００円

を計上しました。 

第１項営業収益は、前年度比６５２万６，０００円減の２，４１３万１，０００円を計上し

ました。 

第２項財務収益、１，０００円。第３項、事業外収益３，６１０万７，０００円、第４項特

別利益３，０００円はそれぞれ前年同額を計上しました。 

次に、支出でございます。予算書は２９０頁になります。支出、第１款電気事業費用は、前

年度比１，３７５万６，０００円減の６，０２４万２，０００円を計上しました。 

第１項営業費用は前年度比１，３９０万６，０００円減の５，８９８万２，０００円を計上
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しました。 

第１目水力発電費は、前年比１，３２３万２，０００円減の４，３８３万４，０００円を計

上しました。減額の主な要因は、発電の増食器修繕費の皆減によるものです。皆減によるもの

です。 

第２目相談費は前年度比２５万円増の２１２万円を計上しました。たく総量の増によるもの

です。 

第３目一般管理費は、前年度比９２万４，０００円減の１，３０２万８，０００円を計上し

ました。 

第２目財務費用は、前年同額の１，０００円を計上しました。 

第３項営業外費用は、前年度比１５万円増の１１５万７，０００円を計上しました。 

第４項特別損失２，０００円、第５項予備費１０万円はそれぞれ前年同額を計上しました。 

次に、資本的支出についてご説明いたします。予算書は２９３頁になります。支出、第１款

資本的支出、第１項建設改良費は、新設科目で１３０万円を計上しました。施設管理に必要な

車両購入費の計上です。第２項基金積立金は前年同額の１，０００円を計上しました。なお、

資本的支出収入については、割り当てる財源がなかったため、不足する額１３０万１，０００

円については、引き続き基金で補填することとしました。 

以上で水力発電事業会計予算の説明となります。 

これで水道整備室所管の各会計予算の説明を終わります。今後とも各会計の健全なる運営の

もと施設の安定的な管理運営を行ってまいります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（山本賢一議員） それでは、予算書の９５頁から９８頁まで、第４款衛生費、第１項

保健衛生費、第６目環境衛生費中、説明欄１、自然と共生し生活基盤が充実したまち、（２）

合併処理浄化槽設置整備事業及び（３）浄化槽保守管理協議会補助事業についての質疑を許し

ます。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。 

次に、予算書の１０９頁から１１２頁まで。第６款農林水産業費、第２項耕地費、第２目農

道整備費及び第３目基幹水利施設管理費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１１９頁から１２４頁まで。第７款商工費、第１項商工費、第３目観光費中、

説明欄（２）白金泉源事業特別会計繰出金について、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。 
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次に、予算書の１３７頁及び１３８頁、第８款土木費、第１項土木管理費、第１目土木総務

費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１３９頁から１４２頁まで。第２項道路橋梁費、第１目道路維持修繕費から

第３目橋梁維持修繕費まで質疑を許します。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ８款２項３目橋梁維持修繕費、１４２頁のですね（１）橋梁維持修繕

事業の整備工事１億２，６００万円のですね、工事か所あるいは工事の内容について説明をお

願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 道路河川係長。 

○道路河川係長 よろしくお願いします。橋梁修繕事業の工事のか所といたしまして、溝橋、新

栄鉄西線の溝橋、三愛跨線橋の横の橋なんですけども、そちらと新栄１号橋、美田３号橋、明

治１号橋、硫黄橋の５橋となっておりまして、その中で工事としておっきい工事となるのが、

白金にあります硫黄橋になります。そちらは伸縮装置の取り替えという工事を実施する予定で、

ましてほかの橋梁につきましては、下部工の断面保守、壊れてる部分のモルタル補修の工事と

なります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ５番、保田です。５橋ということで美瑛町内の８橋数ちょっと記憶し

てないんですけども、その中で順繰り順繰りそういった新築継ぎ手といいますか新築だとか、

道路、すりつけだとか、そういったモデル補修やっていくと思うんですけども、財源とかもい

ろいろあろうかなと思いますけど、財源的にはどういった財源を使われるということでしょう

か。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 道路河川係長。 

○道路河川係長 こちら、道路メンテナンス事業という、国の補助金を活用して実施しておりま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 補助率とかもあろうかなと思いますけども、そういった強靱化ってい
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いましょうか、そういった部分の補助率というのはどれぐらいな率で補助されるのでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 道路河川係長。 

○道路河川係長 国の補助金としては、令和７年度でいいますと、６３．８％となっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 美瑛も橋がかなり多くてですね、これから補修がどんどんどんどん増

えていくかなかなと思いますけれども、今後についてもですね、橋はですね、かなり老朽化す

ると危険になりますので、そういった部分をですねこまめに点検していただいて、危険のない

ようにこれからも進めていただきたいと、そんな風に思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 道路河川係長。 

○道路河川係長 ５年に１度の定期点検というのが義務づけられておりまして、令和６年度にで

すね、そちらの判定の悪い橋について、修繕計画を立てましたので、そちらに従って順次進め

ていくのと、定期点検５年に１回ありますので、安全な通行を確保できるよう努めてまいりま

す。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１４１頁及び１４２頁、第４目除雪対策費及び第５目交通安全施設費につい

ての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。よろしくお願いいたします。８款２項５目

交通安全施設費、説明欄（２）番の街路灯管理事業についてございます。こちらの修繕料とい

うことで１１０万円計上なってますけども、どのような修繕をですね、される予定になってい

るのか、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○建設水道課長補佐 よろしくお願いいたします。街路灯の修繕費になりますけれども、既存の

街路灯ございますけれども、そちらのランプが切れたりですとか、あと安定器の故障ですとか、

分電盤の故障があった際の修繕費ということで計上させていただいております。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。過去の一般質問でもですね、かなり老朽化した街路

灯がありますよということでご指摘させていただいて、それ、町内会と町のほうで、どちらが

受け持ってるかちょっとあんまり判明しなくなってるような、そういうか所もあるっていう風

に認識してんですけどね。その辺りで、老朽化しているですね、街路灯本体といいますか、そ

れに対しての何らかの修繕ですか、その辺りについてのお考えはあるのかどうか伺いたいと思

います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○建設水道課長補佐 街路灯につきましては、町のほうで管理している公設街路灯と、あと行政

区・町内会のほうで管理している街路灯という風にございますけれども、町のほうで管理して

いる街路灯につきましては、令和元年度からＬＥＤ化の事業を進めておりまして、順次更新の

ほうを行っているというところで、その事業の中で塗装工事ですとか分電盤の保守のほうは進

めているというような状況でございます。行政区・町内会のほうで管理している街路灯につき

ましては、ほとんどが電柱に添架されてるような小さい街路灯という風になるんですけれども、

そちらのほうについてはですね、ＬＥＤ化の推進ということで、町内会のほうからですね、そ

ういう要望があった際には町のほうからも支援しているというような状況です。あとご指摘の

中でですね、町内会の中でも老朽化しているハイウェイ灯を持っている街路灯というところで

そういう部分がございまして、中にはですねさびついていたりですとか、少し傾いていたりで

すとか、そのような状況も身うけられるなというところで認識はしてございます。その部分に

対する支援につきましては、今現状のルールではないといったような状況でございますので、

今後どのようにですね延命措置を図っていくかというところで検討してまいりたいという風

に思っております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） ２番、４目の除雪対策費の説明欄２番の流雪溝管理事業ね。本当にき

れいにしてますけどね。私はいつもきれいにしてますけど、夏が途中、空き地ちゅうかな、空

き地。空き地は、その所有者が、役場に頼むか何かしてやってるかもしれませんけどね。それ

と、町の土地。それどのように、やらない人もいれたんですけど、その辺町ではここはもう組

合か何かもしれませんけど、町でそういうアドバイスみたいなやってるんですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 維持係長。 
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○維持係長 よろしくお願いします。流雪溝本通りに設置しております、施設の中の空き地の投

雪のお話だと思います。空き地に関しましては、実際の実施される方がいないんですけれども、

基本的には昔からルールを設けておりますので、地域の方にお願いしているところでございま

す。なかなか地域の中でも高齢化でしたりとか、人数少なくなってきているというところもあ

りますので、施設管理している委託業者の中とも相談しながら、なかなか難しいところはそう

いったところを手厚く、作業しているというのが現状でございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） そうなんですけど、私はみたいな、きれいにしてるんだけど、途中途

中なってるから、やー見たくないなあってね。あれもっと直らんかなあというのはみんな町民

も思ってるんすけどね。その持ち主かどうか知りませんけど、きれいな人とか、きれいにして

いる人はがきれいにしてるんだけど、残ってるとこ見たら、特に目立つもんですから、そうい

うとこで役場で何かアドバイスしてるんかなと思って、そういうことを聞きたかったんです。

以上です。何かありましたけ。ありましたか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 維持係長。 

○維持係長 こちらのほうですね運営の協議会、設置しておりまして各地域から代表の方選出さ

せてしていただいてます。今の話ちょっと持ち帰りまして役員会等々でも再度、協議していき

たいと思います。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１４３頁及び１４４頁、第３項河川費、第１目河川費についての質疑を許し

ます。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１４５頁及び１４６頁。第４項都市計画費、第１目公園費及び第２目街路事

業費についての質疑を許します。ただし、公園費中、千代田公園改修事業を除きます。質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１７７頁及び１７８頁、第１３款災害復旧費、第１項公共土木施設災害復旧

費、第１目現年発生災害復旧費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、議案第２８号、令和７年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算についての審議審査を行

います。予算書の２０３頁、はじめに予算条文についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで予算条文についての質疑を終わります。 

次に、予算書の２０４頁及び２０５頁。第１表歳入歳出予算、歳入及び歳出についての質疑

を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２０６頁から２０８頁まで。歳入歳出予算事項別明細書の１総括歳入総括の

歳入及び歳出についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２０９頁及び２１０頁、歳入歳出予算事項別明細書の２歳入全款についての

質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書２１１頁から２１９頁まで。歳入歳出予算事項別明細書の３歳出全款及び給与

給与費明細書についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで議案２８号、令和７年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算の審査

を終わります。 

次に、議案第２９号、令和７年度美瑛町水道事業会計予算についての審査を行います。予

算書の２２０頁から２２２頁まで。はじめに予算条文についての質疑を許します。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めこれで、予算の条文についての質疑を終わります。 

次に、予算書２２６頁、令和７年度美瑛町水道事業会計と、失礼しました。水道事業会計予

算説明書の収益的収入及び支出の収入、第１款水道事業収益、第１項営業収益、第１目給水収

益及び第２目その他の営業収益についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

質疑ありませんか。質疑なしと認め、次に進みます。 
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次に、予算書の２２６頁、第２項営業収入、収益営業外収益、第１目他会計からの負担金か

ら第３項特別利益、第３目その他の特別利益までについての質疑を許します。質疑ありません

か。 

（「はい」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。次に進みます。 

次に、予算書の２２７頁から２２９頁まで、令和７年度美瑛町水道事業会計予算説明書の収

益的収入及び支出の支出、第１款水道事業費用、第１項営業費用、第１目原水及び浄水費及び

第２目配水及び給水費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。 

次に、予算書の２２９頁から２３１頁まで。第３目総がかり費から第５目資産減耗費までに

ついての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。 

次に、予算書の２３１頁、第２項営業外費用、第１目支出支払い利息及び企業債取扱い諸費

から第４項予備費、第１目予備費までについての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。 

次に、予算書の２３２頁、令和７年度美瑛町水道事業会計予算説明書の資本的収入及び支出

の収入、第１款資本的収入、第１項企業債、第１目企業債から第４項固定資産売却代金、第１

目固定資産売却代金までについての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。 

次に、予算書の２３３頁、令和７年度美瑛町水道事業会計予算説明書の資本的収入及び支出

の支出、第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目原水及び浄水設備工事費から第３項企

業債償還金、第１目企業債償還金までについての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） よろしくお願いいたします。資本的収入及び支出の資本的支出、建設

改良費、配水及び給水設備工事費の配水管布設替工事から量水器取替工事の中で、昨今の報道

によりますと、全国の自治体の上水、下水の管路の耐震化、その更新がですね、避難か所だと

か、そういう場所の対応が、全国的に５％ぐらいだという風にそういう報道がありました。そ

れで本町において、令和７年度の耐震、令和６年度の耐震診断業務、事業をやってですね、令
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和７年度でこの７７０メートルの中でですね、耐震に資する、そういう事業というのはあるも

のなのかまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 水道施設係長。 

○水道施設係長 よろしくお願いいたします。昨今のですね耐震化という形で、今年度におきま

して、上下水道一体化で耐震化を進めていくという風な国の示しがありましたので、それに基

づいて本町といたしましても排水等の更新については、耐震化を進めていくというところでご

ざいます。令和７年度の水道工事におきましては、中央通り線、南町栄町線、こちらの管路に

つきまして、耐震管路に替えていくというところでございます。今後もですねほかの更新か所

につきましては、今後も耐震管を使いまして、更新していくのが今後の維持管理それと費用を

抑えていくといいますか、長寿命化的な考えもございますので、そういうところで耐震管を使

って更新をしていく予定でおります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁いただきました。耐震化を進めると恐らく、費用負担っていうの

がですね、当然出てきますよね。昨今の報道で、プラス言われているのが、要は地方は財源な

いから国の事業としてやってもらえないかっていうのが、やっぱり全国の自治体からやっぱそ

ういう要望が出されていて、美瑛町においてもこれやっていくなかなか大変かと思うんですよ

ね、耐震化の完了ってなったら、やっぱりダクタイル鋳鉄管とかそういう丈夫なやつにしなき

ゃならないだとかってあるんですけど、上水道経営戦略、平成３１年ありましたけれども、そ

れに見合うような形で進めていけるのかより、ピッチ上げていかなきゃならないのか、どのよ

うな受け止めでいらっしゃるのか、伺いたいと。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 水道施設係長。 

○水道施設係長 耐震化につきましてはですね、現状で言いますと、なかなか本町において地震、

そういう災害的なものがすごい多いかと言われるとうちの美瑛町としては、地震的なものはち

ょっと少ないのかなという考えになりますが、今後どういう災害が起こるか分からない。そう

いうところで管路の強靱化というものが必要になってくるんですが、それを、財源がないとこ

ろで進めてくにしても限界がある。あと業者の問題等もございます。その中でいろいろ勘案し

た中で、どういう進め方がいいかというのを、今、今年度と次年度でですね基本計画等も立て

ておりますので、その中で今年度も町上水の耐震化というところで耐震のですね、診断を行っ

ております。その結果も踏まえてですね、全体の総合的なものを判断しながら今後の管路の進

め方等も考えて決定していきたいと思っております。以上です。 



 

－ 96 － 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。昨日の下川町１，５００戸、全世帯の９割、断水に

なって水が出なくなってですね。それで、役場の職員の方、一生懸命各戸に何ていうんだろう、

袋に入れた水配ってるだとかそういうような報道目にすると、やっぱり全国的に管路本当に老

朽化が進んでると。そんなことでやっぱりですね、水本当に生命につながる大事な、そういう

ところでですね衛生であることはもちろんなんだけれども、やはりきちんと安定供給されなき

ゃならないというところがありますので、その辺り本当に町として今後令和７年に限らず、１

番大きなですね、財源も含めて、これからお金かかってくる部分かもしれませんのでね。その

辺りもしっかりとですね、今、係長おっしゃってたように、進めていかなきゃないんじゃない

かと思いますけれどもね、安定供給ということで、下川町みたいなことが起きて本当にならな

いかと思いますね。不測の事態もあるかと思うんですけれども、その辺り、それを回避するよ

うなですね、しっかりとやってると思うんですけど、最後に伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員（青田知史議員） 室長。 

○水道整備室長 管路の破損による報道というのが、昨今、最近よく取り沙汰されていてという

ことで、美瑛町としても、毎年漏水か所発生しているというような状況もございます。先ほど

係長言ったようにですね、現在、水道事業の全体的な計画とそれと新たな経営戦略ということ

で作成をしておりまして、管路も含めて、浄水場の施設ですとか、配水池の施設ですとか、そ

ういったところの耐震化も含めてですね、総合的に町としてどのような給水体制でやるのが、

今後、安定供給に向けて適しているのかというところを判断して、適正に管路更新も含めて実

施していきたいと考えております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２３５頁から４２２頁まで、給与費明細書、企業債償還明細書及び債務負担

行為に関する調書についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次に移ります。次に進みます。 

次に、予算書の２２３頁から２２５頁まで。令和７年度美瑛町水道事業会計予算実施計画の

収益的収入及び支出と資本的収入及び支出についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 
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予算書の２３４頁、令和７年度美瑛町水道事業会計キャッシュフロー計算書についての質疑

を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２４３頁から２５０頁まで。令和７年度美瑛町水道事業会計予定貸借対照表、

令和６年度美瑛町水道事業会計キャッシュフロー計算書、令和６年度美瑛町水道事業会計予定

損益計算書、令和６年度美瑛町水道事業会計予定貸借対照対照表及び注記についての質疑を許

します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで議案第２９号、令和７年度美瑛町水道事業会計予算の審査を終わり

ます。 

次に、議案第３０号、令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予算についての審査を行います。

予算書の２５１頁から２５３頁まで。はじめに予算条文についての審議を許します。審議あり

ます。質疑ありません。すいません。予算条文について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで予算条文についての質疑を終わります。 

次に、予算書の２５７頁、令和７年度美瑛町公共下水道事業会事業会計予算説明書の収益的

収入及び支出の収入、第１款下水道事業収益、第１項営業収益、第１目下水道使用料から第３

目その他の営業収益までの質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２５７頁及び２５８頁、第２項営業外収益、第１目受取利息及び配当金から

第３項特別市営利益、第３目その他特別利益までについての質疑を許します。質疑ありません

か。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。 

次に、予算書の２５９頁から２６１頁まで。令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予算説明

書の収益的収入及び支出の支出、第１款下水道事業費用、第１項営業費用、第１目環境費から

第３目コンポストヤード費についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） よろしくお願いします。第１款１項１目管渠費についてお伺いをいた

します。管渠のですね、カメラ検査というのは、例年、過去からやってきてると思うんですけ
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ど、令和７年度の予定についてをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 次長。 

○水道整備室次長 よろしくお願いします。管渠のほうについては、大町のところを１，５００

メーターほど、メインは管路の清掃をメインとしてやる予定でいます。以上となります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ５番、保田です。過去からですね管渠については例年何年かのサイク

ルで全然町内のですね、下水道管渠の清掃と、カメラ検査と清掃。それから補修も含めてです

ね検査をずっと続けてきたと思うんですが、そのサイクルについては、どれぐらいのサイクル

で、管渠のための検査をやっていくという状況でしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 次長。 

○水道整備室次長 管渠の点検についてですが、ストックマネジメント計画の中で、前回のスト

ックマネジメント計画の令和２年から令和６年の間に、美瑛町の幹線の部分、６，７２９メー

ターの部分の点検を今はしたところであります。次期の令和７年度からについては、地域のス

トックマネジメント計画、令和７年度から１１年度で点検の計画をしています。大体、年間、

事業費で１，０００万から５００万の間で点検を行っていく予定でいます。点検のか所につい

ても、ストックマネジメント計画の中で、優先順位をつけて、重要度の高いところを優先的に

点検をしていく予定でいます。以上となります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 点検と点検か所の補修とセットでやっていくかなということになろう

かなと思いますけども、やはり管渠も古くにはもう多分、４０年以上経っているところも、パ

ーク敷設からですと５０年以上経ってるようなところもあるかなと思いますけれども、そんな

中でですね有収率っていうんですかね、いう有収水量と、それから、不明水浸入水ですとかそ

ういった部分の有収率っていうのは分かりましたらお知らせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 庶務係長。 

○庶務係長 よろしくお願いします。下水道事業の有収率についてですが、有収率は、処理水量

のおよそ６割となっておりまして、約４割が不明水となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 
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○委員（保田 仁議員） ５番、保田です。４割というのはかなり多いかなと思うんですけど、

これどんどん増えてる形でしょうか。それとも補修をしていくうちに少しずつ減ってるとか、

そこら辺の経過はいかがでしょう。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 庶務係長。 

○庶務係長 有収率については、推移は大きく変動しておらず、４割弱で継続しているような状

況です。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 保田です。大きくは変わってないというところですけども、やっぱど

んどんどんどん管渠古くなっていくと、少しずつでも増えていくのかなとそんな風に思ってお

ります。埼玉県ですとか道内でもね、管渠が脱落したりですね、そういったことで陥没したり

道路が陥没したり、しばらくの間下水道が使えないので、水道も同時に使えなくなるような、

水道・下水道が使えなくなると水道も使えないというようなそういう状況も発生しますので、

早め早めにですね補修のためのカメラ検査と、それから補修とそれから有収率も本当は、向上

させればいいんですだと思いますので、そこら辺の今後の対策等を考えありましたらお知らせ

ください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 次長。 

○水道整備室次長 不明水については、どうしてもマンホール化等の侵入水等ですね、全町から

集まってくるので増えてくる部分もあるんですけど、点検の中で、少しずつ解消していってい

るところであります。ただ点検についても、ストックマネジメント計画の中で、道外の事故の

ないようにですね、中央の高いところから順番に点検をしているところです。点検期間につい

ても、今のところ、緊急性のあるか所の修繕が必要だよっていう方が、今んとこはありません

ので、今のところ健全に管理してるのかなと思っています。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 過去の例でいけばですね街路樹の根っこがですね、管渠のＰＣ間ので

すね、に入り込んできてですね、大きく流下を阻害しているような例もありますので、こまめ

にっていいますかですねよりこまめに点検をしていただいて、維持管理に努めていただきたい

なと思います。よろしくお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 次長。 



 

－ 100 － 

○水道整備室次長 提携については委員のとおり、計画を持ってですね、事故のないように、健

全に点検をして管理をしたいと思っております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２６１頁から２６３頁まで。第４目総がかり費から第６目資産減耗費までに

ついて、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２６３頁及び２６４頁、第２項営業外費用、第１目支払い利息及び企業債取

扱い諸費から第４項予備費、第１目、予備費までについて質疑を許します。ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２６５頁、令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予算説明書の資本的収入及

び支出の収入、第１款予算、資本的収入、第１項企業債、第１目企業債から第５目固定資産売

却代金、第１目固定資産売却代金までについての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２６６頁、令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予算説明書の資本的収入及

び支出の支出、第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目管渠建設改良費から第３項企業

債償還金、第１目企業債償還金までについての質疑を許します質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田です。よろしくお願いします。予算説明書、資本的収入及

び支出の支出、２６６頁、管渠建設改良費、上段の説明欄上段の十勝岳温泉美瑛線下水道管路

移設実施設計業務について伺います。こちらの概要といいますか場所とですねどれぐらいの年

数でこの改良をやっていくのかという、その辺りについてまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 次長。 

○水道整備室次長 十勝岳温泉美瑛線の部分については、北海道のほうで無電柱化のほうを計画

してるとこですが、今現在設計のほうを上げているのが、本通から警察署までの５００メータ

ーで下水道管については、両側歩道に入ってますので、両側は合わせて１キロやる予定でいま

す。工事につきましては北海道の計画になりますので、今のところ、２５０メーター、５００
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メーター、来年、再来年ぐらい５００メーターぐらいやりたいという形で話は聞いてますけど、

詳細については、工事については今後、北海道と協議する予定でいます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。これこれまでね、なかったのが、道議が一生懸命頑

張ってそれで何ていうかな、防災の関係もあって、無電柱化がやりますよと。それで町のほう

ではこれまで、財政運営計画だとか、そういうあれには乗っかってなかった事業になりますよ

ね。それであれだけのことをやるんだったら結構ですねその財源っていうかそういうのをなか

なかこうね、大変な中出てくことが増えるんじゃないかなと思うんすけど、その辺りの何か見

込みというか、どのような受け止められてるのかまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 次長。 

○水道整備室次長 財源については、実施設計については、これはもう下水道の事業単費って形

になりますが、個人のほうについては、北海道の補償がもらえる形になりますので、一部減も

かかって減らされる部分ですけど、その中で事業費を充てたいと考えています。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） となると国道から将来的には国道から何ていうんだろう。警察署まで

の２キロ、１キロ、１キロぐらいかな、あそこ、両側２キロ分についての管路のそういう事業

については、町の支出ってのはあまり考えなくても良いというそういうような受け止めでよろ

しいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 次長。 

○水道整備室次長 一部、使用した年度で減らされる部分はあるんすけど、大部分は北海道の工

事費については北海道の補償でもらえると考えています。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２６８頁から２７５頁まで。給与費明細書及び企業債償還明細書についての

質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２５４頁から２５６頁まで。令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予算実施
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計画の収益的収入及び支出と資本的収入及び支出についての質疑を許します。質疑ありません

か。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２６７頁、令和７年度美瑛町公共下水道事業会計キャッシュフロー計算書に

ついての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２７６頁から２８３頁まで。令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予定貸借

対照表、令和６年度美瑛町公共下水道事業会計キャッシュフロー計算書、令和６年度美瑛町公

共下水道事業会計予定損益計算書、令和６年度美瑛町公共下水道事業会計予定貸借対照表及び

注記についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで議案第３０号令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予算の審査を終

わります。 

次に、議案第３１号、令和７年度美瑛町水力発電事業会計予算についての審査を行います。

予算書の２８４頁及び２８５頁。はじめに予算条文について質疑を許します。質疑ありません

か。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで予算条文についての質疑を終わります。 

次に、予算書の２８９頁、令和７年度美瑛町水力発電事業会計予算説明書の収益的収入及び

支出の支出の収入、第１款電気事業収入、第１項営業収益、第１目電気料から第４項特別収益、

第３目その他特別収益までについての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１３番、青田委員。すいません。１３番、高田議員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。収益的収入及び支出の収入の１款１項１目の電力

料について、お尋ねします。令和６年度では３，０６５万６，０００円の予算計上をなされて

いるところ、今年度２，４１３万と６００万ほどの減になっているんですが、何か大きな理由

があっての減なのでしょうか。お聞かせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 次長。 

○水道整備室次長 電力料の収入についてですが、電力料については、毎年、天気と売電の単価

によって大きく増減しています。直近でいえば、令和元年については、１，６００万ほど収入。
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去年でいけば、令和６年でいけば、すいません。言えば関連する２，５００万ですね、収入で

令和６年でいくと３，８００万ぐらいの収入があるところです。単価の設定するときに、どう

しても天気によって大きく増減があるので、今回の設定については、３条の収入

と電気事業収益と電気事業費用の単価を同額とするために、電力量で調整しているところです。

以上となります。 

○委員長（山本賢一議員） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２９０頁から２９２頁まで。令和７年度美瑛町水力発電事業会計予算説明書

の収益的収入及び支出の支出、第１款電気事業費用、第１項営業費用、第１目水力発電費から

第３目一般管理費までについての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。進みます。 

次に、予算書の２９２頁、第２項財務費用、第１目支払い利息から第５項予備費、第１目予

備費までについての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３９３頁、令和７年度美瑛町水力発電事業会計予算説明書の資本的支出、第

１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目固定資産購入費及び第２項基金積立金、第１目基

金積立金についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２９５頁から２９９頁まで。給与費明細書についての質疑を許します。質疑

ありませんか。 

（「はい」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２８６頁から２８８頁まで。令和７年度美瑛町水力発電事業事業会計予算実

施計画収益的収入及び支出と資本的支出に資本的支出についての質疑を許します。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２９４頁、令和７年度美瑛町水力発電事業会計キャッシュフロー計算書につい

ての質疑を許します質疑ありませんか。 
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（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３００頁から３０７頁まで。令和７年度美瑛町水力発電事業会計予定会計予

定貸借対照表対照表、令和６年度、令和６年度美瑛町水力発電事業会計キャッシュフロー計算

書、令和６年度美瑛町水力発電事業会計予定貸借対照表、令和６年度美瑛町水力発電事業会計

予定貸借対照表及び注記についての質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑ありませんか。質疑なしと認め、これで議案第３１号、令和７年度美瑛町水力発電事業

会計予算の審査を終わり、建設水道課所管の一般会計の歳出、特別会計及び企業会計の審査を

終わります。 

暫時休憩します。建設水道課の皆さんご苦労さまでした。 

４時１０分まで休憩します。 

休憩宣言（午後４時０１分） 

（建設水道課説明員 退室） 

（町立病院事務局説明員 退室） 

再開宣言（午後４時１０分） 

○委員長（山本賢一議員） 町立病院事務局の皆さんよろしくお願いいたします。 

休憩前に引き続き委員会を再開します。 

次に、町立病院事務局所管の予算内容について町立病院事務局長の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

町立病院事務局長。 

○町立病院事務局長 よろしくお願いします。令和７年度美瑛町立病院事業会計予算の概要につ

きましてご説明申し上げます。予算書に沿ってご説明いたします。予算書の３０８頁です。令

和 ７ 年 度 の 収 益 的 収支 の 予 定 は 、 第 ３ 条に あ り ま す と お り 、収 益 的 収 入 及 び

収益的支出とも前年度当初比４，５７５万３，０００円増の総額１２億２，５１０万１，０００

円での均衡予算を予定しております。資本的収支の予定は３０８頁九び３０９頁、第４条に記

載のとおり、資本的収入は、前年度当初比で２，１９１万７，０００円増の７，４３５万 

５，０００円を計上し、支出については、前年度当初比で２，０５５万円増の１億９，６５１

万８，０００円を予定しております。 

各項目の概要につきましては、３１３頁、令和７年度美瑛町立病院事業会計予算説明書に沿

ってご説明申し上げます。予算書３１３頁、予算説明書の収益的収入及び支出の収入です。収

入につきましては、病院事業収益の核となる医業収益ほか各種収入等をここで計上しておりま

す。第１款病院事業収益は前年度比４，５７５万３，０００円増の１２億２，５１０万１，０００
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円。第１項医業収益は、前年度比６，３９３万３，０００円増の７億１，３２２万９，０００

円。第１目入院収益は、前年度比３，７５１万４，０００円増の４億６０２万７，０００円を

計上しました。増額の主な要因は、入院患者見込み延べ数及び患者１人１日当たり収益見込み

の増によるものです。 

第２目外来収益は、前年度比１，９０４万７，０００円増の２億７，３８２万２，０００円

を計上しました。増額の主な要因は、外来患者見込み延べ数及び患者１人１日当たり収益見込

みの増によるものです。 

第３目その他医業収益は、前年度比７３７万２，０００円増の３，３３８万円を計上しまし

た。増額の主な要因は、予防接種及び各種健康診断等収益見込みの増によるものです。 

続きまして、第２項医業外収益です。こちらは前年度比１，８１８万円減の５億１，１８６

万９，０００円。第１目受取利息及び配当金は科目設定として１，０００円を計上。 

第２目他会計補助金は、一般会計からの補助金として、地方公営企業法の繰り出し基準に基

づき、不採算地区病院の運営や経営基盤強化等に要する経費として、前年度比２，０００万円

減の４億５，０００万円を計上しました。 

予算書３１３頁及び３１４頁になります。第３目道補助金及び第４目国庫補助金は、科目設

定としてそれぞれ１，０００円を計上しました。 

第５目患者外給食収益は前年度比９万７，０００円増の１１５万５，０００円を計上しまし

た。 

第６目長期前受金戻入は前年度比１６９万７，０００円増の５，９１７万６，０００円を計

上しました。増額の主な要因は、長期前受金戻入の増によるものです。 

第７目その他医業外収益は、医師住宅使用料などで、前年度比２万４，０００円増の１５３

万５，０００円を計上しました。 

第３項特別利益は、第１目固定資産売却益から第３目その他特別利益まで科目設定としてそ

れぞれ１，０００円を計上しました。 

次に、３１５頁、収益的支出の説明をいたします。第１款病院事業費用は、前年度比４，５７５

万３，０００円増の１２億２，５１０万１，０００円。第１項医業費用は、前年度比４，８２６

万５，０００円増の１２億１，５７８万６，０００円。第１目給与費は前年度比３，３３７万

５，０００円増の６億８，０８６万８，０００円を計上しました。医師、看護師等の給料、手

当、共済費等の人件費のほか、会計年度任用職員の給料、派遣医師の報酬、社会保険料等を計

上しており、増額の主な要因は、給与改定に伴う人件費の増によるものです。 

次に、３１６頁、第２目材料費です。材料費は、薬品費、検査等の診療材料費、給食材料費

などで、前年度比４６９万９，０００円増の７，４５１万９，０００円を計上しました。増額

の主な要因は、材料費の単価及び購入数増によるものです。 
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次に、３１６頁から３２２頁、第３目経費です。経費では、光熱水費、修繕費、賃借料、委

託料などで、前年度比８７５万９，０００円増の２億８，４１２万５，０００円を計上しまし

た。増額の主な要因は、委託料のうち、人件費の単価増に伴う業務委託料の増。電子カルテ導

入に伴う医療事務システム保守点検業務委託料の増によるものです。 

次に、３２２頁、第４目交際費は委員長交際費として前年同額の３０万円です。第５目減価

償却費は、前年度比５０９万１，０００円減の１億２，１７０万７，０００円を計上しました。

減額の主な要因は、建物付属設備減価償却費等の減価償却費の減によるものです。 

続いて、３２３頁、第６目資産減耗費は、固定資産除却費として、前年度比５８万２，０００

円増の３３５万２，０００円を計上しました。増額の主な要因は、固定資産除却費の増による

ものです。第７目研究研修費は前年度比５，０００円減の８０万３，０００円を計上しました。

第８目引当金繰入れ費は、賞与等引当金引当金繰入れ等で、前年度比５９４万６，０００円増

の５，０１１万２，０００円を計上しました。増額の主な要因は、給与改定に伴う期末勤勉手

当の増によるものです。 

続きまして、第２項医業外費用は前年度比２５１万２，０００円減の８３１万２，０００円。

第１目支払い利息及び企業債取扱い諸費は、前年度比２５１万２，０００円減の６８１万円を

計上しました。減額の主な要因は、企業債償還利子の減によるものです。第２目消費税及び地

方消費税は前年度同額の１５０万円の計上です。第３目雑損失は科目設定のため、前年同額の

２，０００円の計上です。 

続いて、３２４頁、第３項特別損失は、第１目固定資産売却損から第３目その他特別損失ま

で科目設定として、それぞれ１，０００円を計上しました。第４項予備費は前年同額の１００

万円を計上しました。 

次に、資本的収入及び支出についてご説明いたします。予算書は３２５頁です。資本的収入

よりご説明いたします。第１款資本的収入は、前年度比２，１９１万７，０００円増の７，４３５

万５，０００円を計上しました。増額の主な要因は、電子カルテシステム導入等医療機器更新

及び直流電源装置蓄電池取替等に伴う医療設備整備負担金の増。医療機器更新等に伴う企業債

の増によるものです。第１項医療設備整備負担金は、前年度比９５１万６，０００円増の 

４，０４５万４，０００円。第２項企業債は、医療機器更新等のため、前年度比１，２４０万

円増の３，３９０万円を計上しました。第３項固定資産売却費は科目設定のため１，０００円

を計上しました。 

次に、資本的支出です。第１款資本的支出は前年度比２，０５５万円増の１億９，６５１万

８，０００円。第１項建設改良費は前年度比１，７５９万３，０００円増の７，４９２万 

２，０００円、第１目資産購入費は前年度比２，０３７万６，０００円増の６，８２６万 

７，０００円を計上しました。増額の主な要因は、電子カルテシステム導入等、医療機器等更
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新額の増によるものです。第２目工事請負費として、前年度比２７８万３，０００円減の６６５

万５，０００円を計上しました。直流電源装置蓄電池取替等にかかる費用で、減額の主な要因

は、工事請負費の減によるものです。 

次に、第２項企業債償還金は、前年度比２９５万７，０００円増の１億２，１５９万６，０００

円を計上しました。増額の主な要因は、病院建設事業等に係る企業債償還金の元金部分の増に

よるものです。 

以上で、令和７年度美瑛町立病院事業会計予算の概要説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（山本賢一議員） 議案第３２号、令和７年度美瑛町立病院事業会計予算についての審

査を行います。予算書の３０８頁から３１０頁まで。はじめに予算条文についての質疑を許し

ます。質疑ございませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで予算条文についての質疑を終わります。 

次に、予算書の３１３頁から、３１３頁及び３１４頁、令和７年度美瑛町立病院事業会計予

算説明予算説明書、収益的収入及び支出の収入、第１款病院事業収益、第１項医業収益、第１

目入院収益から第３項特別収益、第３目特別利益、第３目その他特別利益までについての質疑

を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３１５頁及び３１６頁、令和７年度美瑛町立病院事業会計予算説明書、収益

的収入及び支出の支出、第１款病院事業費用、第１項医業費用、第１目給与費及び第２目材料

費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３１６頁から３２２頁まで。第３目経費についての質疑を許します。質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３２２頁から７２頁及び３２３頁、第４目公債費から第８目、引当金繰入れ

費までについての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３２３頁及び３２４頁、第２項医業外費用、第１目支払い利息及び企業債取
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扱い諸費から第４項予備費、第１目予備費までについての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３２５頁、令和７年度美瑛町立病院事業会計予定、失礼しました。美瑛町立

病院事業会計予算説明書の資本的収入及び支出の収入、第１款資本的収入、第１項医療設備整

備負担金、第１目医療せ衛生設備整備負担金から第３項固定資産売却費、第１目固定資産売却

費までについての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 資本的収入及び支出の支出、１款１項１目、資産購入費で、備品購入

費の６，８２６万７，０００円の中の電子カルテの件でちょっと伺いたいんですけれども、電

子カルテ、非常にですね有益なものだと思ってますし、導入必要かなという風に考えておりま

すが、この電子カルテですね、旭川医大と、例えばＮＴＴ東日本仕様の変更によってですね、

裁判になったりだとか、あとあるいは、ランサムウエア対策が必要であるだとか、そういう何

ていうんすかね、なかなかこう使っていくまでにいろいろこう何ていうかな、紆余曲折がある

というか、ちょっとなかなか進んで入らないこともあるようなんですけれども。 

○委員長（山本賢一議員） 青田委員、すいません。次でした。収入だけ、収入だけでした。す

いません。すいません。前回予算審査そればっかりですいません。先走ってるっちゅうか、す

いません。ごめんなさい。もう１回お願いします。すいません。すいません。 

質疑ほかに質疑ありませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

質疑ないですね。次に進みます。 

次に、予算書の３２５頁、令和７年度美瑛町立病院事業会計予算説明書の資本的収入及び支

出の支出、第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目資産購入費から第２項企業債、償還

金、第１目企業債償還金までの質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 失礼いたしました。それで電子カルテの件なんですけれどもね、なか

なか入るまで紆余曲折あったりだとか、結構大きな金額で入って、大きな病院でもっと高いの

かもしれないですけれども、いろいろこう、準備だとか、円滑に何か導入するまでなかなか大

変かと思うんですけども、その辺りどのような、受け止めていらっしゃるのか、伺いたいと思

います。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） 医療係長。 

○医療係長 よろしくお願いします。電子カルテシステムなんですけども、発注してから、計画

段階でどのような整理案件が出てくるかっていうところの数だったり内容によってですね、大

分本格的な運用の時期っていうのは、変動するかと思うんですけども、順調にいって、１０月

頃、令和７年度１０月頃に開始ができるのではないかなという風に考えて動くように、今計画

しております。導入の費用と、あと個人情報だったりその点、そういった点のですね、何てい

うんすかね、保護の部分なんですけども、クラウド型の製品を今、検討しておりまして、常に、

保守管理に業者さんが、画面を通してですね、こちら側の疑問点だったり、整理したいところ

を、画面を通してお互いに共通認識の中で整理解決していけるような形をとる予定でいますの

で、そういったところでですね個人情報の保護だったりっていうところはできていけるのかな

という風に考えております。費用面についてなんですけども、導入でですね、約５，０００万

円予定しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。保守業者さんというかね、ベンダーになるのかあれ

ですけれども、病院の中にそういう専門の管理者というか、そういうセキュリティ含めて、何

ていうか、クラウドの運用を含めて運営含めての管理者だとかっていうそういう配置、セキュ

リティ対策みたいなその配置だとかって必要になるのか分からないんですけど、その辺りにつ

いてはどのような見込みでいらっしゃいますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 医療係長。 

○医療係長 ですね、電子カルテ導入に当たって、そういった管理責任者だとか、例えば、管理

運営を検討する委員会だとかというものを、今のところ設定していく予定はありません。以上

です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ございませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 追加でよろしいでしょうか。これ、かなり、今現在置かれてるですね、

うち、移行しなきゃいけないと思うんですけど、そういう、これは業者さんがやってですか。

それとも職員でしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 医療係長。 

○医療係長 現在運用しています紙カルテ上の診療記録というものを導入した電子カルテのほ
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うに移行するという作業は予定しておりません。なので、過去の診療記録はあくまで紙カルテ

のほうで確認をとりながら、導入後に電子カルテ上で新たな記録をどんどんどんどん保存して

いくというような形になります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） そうですか。非常に残念だなと思いますけどね。ただ、移行するには

すごく労力が要るし、相当金使う私も分かる。先生は両方見ながらやるっていうのは大変だな

っていう風に、スムーズに何年かたって来る１年ぐらいたってくると分かると思うんですけど、

これじゃあ両方先生は電子化でのパソコン上を見て、なおかつ紙ベースもおい置くっていうこ

とですよね。ですよね。間違いないですね。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 医療係長。 

○医療係長 議員おっしゃるとおりで、例えば先ほどの質問にもありましたように、１０月に導

入したとして、大体年度内、３月までは、今までと同じように、紙カルテを準備しながら、横

で紙カルテを開きながら、診察室で電子カルテに記録していくというような形をとる必要があ

ると考えております。なのでその時期は、電子カルテの記録のほうで、その日の診療が賄える

ようになれば、もう紙カルテのほうは何か、特別な要件がない限りは出さなくていいと考えて

はいるんですけども、その時期が、いつまで延びていくかというのはちょっと、やってみて検

討しないといけないかなというところで考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 運用まで相当時間がかかると思うんですよね。検査データとかも、検

査室から直接そのデータに入れるっていうことになりますよね。そこまで詳しくは聞き、どこ

まで聞いているか、電子カルテについて分かりませんけれども、全て入るわけですよね。です

から、本当に各ごめんなさい、レントゲン室とかそういうところとも、リンクしていかなきゃ

いけないわけですよね。皆さんの勉強会とかやるおつもりですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 医療係長。 

○医療係長 こちらもですね議員おっしゃるとおりで、放射線でとった画像のデータだったり、

検査の結果のデータだったりがですね、端末があれば診察室だったり、病棟、もちろん事務局

の机でデスク上でもですね、閲覧ができるようになります。なので、今までのように、一つの

カルテを必要な場所に運ばないといけないというようなことは必要なくなってきます。もちろ

んですね、電子カルテといいましても、職員含めてですね、触れたことのない、人間もたくさ
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んいますので、もちろん発注から実際の運用開始までの間も、運用始まって以降も勉強会だっ

たり、操作方法の説明会だったり、そういうものはですね、必要に応じて開催していく予定で

います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ぜひやってください。やっぱり、デジタルに弱い私なんかもし、もう

ちょっと若くて勤めてたらちょっと手上げかなっていう部分もあるんですね。今の若い人はも

う病室にはもう既にパソコンを持って病室に入ってきてそこで記入、私に行ったときなんかも、

紙ベースじゃなくて全部そこで落ち込んでるっていう感じなので、それを皆さんに分かっても

らう、相当時間今までやってないわけですから時間かかると思いますけど。そこはしっかり時

間をかけてやっていただきたいと思いますよろしくお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 事務局長。 

○町立病院事務局長 電子カルテの導入の件になります。今係長答えたとおり、新年度で１０月

導入を目標にスケジュールを進めてまいりたいと思います。カルテの導入に当たっては導入の

部分の予算については７年度、今回計上ということになったんですけども、それ以前の電子カ

ルテを導入する前段のベースとなる今使っている医事業務のシステム自体は、令和５年度、令

和４年度、令和５年の２月通頃でしたかね、に更新をして、そこから年次的に５年度６年度と

オーダーリングというところで、年次的な形で、順次更新をしてきたようなとこがありますの

で、最終的なその目的が電子カルテというのは職員も認識をしているところで、そういった部

分では今年度でいきなり全てを変わるわけではないので、先生方も含めてある程度その前段の

ランニング等については、今、運用してますし、例えば予約、外来の予約等も、今まで紙でお

知らせしてたのが印字して、予約のお知らせ等もしていると思いますので、順次そういった形

でアナログからデジタル化になっておりますので、今は紙ですので、患者さんの皆さんに持ち

運び頂くという、アナログ的なところがまだあるんですけれども、来年度中、来年度いっぱい

はまだちょっとどのあたりまでは分からないんですけれども、最終的な形で導入に向けて効率

化、待ち時間等の削減につながればいいと思ってます。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３２７頁から３３２頁まで。給与費明細書及び企業債償還明細書についての

質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 
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質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３１１頁及び３１２頁、令和７年度美瑛町立病院事業会計予算実施計画収益

的収入及び支出と資本的収入及び支出についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３２６頁、令和７年度美瑛町立病院事業会計キャッシュフロー計算書につい

ての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３３３頁から３４０頁まで。令和７年度美瑛町立病院事業会計予定貸借対照

表、令和６年度美瑛町立病院事業会計キャッシュフロー計算書、令和６年度美瑛町立病院事業

会計予定損益計算書、令和６年度美瑛町立病院事業会計予定貸借対照表及び注記についての質

疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、第３２号、令和７年度美瑛町立病院事業会計予算の審査を終わり、美瑛町

立病院事務局所管の審査を終わります。 

以上で本日の日程全部終了しました。これで本日はこれで散会いたします。町立病院の事務

局の皆さんご苦労さまでした。そうです。 

 

散会宣告 

 

○委員長（山本賢一議員） これで本日はこれで散会いたします。町立病院の事務局の皆さんご

苦労さまでした。そうです。 

午後 ４時３６分 散会 

 


